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A c tiv it ie s  a t th e  R C

M
E

R e s e a r c h  C e n te r  f o r  M a r in e  E d u c a tio n

Tel +81-3-5841-4395　 Fax + 81-3-5841-8777　 E-mail: literacy@ oa.u-tokyo.ac.jp

Faculty of Science,  The University of Tokyo 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033

In-service teacher training seminar
in Museum in Mie

July 30-31, 2011, Toba Sea-folk Museum

Seminar
“Tsunami disaster awareness

̶ Learning from the Great Tohoku Earthquake”

June 2 ,2012 , Hamamatsu City

Curriculum development for marine education
Numerical Simulation of Tsunami wave striking the

north-eastern coast of Japan

Professional development
Training of oceanographic observation

at the Misaki Marine Biological Station,

the University of Tokyo

Special lecture for elementary, junior high,
and high school students

Lecturing the connection between sea and forest at Uchigo

elementary school, Sagamihara city, Kanagawa Prefecture

Prize-winning pictures of 34th Annual National Children of the Sea Art
Contest held by JF (Japan Fisheries Cooperatives ) Zengyoren (March 2012).

(Top) “ Tairyo-bata no aru fune” (Boats with Tairyo-bata fla

g

s)  by Hi nano Ha yashi , Fukawa

         Junior High School, Nagato City, Yamaguchi Prefecture

(Bottom) “ Kani mi-tsuketa” (I found a crab!) by Haru Kubota, Kaminoseki Elementary School,

             Kaminoseki Town, Yamaguchi Prefecture

 Pictures on the front page 



 

 

 

 

 

 

 

 

第 ２ 章 

 

海洋教育促進研究センター第４回シンポジウム 

海は学びの宝庫 
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概要 

・日時：2012年６月30日(日) 13：00～17：00 

・場所：東京大学本郷キャンパス理学部１号館 小柴ホール 

・共催：東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センター（ＲＣＭＥ）・日本財団 

 

プログラム 

開会の挨拶 

13：00～ 

13：30 
あいさつ 

講演 

13：35～ 

15：15 

実践報告「海洋教育その可能性と多様性」 

 

「まなづるの海から学ぶ」 

  三堀  仁（小田原市立桜井小学校） 

 

「メタンハイドレートを教材とした授業実践～ＥＳＤの視点で～」 

  濁川 朋也（上越教育大学付属中学校） 

 

「日本の水産・海洋系高校の現状と京都海洋高校の取り組み」 

  上林 秋男（京都府立海洋高等学校） 

15：15～ 

15：30 
休憩 

パネルディスカッション 

15：30～ 

17：00 

コーディネータ：宮崎 活志（東京大学海洋教育促進研究センター上席主幹研究員） 

上記実践報告者ほか 

閉会 

17：00 閉会 

17：30～ 

18：30 
茶話会＠小柴ホールホワイエ（参加自由、無料） 
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あいさつ 

 

日本財団 常務理事 

海 野 光 行 

 

 「海は学びの宝庫」というタイトルのとお

り、私たちは、海とのかかわり合いの中でさ

まざまなことを学んでいます。「海での学び」

と言ったときに思い浮かべるものは、海の生

き物たちの営みや、エネルギーや資源のこと、

地球環境や気候のことなど、「知る」ことや「知

識を得る」ことが多いのではないかと思いま

す。しかし、このほかにも、災害による人間

の無力さや、命の大切さ、生きる勇気も学ぶ

ことができるのではないでしょうか。 

 今、一緒にプログラムを進めている、ケン

ブリッジ大学の海洋環境を専門とする先生は、

海から生きる勇気を学んだ一人です。彼女は

小中学校のときに大変ないじめに遭い、誰に

も相談できず、自殺未遂をするまでに追い込

まれていたそうです。そんなときに、幼いこ

ろ家族と頻繁に通っていた海に数年ぶりに行

くと、ごみがいっぱいで、異臭もする汚い海

に変貌していたそうです。 

 当時はイギリスでも海洋汚染が問題になっ

ていたので、こういう光景は至るところであ

ったのではないかと思いますが、彼女はその

光景を見て、汚されている海といじめを受け

ていた自分の状況を重ね合わせたそうです。

そして、「私は声を出して思いを伝えることが

できるけれども、海は声を出すことができな

い。だから、私が声なき声を聞いて、海の代

わりにその声を伝えよう」と思ったそうです。 

 その後、彼女は生きる勇気を取り戻しまし

た。彼女が世界に名だたる海洋環境学者にな

ったのも、生きる勇気を海に学び、海に助け

られたという強い思いが根底にあったからで

はないかと思います。実は、彼女を海に連れ

ていったのは、皆さんと同じ学校の先生で、

課外活動の一環だったそうです。 

 人の心を強くすることが教育の目的の一つ

だと耳にしたことがあります。海の教育、海

洋教育と言ったときに、一体どんな海が人の

心に力をつけることにつながるのでしょうか。

それは、人に喜びや感動を与える海なのかも

しれませんし、表情を一変させた危険で暴力

的な海なのかもしれません。時には、汚く異

臭のする海がその役割を果たすことがあるの

かもしれません。どちらの側面の海であった

としても、人は海から何かを学ぶものではな

いかと思います。新しい知識を得るだけでは

なく、新しい海洋教育の哲学を考えることも、

これから私たちの研究テーマの一つになって

いくと思います。 

 本日は、海洋教育の中でも、特に実践とカ

リキュラム開発に焦点を当てて、多様な切り

口からユニークな取り組みをしていらっしゃ

る先生にお越しいただいています。先生方に

は、現在の取り組み内容はもちろんのこと、

現場ならではのご苦労や実現に至るまでの経

緯についてもお話しいただくことになってい

ます。皆さまには、海から学ぶことができる

ものの豊かさ、多様さを少しでも感じていた

だき、皆さまがこれから実践していくための

参考にしていただければ幸いです。
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趣旨説明 

 

海洋教育促進研究センター 上席主幹研究員 

宮 崎 活 志 

 

 海洋教育は、いろいろな知識を学んでいく

教育であるとともに、特に現在は、災害や防

災にかかわって、生きることや命の大切さを

考える教育が行われているかと思いますが、

子どもたちが人間的成長を図っていく上で、

海がどのような教育的価値を持つのかと考え

ると、いろいろな可能性と多様性があるので

はないかと思います。今の常務理事のお話を

聞き、海とのかかわりからご自分の人生を豊

かにしている方がいらっしゃるのだと、大い

に考えさせられたところです。 

 東京大学海洋教育促進研究センターでは、

昨年の春からシンポジウムを開催しています。

「海洋教育促進研究センターの創発」と題し

た第１回シンポジウムは、大震災の影響で 

ＷＥＢシンポジウムになりましたが、第２回シ

ンポジウムは「海洋教育がひらく防災への道」、

第３回シンポジウムは「海洋教育の研究と実

践」、そのほかにも「津波防災の教育の実践－

東日本大震災に学ぶ－」と題した講演会など

を開催してきました。 

 昨年３月11日に起きた東日本大震災とのか

かわりもあり、わが国にとって極めて重要な

自然環境である海洋にかかわる教育の在り方

について、「理解の推進」という観点と「防災」

という観点から考える機会を交互に提供して

きた形になっています。ちなみに、来る７月

８日(日)には、第５回シンポジウムとして「海

洋教育から考える“津波・防災”－東南海地

震に備えて－」を豊橋技術科学大学で開催す

る予定です。 

 日本は、海に囲まれた国です。たとえ山間

部や都市部で生活していても、気候風土や食

生活など、私たちの生活は海と深いかかわり

があり、私たちの周りには至るところに海が

潜んでいます。昨日も、東京大学などの研究

グループが、小笠原諸島南鳥島近くの海底に

レアアースを豊富に含む泥の鉱床があること

を発見したというニュースが大きく報道され

ていました。このように、海と深い関係のあ

るわが国では、海にかかわる学びがさまざま

な形で実践され、学校と教師たちは海洋と子

どもたちをつなぐ学習を工夫し、実践してき

ました。 

 本日のシンポジウムでは、海や海にかかわ

ることを題材にした教育活動の実践をご紹介

し、海洋教育の可能性と多様性を参加してい

ただいた皆さまと共有することで、豊かな学

びの機会を提供するカリキュラムの在り方に

ついて考えていきたいと思います。 

 海洋教育は、現在の学校においても、さま

ざまな教科や教育活動の中で行われています。

これらの学習成果が単なる知識・理解にとど

まることなく、子どもたちが海洋について豊

かな教養をはぐくむことができる教育活動と

するには、どうしたらよいのか。実践のご発

表とパネルディスカッションを通じて、皆さ

まとともに考えたいと思います。また、海洋

教育促進研究センターの活動についてもご紹

介し、海洋教育の充実を図るための取り組み

についても、皆さまのご理解をいただきたい

と思っています。どうぞ最後までご協力いた

だきますよう、お願いいたします。 
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センターの活動紹介 

海洋教育促進研究センター 特任講師 

河 野 麻沙美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私どもは、教材や学習素材の開発、海洋教

育にかかわる実践としての授業やカリキュラ

ムの研究を進めています。また、本シンポジ

ウムや津波に関するシンポジウムを開催し、

海洋教育の普及、促進、支援も進めています。 

 

１．教材・カリキュラムの開発 

 海洋政策研究財団で作成された「21世紀の

海洋教育に関するグランドデザイン」の中学

校編を題材に、海洋教育の12分野それぞれに

ついての学習素材を作成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、津波シミュレーションの教材開発も

行っています。こちらは、生徒が自ら実行で

きる数値シミュレーション教材の開発を中心

としています。こうしたシミュレーションを

用いることで、津波の物理とその振る舞いの

理解、津波の防災教育に役立てる教材の開発

を進めています。 

 この津波シミュレーションを活用した、津

波防災教育のモデルカリキュラムの開発も進

めています。シミュレーションが促す津波に

対する科学的認識・概念の形成を基盤にした

カリキュラムで、自然科学、社会科学、生活

科学などさまざまなアプローチを援用した、

津波と津波防災の総合的理解を目指していま

す。 

 さらに、秋田県男鹿海洋高校普通科と連

携・協同でカリキュラムの開発を行っていま

す。高等学校という「総合的な学習の時間」

の運用が非常に難しい環境で、秋田県の教育

課題である、ふるさと教育・キャリア教育を

統合した新たなカリキュラムを開発していま

す。三方を海に囲まれた男鹿を知る・調べる・

発信する生徒をはぐくむ、学校・教師・地域

を支援する試みです。こちらは、総合的な学

習を長年行っている東京大学附属中等学校の

協力を得て、協同関係を構築しています。 

 

２．教育実践・教育政策研究 

 海洋教育の教育政策研究として行っている

のは、文部科学省における学習指導要領等へ

の位置付けに関する検討、これに関係した各

学校における教育課程の編成の在り方や教科

書の編集を分析・研究することで、海洋教育

の充実を図ろうという試みです。各教科だけ
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でなく、総合的な学習の時間や特色ある教育

活動などに反映させるベく、分析を進めてい

ます。これを通して、海洋教育の普及と充実

を目指しています。 

 それから、海洋教育の教育実践研究として、

既に全国で行われている海洋教育の実践の収

集・検討をしています。実際に授業に赴き、

学習者の視点から、海洋教育の在り方、課題

を抽出する試みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、東京大学附属中等教育学校技術科の

協力による、和船を題材とした授業研究・教

材研究を行っています。 

 木材加工というテーマの中で、和船に関す

る技術、専門的な道具を学びながら、名もな

き名人たちの偉業を知り、希少な船大工道具

の実物との出会いを通して和船の技術に挑む

という試みです。授業の観察、先生との教材

の協議をしながら、生徒の理解や認識の変化

を追跡しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 三重県鳥羽市の「海の博物館」との連携・

協同による教育展示の試みを進めています。

これは学校教育と社会教育施設との連携に相

当するもので、普段展示されていない収蔵庫

の資料や展示を、授業と関連させて学校の教

師がデザインするという試みです。秋以降の

展示を目標に準備を進めており、修学旅行や

社会科見学などで来館する教師・生徒を対象

にした展示の効果検証も行う予定です。 

 当センターでは、大分東明高校で「研究の

世界に触れる」をテーマに出前授業を行いま

した。大学進学後に待っている世界の入り口

に立つことを目標にした、進路指導、キャリ

ア教育の一環です。事前調査を実施し、学習

者の海に対する理解・認識を確認した後に出

前授業を実施しました。海洋の専門家として、

本センター特任准教授の丹羽淑博が講義を行

いました。学校では扱わないようなデータ、

学習、実験を通して海に対する理解を深める

とともに、研究の世界の一端を見るという試

みでした。 

 

３．海洋教育の普及・促進・支援 

 当センターは、海辺の学習を支援する観察

ガイドを作成しています。三崎臨海実験所を

中心とした、三浦半島での磯観察の仕方や生

物の解説などをまとめたガイドです。地域ご

とに内容を吟味し、地域密着型をモットーに
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展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 併せて、三崎臨海実験所と三浦市の連携協

定に基づく海洋教育モデル地域としての活動

を支援しています。各学校の近くの海を活用

する海洋教材の開発、校外学習などの支援を

行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それから、『海のプロフェッショナル』出版

事業を行っています。パート１は、海洋科学

の研究者や海に関係するさまざまな機関に所

属する方に執筆いただいています。パート２

の企画が進行中で、第１部を「学ぶ」、第２部

を「進学する」、第３部を「働く」という形で、

25名の女性海洋研究者や海に関する研究者に

執筆いただきます。 

 私たちは、３月11日の東日本大震災を受け

て、津波防災教育にかかわるシンポジウムや

講演会も行っています。直近では、７月８日

に豊橋技術科学大学で「海洋教育から考える

“津波・防災”」を開催します。昨年度の第２

回シンポジウム、先月の講演会でも、津波・

防災を取り上げました。私どもが考える津

波・防災について、さまざまな方にご協力い

ただきながらシンポジウムや講演会を開催し

ています。 

 海洋教育の普及に向けた出前授業も行って

います。小学校、中学校、高校で、海にかか

わるさまざまな話を紹介しており、現在、海

洋アライアンスのホームページに、延べ65の

話題がリストアップされています。海洋教育

促進研究センターからは４名が参加し、生

物・政策・地学・物理と多岐にわたった内容

の話題を提供しています。 
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「まなづるの海から学ぶ」 

 

小田原市桜井小学校 

三 堀   仁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに 

 真鶴町は神奈川県の西部にある人口約

8,000人の小さな町で、主な産業は、みかん産

業、漁業、観光業などです。町立まなづる小

学校の給食では、地産地消ということで、地

元のものがよく出ます。山のものはみかん、

海のものはアジ、サバなどですが、時々カン

パチが出ます。カンパチは高級魚なのですが、

魚屋さんが給食に「今日はショゴ（カンパチ

の幼魚）がたくさん獲れたから食べな」と持

ってきてくれるような、地域とつながりの深

い学校です。 

 真鶴町は、昔から海とのかかわりが深く、

伝統行事なども根強く残っています。しかし、

近ごろ子どもたちと海とのかかわりが希薄に

なっています。いい海水浴場があるのに海水

浴に行かない、危険だからと海が遊び場にな

らないということで、海とかかわっている子

どもはあまり多くありません。私たちとして

も、なるべく海にかかわってほしいという思

いがありますので、「まなづるの海に学ぶ」と

いう視点で教育活動を展開しています。具体

的には、まずは海に親しみをたせ、その後に

海への感謝、海を守る活動をすることが大事

だと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 とは言え、現場の教師はいろいろなことを

しなくてはなりません。通常の教育課程で手

一杯な上に、キャリア教育、環境教育、法教

育、金融教育などのいろいろな教育を、しか

も小学校の早い段階からやってほしいと言わ

れます。しかし、これまでの教育課程に上乗

せすることは、実際問題として難しいです。

私は、上乗せではなく、やり方を考えなくて

はならないだろうと強く感じています。 

 一つは、カリキュラムづくりです。カリキ

ュラムがないと、そのときそのときはいいの

かもしれませんが、残っていかない、改善さ

れていかないという問題があります。海洋教

育も同じです。カリキュラムは必要ですが、

これまでの学校の教育内容に上乗せをするの

ではなく、通常の教育課程の中に海洋教育の
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視点を取り入れたカリキュラム開発をするこ

とが重要であると考えます。 

 では、どのように取り入れるかということ

ですが、今、盛んに言われています持続可能

な発展のための教育（ＥＳＤ）に着目しました。

国立教育政策研究所が今年出した「学校にお

ける持続可能な発展のための教育に関する研

究」の報告書にある概念が私たちの学校には

合っていたこと、そして、私自身も平成22年

度の研究に携わったことから、このＥＳＤの概

念を海洋教育に取り入れ、それをもとに総合

的な学習の時間のカリキュラムを作っていこ

うと、取り組みを始めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．実践事例①－第４学年 総合的な学習の

時間「まなづると海藻」 

２－１．指導計画づくり 

 通常、総合的な学習の時間というと、子ど

もたちがいろいろなことを調べて、まとめて、

発表してということが多いかと思うのですが、

ただ調べ学習で終わってしまうのでは意味が 

ありません。人から学ばなければ、より心に

残るような実践にならないととらえています。

そこで、いろいろな人と出会わせたいと考え、

地域の方や専門家の力を借りながら勉強を進

めていきたいという思いで指導計画を立てま

した。また、体験で終わるのではなく、その

後に自分たちが課題を解決する問題解決型の

学習も進めていきたいと考えて、活動を展開

しました。ですから、前半が体験型、後半が

課題解決型の指導計画になっています。 

 

２－２．学習活動のきっかけ 

 まなづる小学校から坂を下りて10分ぐらい

のところに大ヶ窪海岸があり、毎年そこで「海

の学校」という活動をしています。町の生涯

学習課の方にご指導いただきながら、観察の

仕方や海へのかかわり方、気を付けなければ

ならないことを学び、生き物の素晴らしさを

体験する活動です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各学年、日にちを決めて、専門の方にお話

を伺っています。近くにある横浜国立大学の

理科実習施設で研究されている大学院生、あ

るいは大学の先生などにもご協力いただいて

います。そういう中で、子どもたちが普段見

たことのない生き物に接することができるの

です。それをスケッチブックに描いて「こん

なものがいたんだね」と、みんなで共有し合

います。 

 この活動の中で、私は意図的に海藻に着目

させるようにしました。海藻からいろいろ発

展できると考えたからです。例えば、加工す

れば食べるものができますし、きれいな飾り

や標本もできるので、子どもたちに「面白そ

うな海藻を見つけたら集めておいて」と投げ
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掛けてみました。 

 

２－３．海藻標本づくり 

 まず、標本を作ってみようということで、

詳しい先生に標本の作り方や海藻の名前を教

わろうという活動をしました。やはり学校の

教員だけでは限界があります。専門家から教

わらなければなかなか本物が伝わってこない

ので、そこが大事かと思いました。 

 子どもたちも、図鑑などを使って自分なり

に海藻の名前を調べます。初めはガラガラで

はないかと言っていた海藻が、専門家の先生

に聞くとガラガラではなくマタボウだという

ことを知るわけです。磯が多いので、たくさ

んの種類の海藻が採れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これはテングサです。テングサといえばト

コロテンとつながってきます。子どもたちに

トコロテンづくりをしようと投げ掛けて進め

ていきました。 

 

２－４．テングサ採集とトコロテンづくり 

 真鶴半島の先端にある三ツ石という場所に

テングサの漁場があります。しかし、漁協が

管理しているので、ここでテングサを勝手に

採ると密漁になってしまいます。漁協の方に

お願いし、条件付きで許可をいただきました。

そのおかげで、良いテングサがたくさん採れ

ました。 

 これを天日で乾かして、しばらく置いてお

きます。そうすると、赤い色素が抜けて真っ

白になります。これを調理すればトコロテン

を作ることが可能です。海に近いところに住

んでいながら、「トコロテンを作るなんて初め

てだよ」というご家庭の方もたくさんいまし

た。「では、みんなで一緒に作ってみようか」

ということで、トコロテンづくりを始めまし

た。今、トコロテン突きは100円ショップでも

売っているので、１人１個トコロテン突きを

買って作りました。おいしそうなトコロテン

ができました。食べるときは、子どもはいつ

もいい顔をします。 

 

２－５．学習発表会で発信しよう 

 このような体験的な活動をしていったので

すが、もう少し発展的に自分たちで探究的な

学習をさせたいということで、チームに分か

れていろいろな活動を進めていきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これは標本を集めて、真鶴の海岸に生えて

いる海藻を分類、整理しているところです。 
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 わからないところは、自分たちでいろいろ

調べます。調べる中で、トコロテンにいろい

ろなものを混ぜるともっとおいしいものがで

きるのではないか。真鶴はみかん産業が盛ん

なので、みかん農家の方に教わりながら、み

かんと寒天をセットにして何かできないかと

考えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これは学習発表会で発表している場面です。

発表会では、ほかの子どもたちにしおりをプ

レゼントし、全校に行き渡りました。１年生

からお礼の手紙をもらったりして、子どもた

ちは満足したような感じがするのですが、こ

れはまだレベルの低い実践です。子どもたち

が何か問題を解決していくとか、探究的な学

習に取り組んでいるわけではなく、何となく

やっている活動です。真鶴の海を守ろうとい

うところにはとてもつながらないだろうと感

じたので、もっと何かできないだろうかと、

子どもたちに投げかけていきました。 

 

２－６．新たな活動へ 

 先ほど述べたように、みかんとテングサで

何かできないかという話が出たのですが「み

かん寒天」を真鶴の名物にしようという活動

をスタートさせることにしました。ちょうど

みかんの収穫時期だったので、みかん農家に

お願いして、少し分けていただきました。 

 ここからが探究的になってくるのですが、

みかん、砂糖、水、テングサをどのぐらいの

分量にしたら一番おいしいみかん寒天ができ

るか、それを実験してみようということで、

幾つかのチームに分かれて、みかん果汁や砂

糖の分量を変えて食べ比べをしてみました。 

 実際に作る作業は、地域のボランティアの

方にお手伝いいただきました。 

 どの分量が一番良かったか、子どもたちに

投票してもらったところ、結局、果汁も砂糖

もたくさん入っているのが一番おいしかった

という結果になってしまったのですが、これ

はこれで子どもたちは納得し、レシピに自信

を持つことができました。このレシピでみか

ん寒天を作って、ぜひ町の人たちに紹介しよ

うということで、みかん寒天を伝える活動に

入っていきました。レシピを書いたチラシや、

そのチラシを入れる入れ物を作って、お店に

置かせてもらうように頼みました。 

 例えば、真鶴町にある唯一のスーパーに行

って、代表の子が店長さんにお願いしました。

緊張していたため、帽子をかぶったまま、ラ

ンドセルを背負ったまま、「こういうものがあ

って、ぜひ置かせてください」と一生懸命に

伝えました。店長さんが「もしチラシがなく

なったら、あなた方はどうするのですか。私

が学校に『なくなりました』とお電話しまし

ょうか」と言うと、子どもたちは「いえ、私
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たちが毎日お店に寄って、どのくらいなくな

っているか調べて、補充していきます」と答

えました。そういうやりとりして、レシピを

置かせてもらう了解を得ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ガス屋さんの店先にも置かせてもらいまし

た。子どもたちがみかんを採らせてもらった

農家の方が、ガス屋さんも経営しているので

す。そういうところにお願いして、みかん寒

天の作り方を置かせてもらいました。 

 そうすると、だんだん探究的になってくる

のです。教員とのやりとりだけではなく、地

域の方や専門家に学ぶと切実感を持ちますの

で、そういうことがこういう活動にとっては

大事かと思われます。 

 

２－７.「総合的な学習の時間」の学習活動 

 以上が４年生の総合的な学習の時間の例で

すが、これを学校全体のカリキュラムの中に

どう位置付けるか。やはり海とのかかわりを

低学年のうちから持たせたいということで、

総合的な学習の時間の学習活動をこのように

整理し直しました。一つは真鶴というところ

を柱にしたもの、もう一つは自分や人とのか

かわりを柱にしたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これは国立教育政策研究所のＥＳＤの構成

概念を取り入れた配列なのですが、４年生の

ところでは「まなづるの海の恵み」というこ

とで、いろいろなものがあるけれども、大事

にしていかないと海は荒れてしまうという有

限性の概念を意識しながら指導していきます。

５年生では、海を守ろうという活動に発展さ

せていき、学年が上がるにつれて、自分たち

がそれをどのように維持・発展させていくか

を考えるような学習活動にしました。ですか

ら、本校の総合的な学習の時間の半分は、海

洋教育と言っても過言ではありません。 

 

３．実践事例②―第６学年 理科「生物とそ

のかんきょう」 

 総合的な学習の時間だけではなく、ほかの

教科の中でも実践は可能です。例えば、６年

生の理科に「生物とそのかんきょう」という

学習があります。理科の目標としては、生物

と環境とのかかわりについての見方や考え方

を養うことですが、「相互性」「多様性」とい

うＥＳＤの二つの概念を使って、生物多様性や

食物連鎖というところを強調した形で取り上

げて活動を進めていくことができます。 
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 先ほどの「海の学校」は、６年生になると、

横浜国立大学の理科実習施設をお借りしなが

ら、専門家の先生にプランクトンの採集や観

察をご指導いただくプログラムになっていま

す。まず、近くの岩漁港でプランクトンを採

集し、それを顕微鏡で見ていきます。そうす

ると、夜光虫、ケンミジンコなど、いろいろ

なものが入っています。 

 そして、専門の先生に紙芝居などをしても

らいます。事前にこういう話をしてください

とお願いしておくと、例えば食物連鎖の話も、

普段食べているものは海とつながっている、

一つのサイクルになっているということを、

とても分かりやすくお話ししてくださいます。

例えば、ケラチウムやコスキノディスクスを

食べる動物プランクトン、それを食べるアミ、

小魚、カンパチ、そのカンパチを子どもたち

が食べるというように、みんなつながってい

るということが実感を伴って理解できます。

子どもたちからは、「身近にこんな世界がある

なんて知らなかった」「みんなつながっている

んだ」、中には「研究している先生、かっこい

いな」という感想も出ていました。 

 これは、小学校段階にとどまらず、新しい

学習指導要領では中学校の教科書にも入って

います。動物の世界だけでなく、海の世界も

中学校で紹介されるので、「小学校の理科の授

業でやったな」ということが子どもたちの中

で落ちていきます。このように、中学校にも

つながる学習になっているのです。中学校の

教科書に「持続可能な」という言葉が多く載

るようになってきており、ＥＳＤの考え方がこ

ういうところにも出ていると思われます。 

 

４．まとめ 

 学習を単発に終わらせないためには、カリ

キュラムをきちんと作り、それを改善してい

くことが必要です。しかも、これまでの教育

内容に上乗せしたり付け足ししたりするので

はなく、通常の教育課程の中に落とし込むと

いうのが、学校現場で求められるカリキュラ

ムの姿かと思われます。まなづる小学校のこ

うした取組は、真鶴町の教育委員会が中心に

なって大きく取り組んでいる「ふるさと教育」

の活動にも発展していきました。 

 これが、真鶴町のふるさと教育のグランド

デザインです。目標、内容、方法、評価の中

で、残しておかなければいけないもの、それ

をぜひつなげていってほしいこと、あるいは

そのときの取り組みの仕方を明記し、さらに

良いものにしていくことが大事かと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ただ、カリキュラムを改善して、より良い

ものにしていくところまではまだできていま

せん。ＰＤＣＡサイクルを確立することが今後

の課題かと思います。また、やれば得るもの
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がたくさんあるので、もっと現場の先生方に

力を入れて取り組んでほしいのですが、海の

ことはよく分からないからといって尻込みし

ている方もいます。そのあたりの意識がまだ

できていないので、教職員の意識化が課題で

はないかと考えています。 

 

質疑応答 

（質問者１） 

 みかん寒天のチラシを店先に置いて、住民

の方々からのフィードバックはあったのでし

ょうか。 

 

（三堀） 

 住民の方から学校に「スーパーに子どもた

ちがレシピを置いているみたいですね。面白

いですね」などのお言葉をいただきました。

学校のホームページにも載せており、遠くの

方からの反応はあまりなかったのですが、「小

学校でそんなことやっているんだ。私も作っ

てみようと思います」などと、学校参観に来

られた方からお話をいただいたこともありま

す。 

 

（質問者２） 

 私自身、３月、４月の大潮のときに下田あ

たりに出掛けて海藻採集をするのですが、子

どもたちが海に行くのは、何月に実施してい

らっしゃいますか。 

 

（三堀） 

 「海の学校」は、各学年、４月から５月に

実施しています。その活動をきっかけに、最

終的には９月ぐらいまで定期的に海に出掛け

ていって、海藻を採ったりしています。 

 ただ、後から聞いた話では、トコロテンを

作るなら、秋以降に採ったテングサはあまり

固まらないので、５月か６月に採るのがいい

そうです。ですから、その時期に採っておい

た方がよかったかなと感じています。海で漁

をする方だからこそ分かることだと実感した

のですが、そういうことを教えてもらえるの

で、とても勉強になります。 
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１．上越教育大学附属中学校について 

 上越市は、新潟県の富山寄りに位置し、全

国でも有数の豪雪地です。私の出身地である

妙高市は10kmほど内陸に入ったところですが、

今年の冬は５回ほど屋根の雪下ろしをしまし

た。積雪も３ｍ近くあり、玄関を出ると雪の

壁ができているようなところです。 

 上越教育大学附属中学校は、もともと高田

城の本丸があったところなので、周りを見渡

すと堀があって、そこにコイが泳いでいると

いう環境です。土地が遺跡扱いになっている

ので、勝手に地面を掘ることができません。 

 中学校は日本三大夜桜で有名な高田公園の

真ん中に位置しています。当校を桜城と呼ぶ

こともあります。全校生徒は367名で、３分の

２が上越教育大学附属小学校から、残りの３

分の１が他の小学校から受験して入ってきま

す。 

 

２．新学習指導要領に盛り込まれたＥＳＤの視

点 

 今年度、中学校で新しい学習指導要領が完

全実施になりました。その中に「持続可能な

社会をつくることが重要であることを認識す

ること」という一文が入っています。これは

エネルギー教育に関して記載された一文なの

ですが、理科教育だけではなく、社会科の学

習指導要領の中にも明記されています。教科

教育の中にＥＳＤの視点を取り入れることの

重要さが伝わってきます。 

 では、持続不可能な世の中になってきている

のかというと、地球規模の人口増加、食糧問題、

エネルギー問題、環境破壊、政治や経済のグロ

ーバル化、国際的な競争の激化による国家や地

域・個人間の格差や貧困の問題、市街地の空洞

化、山間地の過疎化、少子高齢化など、いろい

ろな課題が山積する状態になっています。この

ようなことから、「持続可能な社会の担い手を

はぐくむ教育」ということで、ＥＳＤの重要性

が言われて続けているわけです。 

 ＥＳＤのとらえ方はさまざまですが、当校で

は、ユネスコスクールが提唱している「ＥＳＤ

の基本的な考え方」に基づいて教育活動を行

っています。エネルギー教育、環境教育、国

際理解教育、世界遺産や地域の文化財に関す

る教育、その他関連する教育という五つのア

プローチがありますが、その中で、理科教育

で担うことが比較的容易なのは、エネルギー

教育と環境教育だと考えました。 

 エネルギーを得ようとすると環境への負荷
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が必ずかかりますが、現在は、エネルギーを

得なければ私たちの生活は支えることができ

ない状況です。さまざまな環境問題が取り上

げられている現在なので、エネルギー開発と

環境問題の調和的解決が喫緊の課題ではない

かと思います。生活を支えるエネルギー開発

と環境保全の両方に目を向けて考えていくと

いうことは、相反することを同時に解決する

ことにもなりますので、教育の中に落とし込

んでいくには、これをどう解決していくかを

思考する場を提供できる教材が必要ではない

かと考えました。そこで登場したのがメタン

ハイドレートです。 

 

３．メタンハイドレートとは 

 メタンハイドレートは、水の分子が結合し

た中にメタンの分子が閉じ込められたもので、

いわば氷の中にメタンガスが入っている状態

です。氷自体が燃えているように見えるので

「燃える氷」とも呼ばれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これは、メタンハイドレートが温度と圧力

によってどう変化するかを表したものです。

100気圧ほどの圧力をかけると、12度ぐらいで

もメタンハイドレートからメタンガスが出な

い氷の状態で維持することができます。つま

り、日常の空気の中では、100気圧かけっぱな

しにしないと、メタンガスがどんどん発生し

てくるということです。逆に、１気圧程度だ

と、マイナス数十度まで温度を下げないと氷

の状態を維持できません。海底にはメタンハ

イドレートがたくさんあるのですが、高圧な

場所なので、十数度あっても氷の状態のまま

で存在できているということです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 燃やした際に発生する二酸化炭素量を比較

すると、メタンは他の燃料よりも二酸化炭素の

排出量が極めて少なく、これがメタンハイドレ

ートが注目される一つの理由になっています。 

 これはメタンハイドレートの海底における

分布図です。これは３年前のデータなので、

現在はもう少し範囲が広がっているかもしれ

ませんが、特に太平洋側を中心に多く存在し

ていることが確認されています。新潟県では、

上越市と佐渡の近海あたりにメタンハイドレ

ートが大量に存在することがわかっています。 
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 メタンハイドレートには、「日本海周辺に大

量に存在して資源として有望である」「新潟県

では佐渡・上越近海に多く存在する」「分解で

発生した水を生活や産業にも利用できる可能

性がある」という長所があります。また、メ

タンそのものには、「燃焼後に発生する二酸化

炭素の量が少ない」「有害物質が極めて少ない」

「得られるエネルギーが大きい」という長所

があります。 

 しかし、短所もかなりあります。メタンハ

イドレートは低温高圧条件での保存が必要で

す。また、海底では砂層の間隙に細かく点在

しているので採掘が難しく、採掘によって海

底の大規模崩落を招く可能性があります。こ

れは津波の原因にもなるのではないかといわ

れています。それから、海底や海中で分解し

た場合に発生する水によって海水が薄まり、

生態系に影響を及ぼす可能性があります。さ

らに、メタンガスは二酸化炭素の20倍の温室

効果を持つので、燃えずにそのまま放出した

場合には危険を伴うといわれています。２億

5,000万年前の生物の90数パーセントが絶滅

した原因ともいわれているので、その再来が

あるのではないかと、授業の中ではいろいろ

問題になりました。利用価値が非常に高いこ

とは分かっているのですが、それに伴って多

くの問題も生じます。それ故、メタンハイド

レートには学習教材としての価値があるので

はないかと考えました。 

 

４．メタンハイドレートを実際に扱うまで 

 このメタンハイドレートを教材として扱い

たい、情報提供だけではなく、メタンハイド

レートそのものをうまく入手して実験に使わ

せたいと思ったのですが、残念ながら、いく

ら上越市や佐渡近海にあるといっても、潜っ

て採ってくるわけにはいきません。 

 授業準備に際し、メタンハイドレートに関

する知識を定着させる授業構想よりも、実際

にメタンハイドレートを使うまでの方が時間

を要しました。海洋アライアンスの福島先生

に連絡を取らせていただき、上越近郊のメタ

ンハイドレートを調査された松本先生をはじ

め、工学系の定木先生、岡屋先生、増田先生、

産業技術研究所の駒井先生からご協力いただ

きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 松本先生からは資料と映像を提供していた

だいたのですが、サンプルそのものをどうや

ってうまく使うかが一番大きな壁でした。産

業技術研究所の駒井先生を訪問した際に、メ

タンハイドレートのサンプルを何本か頂いて

きたのですが、使っているうちに、実際の授

業で使う分がなくなってしまったのです。福

島先生から、工学部で定木先生がメタンハイ

ドレートを作っていらっしゃるという朗報が

入り、定木先生を訪ねることにしました。 

 そこでは、中学校でもメタンハイドレート

を作れるという話をいただきました。上越と

東京大学の間を年４～５回往復した甲斐もあ

り、メタンハイドレートを作製する実験準備

がようやく整いました。左側の容器にメタン

ガスが入っていて、15ＭＰａの圧力がかかって

います。メタンハイドレートを作るのは、右

側にある圧力計の付いた長細い金属の容器で

す。氷をこの中に入れて1.25ＭＰａの圧力をか
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け、いったん中身を捨てた後、８ＭＰａの圧力

を加えて冷蔵庫で２日間保存すると、自動的

にメタンハイドレートが完成するという優れ

たマシンです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ところが、やっていく中で大変な問題点が

生じました。東京大学で習ったやり方では、

ディープフリーザーの中に付いている霜を取

って容器に入れて使うといいという話だった

のですが、当校にはディープフリーザーがな

かったのです。 

 そこで、製氷マシンを使って氷を大量に作

ったのですが、メタンハイドレートは全くで

きませんでした。冷蔵庫の中に付いた霜も使

ったのですが、これも全くうまくいきません

でした。苦肉の策で思いついたのが、液体窒

素です。ちょうど10月の湿度の高い時期にな

っていたので、ビーカーに液体窒素を入れて

おくとビーカーの周りに細かい霜が大量に付

くわけです。これだ！と思い、その霜をこま

めに取って、容器の中に入れて実験してみま

した。１本作るのに１時間ぐらい霜取りをし

たでしょうか。容器を３本借りてきたので、

毎日３時間ぐらい霜取りをしながら、メタン

ハイドレートの作製を行いました。これが非

常にうまくいったのです。 

 

５．メタンハイドレートを使った授業 

５－１．授業のねらい 

 予備実験がうまくいったことで、実際に授

業に入ったわけです。３年生全12時間、「石油

依存型社会からの脱却！－海底に眠る秘宝メ

タンハイドレートの実用化にむけて－」とい

うタイトルで授業を行いました。 

 ねらいは３点です。「エネルギー資源開発に

関する課題の解決に向けて積極的に実験に取

り組もうとしたり、自分の考えや主張を発表

したりすること」「メタンハイドレートの実用

化に向け、メタンハイドレートの利点や課題、

課題の解決策についてさまざまな角度から探

究すること」「環境問題とのつながりを考慮し、

今後のエネルギー資源開発の在り方や、私た

ちの生き方について具体的な提案ができるこ

と」、この３点をねらいとして授業を進めてい

きました。 

 

５－２．授業の構成（１次） 

 １次（２時間）は「石油の枯渇！どうする

日本!?」というタイトルで、「現在、エネルギ

ーの47％を石油に依存している。これがなく

なったら一体どうなるのか」という近未来の

課題の議論から入りました。 

 予備の提示として、石油の代替エネルギー

資源になり得るのかということで、石炭、天

然ガス、ウランについて話をしたのですが、

石炭は石油よりＣＯ２の排出量が多い、天然ガ

スは輸送コストが高いし代替してもすぐなく

なる、ウランは放射性廃棄物の処理問題があ

る上、これもいずれはなくなるだろう。「持続

可能な」という視点からすると、永久的なも

のではないというとらえ方で話をしました。 

 議論をする中で、「今後さらにエネルギー需

要が高まることが予想される。石炭のさらな

る使用が懸念される。環境問題を視野に入れ

ると、コストはかかっても風力、地熱、太陽
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光に変えていく必要があるのではないか」と

いうことで、自然エネルギーへのシフトにつ

いて考えを述べた生徒もいました。 

 それから、授業の 後に「メタンハイドレ

ートを使ったらいいのではないか」と言った

生徒がいたのです。これは非常にラッキーで

した。この後、メタンハイドレートを使おう

と思っていたのですが、どうしてメタンハイ

ドレートが出てくるのかというつながりが見

えなくて困っていたからです。この生徒の発

言をきっかけに、メタンハイドレートの授業

が展開していったわけです。 

 

５－３．授業の構成（２次） 

 「燃える氷 メタンハイドレートとはいっ

たい何？」ということで、２次を３時間構成

で行いました。生徒には日本周辺の分布状況

を提示し、さらに、自分たちが実際に実験で

扱っていくメタンハイドレートを実際に作る

作業も行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これは、理学部の松本先生からお借りした

海底の中にあるメタンハイドレートを映し出

した映像の一部です。ここに映っている白い

ものがメタンハイドレートなのですが、砂の

中に眠っているものと、海中に露出している

ものが出てきます。空気のようにぽこぽこ出

てくるのですが、水圧によって一気に氷にな

ってしまい、それが岩礁に付着して白く結晶

のように残っています。 

 

 生徒たちがメタンハイドレートの特徴につ

いてまとめたところ、石油の代替エネルギー

の資源になり得る可能性に触れた生徒がいる

と同時に、逆に、代替エネルギーにはなるが

結局はなくなるという意見もあり、自然エネ

ルギーや持続可能エネルギーになるまでの一

つのつなぎという視点でとらえているという

感じになりました。 

 ２次での生徒の感想には「石油を使用して

いない国はほとんどないので、国内だけでは

なく、もっと世界に啓発していかなければな

らない。自分は国政に携わるとは思えないけ

れども、携わる人に訴えていきたい」という

ものがありました。他人事のように答えてい

る子もいる中、この子は授業後に東大に入り

たいと言っていました。 

 

５－４．授業の構成（３次） 

 ３次は「君ならどうする？掘削から発電所

までの技術開発」ということで７時間取り、

メタンハイドレートを使用することを前提と

して、こうしたらうまく採れるのではないか

という研究をしていきました。掘削に関する

提案の授業です。今まで学習してきたメタン

ハイドレートの特性を踏まえて、生徒一人一

人がアイデアを練りました。２次で製作した

メタンハイドレートも実際に使用しながら、

考察していきました。 

 生徒は、ハイドレートの状態のまま海底か

ら取り出す方法や、いったんガスに戻してか

ら取り上げる方法などいろいろ考えました。

ハイドレートの状態のまま海底から取り出す

方法を考えた生徒は、引き上げていく過程で

分解が進まないように、掘削機にペルチェ素

子を使うといいのではないかというアイデア
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を盛り込んだりしていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ある生徒は、地熱を利用してメタンハイド

レートを海底で分解して取り出し、さらにソ

ーラー発電のエネルギーで減圧させて、ハイ

ドレートになるのを防ぎながらメタンガスを

集める方法を考えました。そうした個々のア

イデアを各自が持ち寄りながら、グループで

まとめていく作業を行いました。 

 これは発表の様子です。グループでまとめ

た後に全体でディスカッションを行ったので

すが、グループの提案に対してさらに上乗せ

するように建設的な話し合いが進むように留

意しました。スカイプを使って東京大学海洋

アライアンスとつなぎ、技術指導をしてくだ

さった定木先生にディスカッションの様子を

見ていただき、助言をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生徒は、「こうすればもっとよくなるのでは

ないか」「これを取り入れたらよいのではない

か」など、自分の持っている知識を必死に述

べていました。鉄道愛好家の生徒が、 新鋭

の電車で用いられている永久同期磁石を使う

とエネルギー効率が非常によくなって、掘削

時のエネルギーのロスを大幅に抑えることが

できると、目を輝かせながら言っていたのが

印象的でした。 

 発表後、定木先生からは素晴らしい助言を

いただきました。「中学生の発想力に驚かされ

た。研究する立場として柔軟な発想が参考に

なった」ということで、たいへん温かいお話

をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これは、子どもたちが 終的にまとめ上げ

た掘削技術です。実際はこういう掘削方法は

ないと思うのですが、左側はメタンハイドレ

ートの層の地下に、メタンハイドレートのみ

に固有振動するマイクロ波を出す装置を通過

させるというアイデアです。電子レンジが水

にのみ振動するということから発想し、砂の

中から上手にメタンハイドレートを取り出す

ことができるというアイデアです。 

 右側は、採取した後に、海底地滑りを防ぐ

意味合いから、空気中に排出された二酸化炭

素を地下にハイドレートの形で埋め込んでし

まうという技術アイデアです。これは、地球
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温暖化を防ぐためにもなります。 

 この活動を通して、生徒が感想を述べまし

た。「エネルギー問題に対して意識して生活し

たわけではないが、今回の授業を通して、私

たちの生活について改善を図る必要を感じて

きた。今まで目にしたことのない物質を実際

に作製したり、燃やしたりすることで、身近

なもの、身近なこととして実感が湧いた。メ

タンハイドレートを実用化するためのハード

ルは高いといえるが、過去の石油開発のとき

と同様に実現できる日が必ず来ると、議論を

通して確信した。また、技術開発することの

喜びや楽しさを味わうことができた。自分た

ちの未来を何とか切り開きたい」という非常

に建設的な意見を述べました。 

 別の生徒は、「自分たちが住む上越市の沖合

に、未来の鍵を握る物質があることを知って

驚いた。２億5,000万年前の生物の大量絶滅に

関する物資であるだけに、触れてはならない

領域に人類は首を突っ込むのではないかと正

直心配であった。持続可能な未来を築くため

には、メタンハイドレートは石油の代替エネ

ルギーとして考えていくよりも、太陽光や風

力、地熱といった自然エネルギーに移行して

いくまでのつなぎと考えた方が、人類の未来

にとって明るいものになるのではないかと考

える」という感想を述べました。 

 

６．理科教育でのメタンハイドレート 

 初に、理科教育はエネルギー教育と環境

教育の二つの視点でという話をしました。メ

タンハイドレートという教材は、この二つを

うまく網羅できた教材であったと思っていま

す。生徒の感想にもあるように、今後のこと

を見通し、持続可能な社会を形成しようとい

う考えが大いに盛り込まれたのではないかと

思っています。 

 現在、メタンハイドレートの実用化に向け

て掘削が行われています。２年前の生徒は、

既に高校２年生になっています。その子たち

が「メタンハイドレートの実用化に向けた今

の日本の動向に、少し先を行った実践ができ

たなと、ニュースを見るたびに喜びが込み上

げてくる」とFacebookでコメントしてくれま

す。内容が難しく、ハードルの高い実践でし

たが、やってよかったと感じています。 

 後になりますが、授業実践に当たり、東

京大学の先生方をはじめ、多くの皆さま方か

らご協力いただきました。何よりも、技術指

導、共同授業を行ってくださった定木先生が

先日お亡くなりになられました。心よりご冥

福をお祈りしたいと思います。 
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 京都府立海洋高校は、教科「水産」を履修

する学科で構成される専門学科の単独校で、

私はそこに教科「水産」の教員として20年以

上勤めています。本日は、全国の水産・海洋

系高校の状況と、京都府立海洋高校の現状を、

課題を交えて紹介させていただきます。 

 

１．日本の水産・海洋系高等学校の現状 

１－１．普通高校と専門高校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日本における高等学校の構成は、約７割が

普通科で、残り約３割弱が専門学科（職業学

科）です。最近では専門高校という呼び方を

します。水産についての教科を履修する生徒

は、全高校生の0.3％と、極めて少ないのが実

態です。 

 この表は、文部科学省が集約した学科別の

高校生の構成人数の割合です。年々、専門高

校に通う生徒の割合が減ってきています。た

だ、ＥＵでは職業学科の生徒数が半分を超え

ているということで、国によって温度差があ

ると感じています。 

 高校生が学習する教科には、国語、数学、

理科、社会、英語などという普通科の教科と、

工業、農業、商業、家庭、水産などという専

門教科があります。必履修といって、日本の

高校生一律に、こういう科目を何時間以上履

修しなければならないするという定めがあり

ます。原則履修科目は、専門教科ごとに履修

するべき科目です。さらに、学校設定科目と

いって、地域の現状や学校のニーズに応じて

独自に設定する科目もあります。そういった

もので教育課程（時間割）が作られています。

専門高校でも普通教科の時間数がある程度確

保されているのですが、卒業までに専門科目

を20単位以上履修するという定めもあります。 

 各高校での教育課程が定められるプロセス

としては、まず、中央教育審議会が国内外の

情勢や日本の課題などを客観的に分析して、

答申を出します。それが文部科学省の学習指

導要領に反映されます。さらにそれが各都道

府県に下ろされ、それらを基に、地域・時代

のニーズや学校の方針、目指す生徒像を明確



38 日本の水産・海洋系高校の現状と京都府立海洋高校の取り組み 

 

 

にしたうえで各学校の教育課程が定められて

いきます。各学校の教育課程は、それぞれの

都道府県や国の方針に基づいて時間割を設定

しているかどうか、また科目・教科の単位数

についても、チェックがなされてます。 

 

１－２．水産・海洋系高校の特徴 

 教科「水産」を履修する生徒がいる学校に

は、本校のような専門学科の単独校のほか、

普通科と併置されている学校、総合学科とし

て水産を履修する生徒がいる学校、農業や商

業等の学科と並置されている学校もあります。

その中で、単独校は減ってきているのですが、

20年以上前から、教科「水産」を履修する生

徒の割合は変わっていません。普通科の生徒

も減ってきている中で、もともと３～４クラ

スで構成されていた水産・海洋系高校が２ク

ラスにならざるを得なくなり、都道府県の定

めに該当しなくなって他校と合併せざるを得

なくなったという事例があるだけで、水産・

海洋系の生徒が減っているわけではないと認

識しています。 

 水産・海洋系高校は、海のある都道府県に

ほぼ１校ずつあり、１県に３校あるところも

あります。46校の水産・海洋系高校は非常に

アットホームなつながりを持っており、全国

の代表の先生方が毎年１回集まったり、七つ

のブロックごとに研究大会や生徒の交流をし

たりして、結束を強めています。授業、教材、

実習、その他もろもろの教育実践について、

お互いが研究、協議、交流をしているという

ことです。 

 水産・海洋系高等学校は、海、船、水産物

を守備範囲にしています。 

 海洋高校の魅力、水産に関する学習の魅力

をいかに中学生・小学生に伝えるかというこ

とで行ったプレゼンテーションでは、「皆さん、

釣りは好きですか」「水族館は好きですか」と

小学生に発問すると、相当数の生徒が手を挙

げてくれます。「何が好き？食べるのが好き。

いいですね」とアイスブレークしながら子ど

もたちと話をして「ではその興味関心を将来

の仕事に結び付けましょう」というように説

明していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 多くの子どもたちは、興味関心があっても、

それを将来の仕事とはせずに過ごしているわ

けですが、今持っている興味関心を将来の仕

事につなげていくことが、水産・海洋系高校

の役割ではないかと思っています。もちろん、

そこには授業、実習、資格取得、部活動など、

ありとあらゆる教育活動がありますが、それ

らが将来の進路に結び付いていくと説明して

います。 

 学習指導要領の水産編に定められている分

野を見てみると、「その他の分野」を含めて大

きく六つに分類されています。「海洋漁業分野」

は、文字どおり、とる漁業、船舶の運航等も

含まれます。「海洋工学分野」はエンジン（機

関）が中心で、最近は、ダイビング、水中溶

接なども含めている学校もあります。「情報通

信分野」は、無線、通信、あるいは情報処理

に関する分野です。「資源増殖分野」は、以前

は栽培漁業と呼んでいた、水産生物の飼育や

環境に関する分野です。「水産食品分野」は、

とれた魚に付加価値を付け、さらに保存性を
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高めて市場に流通させていくということで、

流通の学習も含まれた分野です。 

 高等学校は、平成25年４月から新しい学習

指導要領を年次進行で進めていきます。一部

先行実施がありますが、水産の科目は来年度

から新学習指導要領に従った授業展開、教科

書の使用が始まります。 

 高等学校の「総則」のキーワードには、「生

きる力（知・徳・体のバランスの取れた力）」、

「思考力・判断力・表現力（言語活動の充実）」、

「道徳教育」などがありますが、さらに最近

は「キャリア教育」が叫ばれています。 

 これは、日本の国全体の問題となっている

非正規雇用労働者の増加が、教育現場と職業

の現場がうまくつながっていないところに原

因があるのではないかという指摘があったと

ころから、文部科学省を挙げて、大きなキー

ワードにして強化されてきているものです。

私たちはこれらの教育を進めていく必要があ

ると認識しています。 

 教科「水産」ではどうかというと、「資源管

理」では、ウナギやマグロの資源量減少話、

あるいは海洋環境の変化等に伴う資源量の変

化、日本の漁業生産量の減少といったものに

も関心を寄せています。「海洋環境」は、省エ

ネルギー、環境保全ということで、にわかに

注目を浴びている分野です。それから、「食の

安全・魚食文化・食育」です。最近は肉類消

費の割合が増えているので、魚食文化をもっ

と見直すための教育をしていこうとしていま

す。さらに、「新たな海洋関連産業への対応」

は、マリンスポーツ等、あるいは資源エネル

ギー分野への対応も含まれるのかもしれませ

んが、これまでの水産で言う漁業や食品など

だけではなく、もっと広い視野で海洋を見て

いこうではないかという観点での文言です。

それから、これは専門学科で横並びですが、

「倫理観」も入ってきているところです。 

 水産・海洋系高校では、それぞれの地域の

ニーズに応じた、地域に根差した有意義な活

動が展開されていると思っています。例えば、

福井県立小浜水産高校ではアマモの種を採取

し、それを市民団体とともに発芽させて、子

どもたちの手で植えていくという「アマモマ

ーメイドプロジェクト」に取り組んでいます。

この活動は、地元の活性化や海への環境意識

の高まりにつながっているだけではなく、全

国に広がってきていると聞いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－３．水産・海洋系高校の絆 

 水産・海洋系高校46校は、助け合いながら

教育を展開しています。大人同士の研究会だ

けではなく、子どもたちもいろいろな部分で

つながっています。 

 例えば、本校は、福島県のいわき海星高校

が相当な津波被害を受けたと聞いて、制服を

プレゼントしました。昨年の夏には、海に出

られないいわき海星高校の子どもたちを本校

に招き、ダイビングの実習や実習船を使った

実習を提供させていただきました。 

 そのほか、福井県の小浜水産高校は船だと

１時間余りで来れますので、小浜水産高校の

生徒が19ｔの船に乗って本校へ来て生徒同士

が交流しました。うちからも再々行かせてい

ただいています。 

 それから、都道府県の枠を越えて全国の仲
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間たちと競い合うカッターレース大会や生徒

の発表大会も開いています。 

 大人同士も絆で結ばれています。昨年度、

京都府で全国高等学校水産教育研究会を実施

したところ、全国から先生方が200名近く集ま

ってくださり、さらには、７ブロックごとの

研究会を毎年１回行っています。 

 

２．京都府立海洋高校の取組紹介 

２－１．周辺環境等 

 京都府立海洋高校は、京都府の日本海側、

天橋立に近いところにあります。 

 本校は風光明媚な栗田湾に面しており、冬

場でも季節風の影響が少なく、実習船等で実

習しやすい環境にあります。学校の敷地の延

長に本校専用の実習桟橋があり、10分休憩の

後に19ｔの「かいよう」に乗ったり、カッタ

ーに乗ったり、ダイビングをしたりという実

習が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－２．学科構成 

 本校では、１年生を一括募集にして、２～

３年生で専門性をより高めていくという展開

をしています。五つの学科・コースがあり、

航海船舶コース、海洋技術コース、栽培環境

コース、食品経済コースは文部科学省の区分

している分野に分類されるのですが、海洋科

学科は「その他の学科」です。全国の水産・

海洋系高校で多分一つしかないと思うのです

が、水産・海洋系の学習を基本にしながらも、

上級学校進学を主に考える学科です。 

 

２－３．主な施設設備 

 「みずなぎ」という実習船は185ｔですが、

再来年には250ｔタイプの船が新造される計

画になっています。ダイビングプール、栽培

漁業実習棟、食品製造工場、ボート、ヨット

などの設備もあります。 

 

２－４．在籍生徒 

 本校は、京都府の水産業を発展させるため

につくられた学校ですが、現在３人に１人は、

京都市内、大阪、奈良、滋賀、和歌山などと

いった遠隔地からも来ています。約100名が下

宿または寮生活を送っており、京阪神一円か

ら目的を持った子どもたちが集まっていると

言えます。 

 

２－５．主な進路 

 国公立大学では、水産・海洋系を中心に、

いろいろな分野に進学しています。私立大学

では、明らかに水産・海洋系ではない文系大

学があったり、クラブ推薦を勝ち取る子もい

たりということで、中学生には、専門高校の

中では幅広い分野に進学しやすい学校、普通

科よりも就職が決めやすい学校と説明してい

ます。 

 就職の方は、10年連続学校紹介による内定

率100％です。「習ったことが生かせる就職先」

「自分の出身地に帰れる就職先」をキーワー

ドにしています。 

 

２－６．海洋高校の特色ある教育活動－連携

事業について 

 これまで本校は、京都府なり文部科学省な

りからいろいろな指定事業を受け、そのたび
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に連携事業を発展させてきました。 

 「みんなの専門高校プロジェクト推進事業」

は、専門高校の設備や人材を小学生・中学生

等にも公開して貢献させたらどうかという国

のプロジェクトです。現在、その指定事業は

終わっていますが、春ごろに小中学校に対し

て体験乗船や食品加工といったメニューを提

示し、エントリーしていただいて、本校で実

習するという形で展開しています。 

 さらには、本校から出向かせていただくと

いう二段構えの枠で考えています。 

 連携のイメージですが、京都府・宮津市と

いった行政、あるいは漁協、水産試験場、栽

培漁業センター、漁業者団体、さらに学校関

係など、さまざまなところと連携しながら、

生徒のキャリア教育にもつなげていっていま

す。 

 連携事業では、海洋高校への受け入れを通

して、開かれた学校づくり（教育活動の発信）、

設備の活用、あるいは小中学生に水産・海洋

の魅力を味わっていただき、将来、京都海洋

高校に来たいと思う生徒を増やすよう、また

水産・海洋の魅力の普及や意識の向上にも貢

献したいと考えています。 

 

２－７．連携事業その１－海洋高校での展開 

 小学校５年生の社会科で漁業・水産業が扱

われるので、そこを中心に、さらには総合学

習等々で、食品加工や実習船の体験乗船を中

心にしてもらっています。その他、ダイビン

グの体験、中学３年生対象の学校見学会、釣

りを通じた環境体験学習、土曜日を使った小

学生の釣り教室といったものの展開を切り口

に、本校、あるいは水産の魅力を味わってい

ただこうということでいずれも手作り感満載

です。 

 それから、地元自治会行事への参加や受け

入れ、実習船でとってきた魚の販売、一般市

民向けのかまぼこ・天ぷらづくりの講座、出

前授業でロープワークを小学生に教えるよう

な展開もしています。昨年度、延べ35校1,000

人以上という数字が残っていますが、毎年こ

れぐらいの小中学生に本校に来て体験をして

もらっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－８．連携事業その２－海洋高生が出向く

取組 

 本校生が出向く取り組みとしては、地域の

イベントへの参加、海洋センターへの訪問、

技術指導、水研センターへの訪問、地元漁業

と連携してのダイビング技術を使った調査、

大学訪問などがあります。 

 漁業士交流実習では、刺網漁業などを体験

しました。定置網漁業の体験中にジンベイザ

メが捕れたこともあり、これは一生忘れられ

ないと思います。 
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 さらには、大人同士で、今度は子どもたち

にどんな体験をさせようかという打ち合わせ

を年に１回必ずしています。これは京都府の

行政がコーディネーターとして入ってくれて

いますので、非常に円滑にできています。 

 地元貢献では、貝殻を頂いて環境改善に生

かそうという取り組みや、海洋センター、水

産試験場が行う調査に本校生徒が同行するよ

うな展開もあり、生徒のキャリアアップと同

時に学習成果の発信も図っているところです。 

 

２－９．連携事業その３－その他 

 最近は評価ということが問われているので、

学校外の方に来ていただいて客観的な意見を

いただく学校評議員会、指定事業に関する外

部の方との懇談会、あるいは本校ＰＴＡが小浜

水産高校を訪問するような展開もありました。 

 

２－10．今後の海洋高校発展のために 

 本校はまだまだ教育が不十分ですし、もっ

ともっと海の学びのために良い展開があるの

だろうと思いますので、今後も教育活動の充

実に努めていきたいと思っています。いろい

ろな方面からご指導をいただきながら、私自

身のスキルアップ、あるいは地域から求めら

れる学校づくりという観点でも励んでいきた

いと思います。 

 

質疑応答 

（質問者１） 

 栃木県の高校に水産学科があるようなので

すが、これは淡水魚の養殖か何かなのですか。

どんな内容でなさっているのでしょうか。 

 

（上林） 

 馬頭高校といって、淡水魚を中心に扱って

いる学校です。非常に充実した活動を展開さ

れていて、自分のところで養殖したナマズな

どを近くの料亭に出荷したり、地域に貢献す

る活動も豊富にされているようです。 

 

（質問者２） 

 出前授業が年間35校ということでしたが、

ほとんどの先生が出ておられるということな

のでしょうか。また、人気があるのは、どう

いうものですか。 

 

（上林） 

 35校というのは、来ていただく分とわれわ

れが行く分のトータルです。年度当初に、担

当者が、ロープワーク、カッター、ダイビン

グというように準備します。全校体制で取り

組んでいます。人気があるのは体験乗船や食

品加工です。 
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概要 

・日時：2012年７月８日(日) 13：00～17：30 

・場所：豊橋技術科学大学Ａ棟101講義室 

・共催：東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センター、豊橋技術科学大学安全安心地

域共創リサーチセンター、日本財団 

・後援：豊橋市／豊橋市教育委員会 

 

プログラム 

開会の挨拶 

13：00～ 

13：10 

開会の辞 

  浦辺 徹郎（東京大学海洋アライアンス副機構長） 

講演 

13：10～ 

14：00 

「東日本大震災の教訓」 

  堺  茂樹（岩手大学工学部教授） 

14：00～ 

14：40 

「渥美半島の過去の地震・津波から学ぶ」 

  藤城 信幸（田原市立和地小学校校長） 

14：40～ 

14：50 
休憩 

14：50～ 

15：30 

「子どもたちの手作りハザードマップで進める防災教育」 

  寺本  潔（玉川大学教育学部教授） 

15：30～ 

16：00 

「遠州灘の海岸利用と防災教育」 

  青木 伸一（大阪大学大学院工学研究科教授、豊橋技術科学大学客員教授） 

16：00～ 

16：10 
休憩 

パネルディスカッション 

16：10～ 

17：30 

「海に囲まれた日本の海洋教育と防災意識」 

  司会：宮崎 活志（東京大学海洋教育促進研究センター上席主幹研究員） 

  堺  茂樹、藤城 信幸、寺本  潔、青木 伸一、 

  川口 達也（東京大学大学院農学生命科学研究科共同研究員） 

閉会の挨拶 

17：30 
閉会の辞 

  山田 聖志（豊橋技術科学大学安全安心地域共創リサーチセンターセンター長） 

 



  47 

 

開会の辞 

 

東京大学海洋アライアンス 副機構長 

浦 辺 徹 郎 

 

 東京大学海洋アライアンスは、法律、農学、

地質学など、さまざまな分野で海の研究をし

ている東京大学の教員約250名でつくってい

る横型の組織です。そこのプログラムとして、

日本財団の助成を受け、海洋教育促進研究セ

ンターをつくりました。これは、初等・中等

教育に、象徴的な学習の対象となる海という

ものを取り込むことによって、子どもたちが

世界に目を広げ、社会が抱えるさまざまな問

題に出会い、力を付けていくことを考えて、

１年半前に起こした組織です。今回、その海

洋教育促進研究センターが重要なテーマと考

えている防災教育について、この豊橋技術科

学大学でシンポジウムを持てることを、大変

ありがたく思っています。 

 日本は大変な災害国です。緑色は台風のル

ート、赤色は地震その他の災害を示しており、

色が濃いほど危険が大きいということですが、

世界的に見ても、日本ほど天災が多いところ

はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 天災に遭うリスクを色で表しているのがこ

の図です。ここには、台風や地震だけではなく、

火山噴火、津波、暴風、豪雨、干ばつ、森林火

災のリスクも含まれています。例えば、同じ先

進国でもヨーロッパは緑色で天災が少ないと

みられていますが、日本は真っ赤で天災がたく

さんあるといわれています。われわれの祖先が、

そのように住むのに適さない場所に住み、文明

をつくってきたということは、顕彰すべきこと

ではないかと思います。われわれは、それを子

孫に教育という形で伝えていかなければいけ

ない。リスクを背負いながらもきちんと社会を

構成していかなければいけません。 
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 これは、今年の世界のリスク指数を示した

ものです。日本は緑になっています。先ほど

の図と比べてみると、日本は天災を天災とし

ないということができている国だということ

がよく分かると思います。昨年の３．11のよ

うなことが今後も起こることは当然予測しな

ければいけませんが、この図の緑が赤になら

ないように、教育を通じて、子どもたちとと

もにわれわれも学んでいく必要があります。 

 今日は、災害教育の専門家を大勢お招きし

ました。私も先生方のお話を大変楽しみにし

ています。皆さまも今日の講演を参考にして

いただき、安全な国をつくっていくために一

緒に活動できればと思います。 
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東日本大震災の教訓 

 

岩手大学工学部 教授 

堺   茂 樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昨年３月11日、われわれ岩手県も大きな被

害を受け、残念ながらまだ復興には至ってい

ないというか、地域によって大きな格差が出

てきました。また、もう一つ心配されるのは、

私が住んでいる盛岡では震災の影響があまり

大きくなかったせいもあり、既に記憶の風化

が始まっているような節もあることです。 

 

１．ハード対策の時代から総合対策の時代へ 

 今回の震災の話の前に、これまでの自然災

害を振り返ってみましょう。昭和20年１月に

三河地震がありました。同年の秋には枕崎台

風、翌年には南海地震、22年にはカスリーン

台風、23年には福井地震というように、地震

と台風が交互に来ています。昭和30年ごろに

なると、豪雨や台風は数年に１度ぐらいのペ

ースになりましたが、昭和34年の伊勢湾台風

は非常に大きな災害でした。 

 その 悪の記録を塗り替えたのが、平成７

年の阪神・淡路大震災です。その間、死者・

行方不明者が1,000人を超さない小規模の災

害は数え切れないぐらいありましたが、1,000

人を超す災害はありませんでした。36年間も

大災害がなかった要因は、戦後すぐに始まっ

た「ものによる防災」です。津波で言うと防

波堤や防潮堤等が各地に建設されてきました。

ものによって防ぐということは、当然、設計

を超える外力に対しては無力ですが、幸いに

も36年間、設計外力を超すような力がかから

なかったのです。 

 阪神・淡路大震災で、ハード対策は設計外

力を超えた場合には無力であることをあらた

めて認識させられたことにより、今回の大震

災まで、ハード対策に加え、まちづくり、ソ

フト対策の三つをうまく組み合わせた総合対

策が主張されるようになりました。特に平成

９年には、当時の７省庁が津波についての方

針を転換しました。その主な点は二つありま

す。一つは、かつては既往 大津波を対象に

していましたが、地震の予測・予知がある程

度可能になったので、予想される 大地震に

よる津波を考え、それと既往 大と比べて大

きい方で設計するようになったことです。も

う一つは、ハード対策に、まちづくり・都市

計画と防災対策・ソフト対策を織り交ぜると

いうことで、岩手県でもこれらに基づいた津

波対策が行われました。 

 平成16年12月に起きたスマトラ島沖地震が、

決定的にその方針を後押ししました。この地

震によって、インド洋周辺で30万人が亡くな

りました。スマトラ島沖地震では、街中に津

波が浸水している様子が毎日のように放映さ

れましたが、行政も住民も、そういう状況を

目の当たりにして、ハード対策だけではなく、
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いろいろなものを組み合わせていくべきだと

あらためて認識したのです。ただ、３月11日

以降を振り返って、組み合わせることの重要

性を本当に理解していたかというと、今とな

っては理解していなかったように、私は思い

ます。 

 

２．田老町の防潮堤に見る総合対策の重要性 

 これは田老町です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 田老町では、一番初めに高さ10ｍの陸側の

防潮堤が造られました。これは海に向かって

「く」の字に突き出ており、外海から来た津

波を中央部のとがった部分で両脇に分け、一

方は河川に遡上させ、もう一方は山に当てて

海に返すという、非常に合理的な考え方で建

設されました。 

 その後、この陸側の防潮堤よりも海側に家

がどんどん建ち始め、新たにできた町と海と

の境界にも10ｍの防潮堤を造りました。さら

に、反対側にも工場等が建てられたため、こ

こにも同じく10ｍの防潮堤を造りました。出

来上がってみると、 初の「く」の字の防潮

堤に二つの防潮堤が加えられ、「Ｘ」字のよう

になったので、田老町は10ｍの高さの防潮堤

に二重に守られていると表現されました。時

間的経過を見ると、防潮堤の外側に人が住み

始めたので仕方がなく造ったというのが本当

なのですが、ほかの方から見れば、これは先

進的な津波防災の象徴的な存在で、各国から

取材が来ていました。 

 ところが、３月11日以降は、構造物の無力

さを示す意味での象徴的な存在になってしま

いました。ハード対策はほとんど意味をなさ

なかったのではないかという気持ちにもなる

のですが、果たしてどうかということを見て

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これは、被害の状況をもう少しクローズア

ップしたものです。新しくできた堤防の一つ、

赤い丸のところを見ますと、防潮堤が完全に

なくなっています。防潮堤は、台形型の土の

堤防の３面にコンクリートを張ってあるので、

見た目は丈夫そうですが、中身は土なので、

いったんどこかが崩れると、一気に壊れてし

まいます。 後にできた防潮堤は、海側は残

っていて、てっぺんと陸側がなくなっていま

す。ただし、これのおかげで、 初にできた

防潮堤は全くの無傷で残りました。こういう

ものを見ると、防潮堤がいかに大きな波に対

してもろいかということがよくわかります。

しかも、約90％の家屋が倒壊あるいは流出し

ているので、この防潮堤は何の役にも立たな

かったという結論も十分あり得ます。 
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 ただ、物的被害に対しては確かにそう言え

るのですが、避難ということを考えるとどう

でしょうか。この図は、横軸が地震発生から

の時間、縦軸が防潮堤のすぐ陸側のところの

水位を示しています。青い線は防潮堤がなか

ったという条件で計算した水位、赤い線は防

潮堤があった実際の水位です。防潮堤がなか

った場合、地震発生から29分後に立ち上がっ

て、約５ｍの水位になります。この水位では、

普通の木造住宅は流され、人間も相当危険な

状態に陥ります。ところが実際には、地震発

生から35分後に一気に10ｍの津波が町の中に

入ってきました。つまり、避難する時間が７

分間稼げたのです。 

 地震発生から26分後、第１波はようやく湾

内、さらには漁港の中に入りました。その後

２分ほどすると、第２波がやってきます。第

２波は先ほどの倍ぐらいの津波なので、一気

に外側の防潮堤を越え、中央部に集まった津

波が町の中央部に入っていきます。この間、

約７分間の時間差があり、広い土地でもない

ので、山の方にも十分逃げられます。第１波

が幸いにも防潮堤の高さを越えていなかった

ので、第２波が来るまでの７分間は、水が町

の中に入ってきませんでした。 

 では、この７分間は役立ったのでしょうか。

私は初め、無条件に役立ったと思っていまし

た。しかし、「かなり多くの方が、そもそも避

難しようとは思っていなかった」と言う方も

いました。７分だろうが17分だろうが、時間

は確かにあったかもしれないが、避難という

意識を持っていない方にとっては何の役にも

立たなかったという証言も出てきたのです。 

 この７分間はハードがつくった時間です。

そして、ソフトである防災教育や啓発事業が

培ってきたのが、自主的に避難しようという

心構えです。ハードだけで７分間をつくって

も、避難しようという意識が低ければ、この

時間は役に立ちません。逆に、避難しようと

いう気持ちが非常に高くても、ハード整備が

伴っていなければ避難できません。 

 それまでは、ハード整備で安全になったも

のが、まちづくりでさらに安全になり、避難

の気持ちが増えるともっと安全になる、とい

う足し算かと思ったのですが、こういう例を

見ると、むしろ掛け算です。つまり、どちら

か一方がないと、何も効果が生まれない。あ

る程度両方のことを行っていて、初めてその

効果が掛け算した結果として表れる。つまり

三者がないとどれも生かされないものだと、

今の私は思います。 

 以上は私の計算結果なので、何かそれを証

拠立てるものがないかと思って探していたと

ころ、大変いい資料を見つけました。海堂尊

さんが編集された本で、先ほどの田老診療所

の黒田仁先生の証言が紹介されていました。

黒田先生は五つのことをおっしゃっています。 

 一つ目は、「外側の堤防が第１波を止めてく

れた」。計算結果でも第１波を止めてくれてい

るので、これは合っています。二つ目は、「そ

こで水しぶきが上がったので、中にいる人間

に津波が来ることを教えてくれた」。三つ目が、

「避難する時間を稼いでくれた」。四つ目は、

「引き波のときに、家屋やご遺体が流れるの

を防いでくれた」。 後には、「防災意識を与

えてくれた」。つまり、防潮堤があることによ
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って、ここが危険であるという気持ちを自分

たちに与えてくれていたのだとおっしゃって

います。 

 私が出した数値計算でも、実際に１波目が

止まって、その間、時間を稼いでくれたので、

７分間を生かすには、もう一つの施策である

ソフト対策による防災意識の啓発がどうして

も必要なのだと感じています。 

 

３．防災教育教材の作成と普及 

 私どもは、数年前に小中学校で使う防災教

育教材を作成しました。私にとってのきっか

けは、1983年の日本海中部地震です。この地

震でも多くの犠牲が出ましたが、特に悲惨だ

ったのが、海岸にバス遠足で来ていた山奥の

子どもたちが、お弁当を食べようと海に出た

途端に津波に襲われて、そのうちの13名が亡

くなったことです。保護者と学校側で裁判に

なり、子どもを預かる以上、学校の先生方に

はきちんとした防災教育、あるいは自然災害

についての知識が必要ではないかということ

が争点となりました。どのようなことが起き

るかわかりませんから、先生としては常にそ

ういった知識を持っていただきたいと思いま

す。 

 岩手県は頻繁に津波が来る地域です。従っ

て、さぞかし防災教育が行われているのだろ

うと思ったのですが、残念ながらほとんど行

われていない、特に津波に特化した防災教育

は行われていないという意外な結果が出まし

た。その理由で１番多かったのが「先生の知

識不足」、２番目が、ゆとり教育時代なので「津

波防災教育に当てる時間がない」、３番目が

「教材がない」ということでした。われわれ

としては、教材を作ることもできますし、先

生にそういったことを教えることもできます

ので、この二つに取り組みました。 

 まず、半年から１年ほどかけて教材を作り、

それを岩手県内の小中学校に送りました。岩

手県の沿岸12市町村の各教育委員会にお願い

して、学校の先生に、主に教材をどう使うか

という丸１日の講習会を実施しました。１年

間に３～４の教育委員会で行っているので、

３～４年で一巡します。ですが、先生方が異

動になるので、毎年やらなければなりません

でした。実際に使っていただいているところ

を見学させていただいたりして、少しずつバ

ージョンアップしようかと考えています。 

 

４．津波シェルターの設置（高浜小学校の例） 

 沿岸の市町村ごと、あるいは学校ごとに非

常に特徴的な取り組みをされているところを

紹介します。宮古市の教育委員会では、学校

区ごとに津波シェルターを設置するよう指導

しています。宮古湾奥の漁港に接したところ

にある高浜小学校も、それを受けて対策を講

じていました。岩手県の沿岸では、海と山に

挟まれた細いところに住居があるので、国道

が通学路になり、国道からところどころ伸び

た細い道が津波シェルターに行く道になって

います。通学路のところどころに「ひなん路」

という緑と赤の看板があります。そこを曲が

っていくと細い道に入り、どんどん行ったと

ころが津波シェルターです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 しかし、ものは何もなく、「Ｓ」と描いた看
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板があるだけです。子どもたちは、先生から

「登校中あるいは下校中に地震を感じたら、

津波シェルターに行きなさい。そこに行けば

大人が待っているし、いなくても後で必ず行

くから、そこから動くな」と言われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 津波シェルターには、ここにいれば安全だ

という意味ではなく、取りあえず子どもを集

めるという機能を持たせています。ここで子

どものケアをする、もし必要があればさらに

高いところに移動するという、一時避難的な

場所です。これは非常にいいシステムなので、

私は宮古市以外のところに行く機会があれば、

宮古市のようにやってくださいと必ず言って

いるのですが、なかなか浸透しません。 

 しかし、今回は宮古市内にある85カ所のシ

ェルターのうち、18カ所が浸水してしまい、

高さが十分でなかったという反省があります。

さらにそのうち５カ所が流出してしまったと

いう甚大な被害もありました。 

 現在、宮古市では、津波シェルターをどこ

に設定するかを盛んに検討している 中です

が、子どもにとっては登下校中が一番無防備

な時間なので、とにかく１カ所に子どもを集

めてから避難誘導するのは、非常にいいアイ

デアだと思います。 

 

５．短期間で成果を上げた久慈湊小学校の例 

 学校ごとの防災対策を整えるのは非常に時

間がかかると思われがちですが、意外にも、

やる気になればあっという間にできます。久

慈市にある久慈湊小学校は、河口から300ｍぐ

らいにあり、何度も津波で浸水しているため、

三つの柱で防災体制を強化しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一つ目に、そもそも学校で行う防災教育を

見直しました。家庭、地域、行政との連携を

重視し、「ひなんカード」を作って、避難場所

や緊急連絡先等を学校と親が共有しています。 

 また、これを家庭で書かせることによって、

親と子どもが防災について考えるきっかけに

もなっています。行政の方にお願いして、湾

口防波堤等の見学も行い、少しずつ自分の身

近なものに感じさせるようにしています。 

 ２つ目に、考えるための環境が必要だとい

うことで、校庭の門を入ってすぐの場所に大

津波の浸水の高さを示すモニュメントを設置

し、看板に、何が起きたか、今何をしている

かという説明を書きました。毎日見るので、

津波のことを考えなければいけないのだとい

うことが自然に意識に入っていきます。 

 三つ目は、総合的な学習の時間における実

践です。５年生は総合学習の時間で、１年間

を通して津波の学習をし、地域でどのような

ことが行われているか、地域にどのようなも
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のが残っているかということを拾い集めて、

それを教材化していきます。 後にその活動

を通した作文コンクールを行い、授賞式も開

きました。 

 ここでぜひ見ていただきたいのは時間です。 

平成22年１月に、校長先生が久慈市のワーク

ショップに参加して、学校独自の活動の必要

性を痛感されました。校長先生は週明けにす

ぐ「校長室だより」で、職員に対して「やる

ぞ」という決意表明をされました。そして、

まず先生方の勉強からだということで、すぐ

に県の土木部職員に講師として来ていただき、

研修を始めました。 

 程なく、チリ地震によって大津波警報が出

ます。年度末には、翌年の学校教育の重要事

項として防災教育の再構築を位置付け、４月

から実践的に取り組み始めました。５年生の

総合学習の発表会が２月27日にあり、それか

ら約２週間後に３月11日を迎えて、生徒全員

が無事に避難できました。この間、わずか１

年ちょっとです。やる気になると、それくら

いの時間で十分な防災対策ができるのです。

この学校で、ターニングポイントに成り得た

のによく我慢したなと思うことがあります。

初めて大津波警報が出たときには、被害がほ

とんどなかったため、おおかみ少年のように

なっていたのですが、警報が外れても「来る

かもしれない」という気持ちを捨てずに、そ

の後、むしろ力を入れたのが非常によかった

点だと思います。３．11のとき、公園で遊ん

でいたある１年生と２年生の子は、親や近所

の大人から「すぐに逃げろ」と言われて、避

難所までただひたすら走って助かったと言っ

ています。周りに大人がいなかった２年生の

子どもたちも、何回か避難訓練をしていたの

で、自分たちで判断して逃げて無事でした。

子どもたちは体で覚えられるのです。 

 震災後は、同じことを同じように漫然とや

るのではなく、毎年テーマを決めて避難訓練

をしています。昨年度は、子どもたちがどう

いうところに避難するのか、どういう経路を

通って逃げていくのかを地域全体に知っても

らうことをテーマとしました。 

 保護者のほか、町内会長や消防団員も参加

しました。かなり広い場所が一次避難場所に

なっていて、必要があればもっと上に逃げる

ことになっています。地震があると両親が心

配のあまり学校に子どもを迎えにくることが

あり、それによって混乱が生じます。３．11

でも、保護者に返された後、保護者と一緒に

犠牲になった子どもがかなりいました。学校

で集団として避難する方が安全な場合がある

ため、むしろここに来てくださいということ

を保護者に知ってもらうために、地域の人や

保護者と一緒に訓練をしたそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これは今年の避難訓練の様子です。避難路

に面するデイケア施設にいる数十人のお年寄

りも、子どもたちと同じ道を通って避難しな

くてはなりません。お年寄りは歩くのが遅い

ので、今年は混乱が起きないかをチェックす

ることをテーマにしました。今回は、訓練だ

ということや天気がよかったこともあり、あ

まり混乱なく避難でき、それほど問題はなさ

そうだと確認できました。ここでもし混乱が

起きたら、道路をもう少し拡張することや、
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雪が積もった場合を検討して、冬に先生や町

の方が確認し、必要があれば行政に要請しよ

うということも考えています。 

 昨年、町内会長たちが一緒に訓練したおか

げで、道路がひど過ぎることがわかり、町内

会が砂利を購入して敷いてくれたため、今年

は道がきれいになっています。学校だけでは

なく、地域全体で取り組む動きがあると、少

しずつでも環境がよくなるとおっしゃってい

ました。 

 

６．子どもの安全と総合対策 

 岩手県内の小中学校では、学校の管理下に

いた子どもには一人も犠牲が出ませんでした。

これは単なるラッキーではなく、先生方がよ

くやったのだと思います。子どもたちには、

年に１回以上津波の防災教育、津波の避難訓

練をしています。あそこに逃げなさいと言葉

で教えるのではなく、実際に避難場所まで連

れていくということを、多いところは６回も

行っています。先生自身も、危機管理マニュ

アルの見直しをしたり、新任の先生等を含め

て毎年周知を徹底しています。自分にも子ど

もたちにもきちんとした教育を行うことで、

今回のような、ある意味奇跡的な結果になっ

たわけです。自然災害に対する心構えと訓練

こそが命を守る上でとても重要だったとあら

ためて思います。 

 そうは言っても、当日は相当危険な状況が

あったことも後からいろいろわかってきまし

た。非常に大きな災害をもたらした明治と昭

和の津波と、想定される大きな地震による津

波によって考えられる浸水域が、既にマップ

として配布されています。これによって、自

分の学校がどれくらい危険か、あるいはある

程度安心していいのかどうかということがわ

かります。しかし、これがいいことなのかど

うかが問題になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この図は、津波浸水被害と浸水予測を示し

たものです。右側の青い部分は、被害がなか

った学校、薄い水色は、浸水予測マップで安

全だと言われていて被害のなかった学校です。

濃い青は、危険だと言われていたけれども実

際には被害が起きなかったところで、４校あ

り、大体県の真ん中から北の方に位置してい

ます。左側は被害のあった学校です。薄いピ

ンクは、危険だと言われていて被害があった

学校、濃い赤は、安全だったはずなのに実際

には被害に遭ったところです。被害のあった

学校の３分の２が、浸水予測マップ上では安

全だと言われていました。しかも、県の南側

に集中しています。濃い赤の学校は、そもそ

も安全だと思っていたわけですから、相当混

乱したと思います。それでも子どもが無事に

避難できたのは、訓練と、その時々の判断の

結果でしょう。 
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 この図は、横軸が避難を開始した時間、縦

軸は防災教育をどの程度行っているかという

回数を示しています。０回のところは相当山

の上の方で、確かに津波の心配がないところ

です。ここから、回数が多いところの方が避

難の開始時間が早い。つまり、意識を持って

いるところは、迅速な避難をする傾向にある

ことがわかります。 

 ところが、避難のきっかけとなった情報は

何かと聞くと、10分以内に避難した学校７校

のうち５校は、防災無線を聞いて避難してい

ますが、10分以上避難しなかった学校は、消

防団員が学校に来たり、実際に津波が来てい

るのが見えてから避難しています。防災無線

が電源喪失で駄目だったり、防災無線の設備

が地震によって破壊された、つまり防災無線

が学校には届かなかったからです。逆に言う

と、迅速な情報が与えられていたら、もっと

迅速な避難ができたはずです。今回、情報イ

ンフラがいかに脆弱かということがあらため

て問題になりましたが、情報インフラの整備

を含めたハード面と防災教育等のソフト面が

総合対策としてあれば、子どもの安全も今以

上に守られるのではないかと思います。 

 私が教材を作った時点で考えていたのは、

小中学校です。ところが、高校生の犠牲者数

は、小中学校が９学年であることを考えると

３分の１でいいはずなのですが、多くなって

います。実際には高校生の方が、どこに逃げ

ればいいのわからなかったりしたそうです。

高校生への働き掛けがおろそかだったのでは

ないかと反省しています。 

 

７．避難で被害軽減－宮古市角力浜 

 また、宮古市鍬ヶ崎地区では、非常に狭い

土地柄から、防潮堤が造れない、ハード対策

ができないのなら、ソフトとして皆さんで一

緒に防災対策を考えましょうというワークシ

ョップを行いました。避難路を自分たちで造

ったり、それを使ってお年寄りも一緒に避難

訓練をやったり、マップを作ったりしました。 

 岩手県の海岸地帯は非常に土地がもろいの

で、土砂崩れを防ぐための擁壁がたくさんあ

ります。今までは、擁壁の上に上がるとかな

り安全になるので階段を造ってくださいと行

政にお願いしても、大体のところが渋りまし

た。危険なので擁壁を造っているわけですか

ら、その危険なところに人間をやるとは、確

かに言いにくい気がします。この地区は非常

に熱心に活動していたので、行政も根負けし

て、階段を造ってくれました。 

 ハザードマップを作ってどこに避難したら

いいかという議論をもちろんしていましたし、

お年寄りをどうやって上に連れていくかとい

う訓練もしていたのですが、そういったこと

にとらわれずに、３月11日には訓練とは全く

違う行動が取られました。全員が、５分以内

にこの高台（階段が造られた擁壁の上）に上

っていったのです。しかし、今までの訓練に

意味がなかったわけではありません。実際に

危機が迫ったときに取る行動は、必ずしも訓

練と同じではないということですが、訓練を

行っていたので、非常に早く共同して作業が

できました。 

 その一番いい例として、行政が造ってくれ

ていた階段のおかげで相当数の方が短時間で

非難でき、県は、率先して階段を造ると方針

を転換しました。 

 

８．多重防災型まちづくり－野田村復興計画 

 岩手県の津波対策の基本方針の１つ目は

「多重防災型まちづくり」、たくさんの防御ラ

インを持つということです。第１防御ライン

は防潮堤等の施設、第２防御ラインは宅地の

かさ上げや避難路整備などのまちづくりです。

さらに 終防御ラインは避難しようとする心
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構えという意味での多重防災です。二つ目に、

後の心構えをきちんと受け継ぐために、災

害文化を醸成・継承する。地域の知恵と災害

の中で出た経験を守って、それを伝えるには

どうするかということを考えます。 

 これを全くそのとおりに復興計画に反映さ

せたのが野田村です。野田村の復興計画は以

下のようになっています。三つの防潮堤を造

るということで、まず高さ14ｍの防潮堤をハ

ード対策としてつくります。二つ目に、並行

して走っている国道と鉄道（緑と茶色の線）

を７ｍの高さにかさ上げして、２番目の防潮

堤にします。これで既往第２位の津波までは

持ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さらに３つ目に、青い線よりも右側のグリ

ーンの地域は、建築制限をかけて人を住まわ

せないようにすることになり、土手を造って、

第３の防潮堤と称してメモリアルな意味で造

ろうとしています。防災施設ではなく、ここ

から先は危険でとても人間が住めるところで

はない、それを忘れてはいけないということ

をいつまでも記憶にとどめるために造る防潮

堤です。そういう意味で「心の防潮堤」とい

う呼び方をされています。先ほど言った多重

防災の考え方をそのまま取り入れて、今、復

興計画を立てています。 

 

９．終わりに 

 われわれは４月１日から地域防災研究セン

ターを立ち上げ、地域との連携、あるいは他

大学連携で進めています。 

 キーワードは、多重防災型まちづくり、災

害文化の醸成と継承、地域独自の防災システ

ムという意味でのボトムアップ型防災システ

ムです。こういったことが役に立つのであれ

ば、ぜひ情報交換して役に立っていきたいと

考えています。 
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渥美半島の過去の地震・津波から学ぶ 

 

田原市立和地小学校 校長 

藤 城 信 幸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．渥美半島表浜を襲った大津波 

 平成23年３月11日の東日本大震災では、大

きな揺れを感じた方も、あまり揺れを感じな

かった方も、この会場にはみえると思います。

こうした揺れの違いは、地形・地質などに関

わっているのです。私が勤めている和地小学

校では、職員も子どもも誰一人、揺れに気付

かず卒業式の練習をしていました。 

 渥美半島は、過去に宝永地震、安政東海地

震、昭和東南海地震という三つの大きな地震

に見舞われています。それぞれマグニチュー

ドが8.4、8.4、7.9、震度が６～７、６、５～

６でした。宝永および安政東海地震の津波の

高さは、表浜で６～10ｍ、三河湾内は３～４

ｍ、昭和東南海地震は、表浜で１ｍ程度でし

た。 

 今から300年前の宝永４年に、マグニチュー

ド8.4の巨大地震が遠州灘で発生しました。さ

らにほほ同時に南海道沖でもマグニチュード

8.4の地震が連動して起きました。この時、渥

美半島は６～７の震度に見舞われ、表浜一帯

を高さ６～10ｍの津波が襲いました。 

 本日は、1707年の宝永地震における表浜の

津波被害を、海岸地形と関わらせながらお話

ししたいと思います。 

 

２．宝永の大津波による集団高台移転 

 2007年に私は、浜名湖から伊良湖岬までの

表浜一帯の津波被害状況を、海岸地形と関わ

らせてみたらどうかということで調べました。 

 まず、新居関所と白須賀宿についてお話し

します。国の特別史跡になっている新居関所

から旧東海道を５㎞ほど東に進むと、海食崖

の下にかつての白須賀宿の跡があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1498年の明応地震で大津波に襲われた浜名

湖では、地続きだった舞阪と新居が中央で切

れて、現在の「今切」ができました。浜名湖

の湖水を外洋に流していた浜名川は、湖に注

ぐ小さな川に一変してしまいました。 

 江戸幕府によって1607年につくられた新居

関所は、当初「関所Ａ」の位置にありました。

しかし、1699年の暴風雨で関所も宿場も壊滅

状態になったので、500ｍほどの西にある「関

所Ｂ」に移されました。 
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 しかし、「関所

んでした。1707

津波で壊滅状態

さらに高地にあ

も移しました。

内陸部の高地へ

 湖西市の浜名

山のように見え

の時にできた海

堆積して、そこ

大津波で崖下に

所Ｂ」は７年間し

7年に宝永地震が

態になったからで

ある現在地の「関

災害の度に新居

へと移動していっ

名バイパスの北側

えるのは、6,000年

海食崖なのです。

こに集落ができま

にあった白須賀宿

渥美半島の過去の

しか存続しませ

が起こって、大

です。そこで、

関所Ｃ」に宿場

居宿や関所が、

ったわけです。

側に、一続きの

年前の縄文海進

崖下に砂浜が

ました。宝永の

宿は壊滅し、崖

の地震・津波から学

の上の高台

 浜名バイ

る前に、長

ろ、崖下の

物の層が見

積物と土器

しました。

そのたびに

です。しか

海辺から高

 江戸時代

海岸沿いに

並んでいま

ったのです

境内を破壊

1.9km北にあ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 浜名湖方

前面や開析

代初めには

ばれる集落

７ｍを超す

宝永地震を

へと、高地

 江戸時代

りました。こ

浜屋敷から

が高台へと

学ぶ 

台へ宿場全体が移

イパスに道の駅

長谷元屋敷遺跡を

の後浜から宝永地

見つかりました。

器などの遺物が何

長谷村では何度

に半農半漁の村が

かし、宝永地震を

高台へと村を移転

代初期の東観音寺

に伊勢街道が通り

ます。東観音寺は

す。ここにも宝永

壊しました。震

ある高台へ移築

方面から細谷海岸

析谷底に水田が見

は、この水田の前

落が存在していま

す大津波で浜屋敷

を契機として、海

地への移転が促進

代初めの伊古部村

ここでも、宝永の

ら山屋敷へという

と移転しています

移転しました。 

「潮見坂」を建設

を発掘調査した

地震による津波堆

その下にも津波

何層も重なって

度も津波に襲われ

が再建されてきた

を境に、長谷村で

転しました。 

寺の境内図を見

り、砂浜には町屋

は海食崖の途中

永の大津波が襲い

震災後、東観音寺

築されました。 

岸までは、海食崖

見られます。江戸

前に「浜屋敷」

ました。宝永地震

敷は流出しました

海食崖上の「山屋敷

進されたのです。

村も海食崖の下

の大津波によって

う形で、集落や寺

す。 

設す

とこ

堆積

波堆

出土

れ、

たの

では

ると、

屋も

にあ

い、

寺も

崖の

戸時

と呼

震の

た。

敷」

。 

にあ

て、

寺社
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 現在の伊古部海岸は、海岸侵食により砂浜

が流出してしまい、崖下の海岸に人が住める

ような環境ではなくなっています。 

 

３．海食崖の上にあった半農半漁の村々 

 宝永地震の大津波で、集落の被害が記録さ

れているのは、豊橋市の赤沢町までです。田

原市に入ると、古文書に記された津波被害の

記録は、漁船や漁網が流された程度のもので、

集落が流されたという記述はほとんどありま

せん。その理由は、宝永地震の頃には、田原

市の表浜集落は、高台にあったからです。 

 渥美半島の台地は、南の表浜の方が高くな

っているので、渥美半島の川は北の三河湾に

向かって流れています。海食崖の高さは70～

30ｍほどで、台地の上にあった集落には、津

波の被害は及ぶことがありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 海食崖の露頭図のように、渥美半島基部の

白須賀付近は標高が70ｍ以上あります。渥美

曲隆運動により、東側が隆起し伊良湖岬に向

かって次第に低下しています。現在の表浜集

落は、海食崖の上にのっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 黄色の上位段丘面が、35万年前にできた天

白原面です。海岸に平行して５列の原面が東

西方向に並んでいるので、浜堤列という形で

北から南へ順番に形成していったと思われま

す。赤沢町から北の大清水町に向かって行く

と、ジェットコースターのようにアップダウ

ンを繰り返します。低い部分が当時の後背湿

地で、現在は開析谷になっています。万場調

整池はこの開析谷を利用して作られました。 

 原面が海岸侵食を受けた部分は、急峻な崖

になっています。逆傾斜の台地に降った雨は

三河湾に流れます。海岸侵食が背後の後背湿

地まで達すると、河川争奪が起こり、北に流

れていた後背湿地の水は、全部太平洋側に流

れ出します。伊古部や小松原では、台地は高

くても前面の原面が崩壊しているので、後背

湿地まで達する深い谷が見られます。谷底や

後浜に水田が開かれ、浜屋敷がつくられたの

です。一方、豊南や城下以西の田原市側の表

浜では、原面の一部が侵食され急崖になって

いるので、台地上に集落がつくられました。 

 年間１ｍといわれる海岸侵食が続いてきた

渥美半島の海食崖の露頭図

豊橋累層

田原累層
二川累層
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ので、屋敷は時代とともに内陸へと移動しま

す。豊橋市辺りだと、江戸時代から４～５回

内陸部へ移動しているといいます。 

 田原市東神戸町の移動を見ると、海食崖上

に集中している赤い丸が、明治21年の屋敷跡

です。現在では、内陸部へ移動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．池尻川を遡上した大津波 

 田原市六連町から西方の集落は、台地上に

立地していましたが、例外的に池尻と堀切だ

けは、集落が津波の被害を受けているのです。 

 宝永地震では、池尻の川筋の集落が津波で

大破しました。次の安政の大津波でも、池尻

川河口から遡上した津波によって、池尻下り

の集落が床上浸水し、辨天社も高さ10ｍの高

波で流出しました。しかし、高台の集落には

被害が及びませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なぜかというと、赤羽根地区でもこれまで

見てきたように、海岸沿いの台地が高くて、

内陸部の方が低くなっています。東西にある

山脚部には磯浜が見られます。その間が砂浜

で結ばれています。写真の右から左の伊良湖

岬に向かって、沿岸流によって海浜砂が運ば

れているのです。12万年前の海進期には、海

水面が現在の標高20ｍ付近にあり、内陸部に

は湾口砂州によって閉ざされ、浜名湖やサロ

マ湖のような潟湖が広がっていました。 

 やがて海水準が下がってくると、潟湖にあ

った水が、湾口砂州の中央部を切って太平洋

へと流れ出したのです。このようにして赤羽

根の独特の地形ができあがりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真は、赤羽根漁港ができる前の赤羽根海

岸です。等高線図のように、三方が山地に囲

まれている赤羽根地区では、雨水はすべて池

尻川へ集まります。江戸時代の二度の大地震

では、池尻川の河口から高さ８ｍの大津波が、

池尻に浸入してきたのです。 

 

  



 藤 城 信 幸 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 池尻川の河口部では、津波堆積物も見つか

っています。阿部朋弥さんという名古屋大学

の大学院生が、赤羽根漁港の付近の津波堆積

物調査で見つけました。検査の結果、安政地

震の堆積物であることがわかっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これは赤羽根地区の現在の様子です。集落

付近にまで海食崖が迫っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中央構造線の外帯側の山地は、赤石山脈か

ら弓張山地へと続き、少し間が開き、蔵王山、

大山、伊良湖岬、さらに神島、答志島、紀伊

山地という順に東西に連続しています。渥美

半島は、東西連続する山地の一部なのです。 

 天竜川と木曽川は、ほぼ同規模の河川です。

木曽川が大きな濃尾平野をつくっているのに

対して、天竜川には平野が見られません。天

竜川は赤石山脈から流れ、下流部には河口ま

での長さ26㎞の大きな扇状地をつくっていま

す。天竜川河口は潮流の激しい遠州灘に面し

ているので、砂礫は沿岸流によって、伊良湖

岬と御前崎の双方に運ばれてしまいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 西方に運ばれた砂礫は、渥美半島の山地の

周りに堆積し、東西に長い渥美半島の台地地

形を形成しました。さらに三河湾に入ると流

れを変え、東方へ砂嘴がつくられました。 

 一方、伊勢湾に流れ込む木曽川では、湾内

を埋め立てるように砂や泥が次々と堆積し、

河口に大きな三角州を形成しました。静かな

湾内だからこそ、濃尾平野ができたといえま

す。矢作川の岡崎平野や豊川の豊橋平野も同

様に、三河湾の中にできた平野です。 

 外洋に流れ出た天竜川の砂利や砂が、西に

運ばれて渥美半島の台地をつくったのです。 

 浜名湖方面から高松一色までは、ほぼ一直

線に砂浜と海食崖が続いています。一方、高
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松一色、大山南

は海に突き出し

は山地があり、

盤岩が露出た磯

た磯浜を結ぶよ

恋路が浜といっ

 先ほど見た赤

された長さ700

止められました

積し、西側は砂

 東西にのびる

て並ぶ外帯の山

大量の砂礫層が

地によってでき

 

５．江戸時代の

 次に、津波の被

 1707年の宝永

されて、２人が

生存者は城山に

政地震でも、６

233軒中113軒が

けが人が60人、村

田地一円が土砂

くなりました。

流出し、13軒が

した。当時の惨

寺の古文書と一

に書き足された

けたことを示し

ているのは、こ

 

南麓、日出の石門

した磯浜が見られ

山脚部が波浪侵

磯になったのです

ように赤羽根海岸

った直線状の砂浜

赤羽根海岸では、

ｍの堤防によっ

た。堤防の東には

砂の流失が続いて

る渥美半島は、中

山地と、天竜川か

が隆起してできた

きあがっているの

の堀切村を襲った

被害を受けたの

永地震で、堀切村

がおぼれて亡くな

に逃れました。次

６～８ｍの津波で

が流されました。

村中が城山に駆

砂で埋まって、地

隣の東堀切村も

が流出同様という

惨状が記されてい

一枚の絵地図だけ

た一本の線が、こ

しています。資料

これだけです。

渥美半島の過去の

門、伊良湖岬に

れます。背後に

侵食を受け、基

す。侵食に耐え

岸、堀切海岸、

浜が見られます。

漁港からのば

って砂の流れが

は広い砂浜が堆

ています。 

中央構造線沿っ

から供給された

た東高西低の台

のです。 

た大津波 

のが堀切村です。

村では30軒が流

なっています。

次の1854年の安

で、西堀切村の

死者が８人、

駆け上りました。

地境が分からな

も68軒中４軒が

う被害を受けま

いるのは、常光

けです。絵地図

ここまで浜が欠

料として残され

の地震・津波から学

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これが現

らずっと続

になってい

次の東日本

真を重ねて

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 常光寺は

切小学校の

背後には、

時代に堀川

をつくりま

高まりに堀

 堀切地区

の台地と同

さ７ｍほど

いるのが４

背湿地を開

ます。堀切

学ぶ 

現在の堀切地区で

続いてきた海食崖

います。この堀切

本大震災の仙台空

て見ると、少し恐

は９ｍぐらいの高

の標高は4.5～５

後背湿地が広が

川を開削して湿地

ました。この湿地

堀切集落が立地し

区の平地で一番高

同様に海岸沿いで

どの浜堤があって

４～６ｍのところ

開発した高さ３ｍ

切地区に降った雨

です。浜名湖方面

崖がなくなって平

切地区の空中写真

空港を襲う津波の

恐ろしくなります

高さにあります。

ｍです。堀切集落

がっています。江

地の水を抜き、新

地の周囲のわずか

しているのです。

高いのは、渥美半

です。海岸沿い

て、集落が集ま

ろで、その背後

ｍ前後の水田が

雨は、北の三河湾

面か

平地

真と、

の写

す。 

。堀

落の

江戸

新田

かな

。 

半島

に高

って

に後

あり

湾に
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流れていくような地形になっています。 

 堀切小学校の高さは4.5ｍしかないので、全

校児童が年に４～５回、1.5km北にある高台へ

全力で走る避難訓練をし、15分以内の到着を

目指しています。障害のある子はリヤカーに

乗せ、２人の教員がつきます。でこぼこ道を

登って行くので、最後には４人がかりで引き

上げることになったそうです。 

 南海トラフ巨大地震の被害想定では、田原

市表浜に最大22ｍの津波が襲来する可能性も

あるといいます。このため、堀切小学校の高

台移転が検討され、平成27年４月の３校統合

をめざして話し合いが進められています。 

 この地図は、国土地理院発行の土地条件図

です。渥美半島先端の地形の様子を表してい

ます。堀切地区には、入江が湾口砂州で閉ざ

されてできた空色の後背湿地があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ここ（黄色の砂礫堆の部分）の形と、ここ

（黄褐色の中位段丘面の部分）の形がよく似

ていませんか。砂礫堆の北部は湾口砂嘴です。

中位段丘面の北端にも似たような地形が見ら

れます。どちらにも北北東へのびる細長い後

背湿地が見られます。このような地形を形づ

くるのに南側の山地が関わっていたのです。

では、どうなっていたのでしょうか。 

 12万年前の海進期には、海水面が十数ｍの

高さのところにありました。当時は、天竜川

から沿岸流で運ばれてきた砂礫が伊勢湾に入

ると、北北東方向に順次堆積していきました。

こうして12万年前にできたのが、黄褐色の中

位段丘面と後背湿地です。 

 ２万年前に最終氷期があり、海退により日

本海は湖のようになっていました。海水面が

120ｍも下がってしまったからです。三河湾も

伊勢湾も陸地になっていました。伊良湖と神

島の間を木曽川や矢作川、豊川などが合流し

た大河が、南方に後退した太平洋に流れ出し

ていました。伊良湖水道には、東西方向に当

時の深さ110ｍの海底谷が残っています。 

 その後、6,000年前の縄文海進期には、２～

５ｍぐらい海水面が上がりました。この海進

期に西山砂礫堆の北北西にのびる浜堤列と後

背湿地が形成され、現在の渥美半島の形がで

きあがっていきました。厚い砂礫層からでき

ている西山砂礫堆や中位段丘面は、Ｎ値も高

く安定していますが、泥層が厚く堆積する堀

切地区の後背湿地は、Ｎ値が５以下の地震に

弱い軟弱な地盤となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 天竜川のダム建設、天竜川の川砂利の採取、

今切や赤羽根漁港の堤防建設で、渥美半島へ

の砂礫の供給や移動が止まってしまいました。

昔の表浜海岸には、広い砂浜が続いていたの

ですが、堆積が続いている赤羽根漁港の東側

の海岸を除けば、現在の渥美半島の表浜の砂
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浜は年々消失しています。 

 

６．渥美半島表浜の津波危険地域 

 表浜集落の位置と宝永地震の津波被害の関

係を、次のスライドのようにまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1707年の宝永地震の高さ７ｍの大津波によ

り、白須賀宿が標高70ｍの台地上に、細谷村

も浜屋敷から山屋敷へと高台へ移転しました。

東浜田から赤羽根西までは、集落は高台の上

にありました。20ｍ以上の海食崖の上ですか

ら、集落への被害は考えられません。しかし、

池尻川河口の池尻村は裏側から津波に襲われ

ました。和地小学校校区の土田は高台にあり

ます。堀切村は高さ６ｍ以下の浜堤上に集落

が立地していて、背後も４ｍ以下の後背低地

になっています。ですから、集落が流失し、

田んぼも砂で埋まってしまったのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この地図は海面が上昇した場合の渥美半島

先端部の浸水地域を示しています。水色が５ｍ

以下、黄色が５～10ｍの土地です。想定外の

大津波が発生すれば、低地が広がる渥美半島

先端部は、甚大な被害が起こる可能性があり

ます。今までの話で、田原市で津波の危険性

が高いのは、赤羽根漁港と堀切一帯であるこ

とも分かっていただけたものと思います。 

 

７．昭和東南海地震で倒壊した田原町柳町 

 1944年の昭和東南海地震では、田原町の柳

町に大きな被害が出ました。記録によると、

国道南側の50ｍ区間の民家11軒が将棋倒しに

なり、１階部分が軒並み押し潰されています。

旭町でも５～６軒潰れてしまいました。 

 この写真は、地震直後の柳町の惨状を撮っ

たものです。倒壊家屋に閉じ込められた２人

の少女が兵士によって救い出されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この地図は、現在の田原市街地のボーリン

グデータを集め、深さ５ｍまでのＮ値を平均

した数値を地図上に落としてみたものです。 

 

  

表浜集落の位置と宝永地震の津波（高さ７ｍ）
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 赤く示した数値がＮ値５以下の場所で、非

常に軟らかく地震にも弱い地盤です。オレン

ジ色が６～９です。黄色や青色はＮ値が10よ

り高いところです。江戸時代の田原城下町を

境に明確に分かれています。赤色のところは

江戸時代初めには干潟になっていました。柳

町は、汐川の港と城下を結ぶように干潟を埋

め立ててつくられた町だったのです。 

 城下町は比較的固い地盤のところを選んで

つくられていたことが理解できると思います。

今では、かつて干潟だった非常に軟弱な地盤

の上にも、市街地が拡大しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 安政地震では三河湾に入った高さ４ｍほど

の津波が、汐川を遡上し田原城下にも被害を

及ぼしました。この図は汐川下流の等高線図

です。青色から緑色の範囲が安政の津波で浸

水した地域と重なるものと考えられます。 

 次の折れ線グラフは、田原市内の国道295

号の信号機のある交差点の標高を結んだもの

です。特に低いのは、豊島の東、汐川付近、

泉地区、福江市街（高田）の４か所で、高さ

５ｍの津波が三河湾に押し寄せれば、輸送ル

ートが寸断されてしまう可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．和地小学校の地震・津波防災の取り組み 

 和地小学校の地震・津波防災の取り組みに

ついて紹介します。太平洋から500ｍの距離に

ある本校は、22ｍ以上の斜面にあり、校舎も

耐震化もされていて、比較的安全です。避難

訓練では、自らの判断で安全な避難行動がで

きる児童を育成し、教師は正しい知識と正確

な情報に基づいた迅速な避難指示が出せるよ

うに努めています。夏休みには、自治会や保

護者と合同で防災キャンプを行います。 

 

９．海面が上昇すると 

 最後に、現在の海面と、海面が上がった状

態（日経ＢＰ社より）を見比べてみましょう。

スライドのように海水面が７ｍ上昇すると、

名古屋市の大部分が水没し、大変な状態にな

ることがお分かりいただけると思います。 

 

  

柳町１１軒

旭町４軒

田原城下町

中部小

干拓新田

田原駅

田原市街地

周辺の地盤

地下５ｍまでのＮ値

● Ｎ＝１～５

● Ｎ＝６～９

● Ｎ＝１０～１９

● Ｎ＝２０以上
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 ご清聴ありがとうございました。 
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 子どもたちが海にもっと親しむようにした

いというのが海洋教育の願いですが、今回の

津波は海から受けた災害なので、もう海は見

たくない、津波は怖いという意識をもし沿岸

部の子どもたちが持っていたとしたら、大変

悲しいことです。そこで、地殻変動で海が持

ち上がって命や家屋を失ってしまったのだと

いう、広い意味での海洋教育、津波のメカニ

ズム学習が必要になると思っています。 

 中部地方整備局からの依頼で、伊勢湾台風

50周年記念のイベントとして、伊勢湾台風の

被害を受けたエリアの小中学校に呼び掛けて

手作りのハザードマップ・コンテストを開き

ました。 

 しかし、実は困難が山ほどあります。学校

現場では、防災教育がなかなか進んでいきま

せん。例えば校長先生ですら、学校が標高何

メートルの土地に立地していますかという質

問に即座に答えられないのです。 

 特に小中学校の先生方は、目の前の子ども

たちを教育していくときに、向上心につなが

るようなポジティブな内容を扱いたいのです

が、防災教育は「危ないよ。気を付けなさい

よ」というネガティブメッセージの教育です。

そのため、なかなかポジティブに防災教育に

向かっていけません。従って、どうやって防

災教育をポジティブに転換していくかが、一

番難しいところだと思っています。 

 高校にはいろいろなところから生徒が通っ

てきているので、小中学校と違って地元密着

型ではないため、災害がどうも自分事に引き

寄せられていませんし、高校時代は体が一番

元気なころなので、根も葉もない理由で、自

分だけは助かるから関係ないという正常化の

偏見にとらわれがちです。これをどう払拭す

るかがポイントになるかと思います。 

 

１．防災体操 

 児童・生徒に興味を起こさせるための防災

体操を紹介します。「もしもし亀よ 亀さんよ」

のメロディで、「もーしも 地しんが おきた

なら まーずは 頭を まもりましょう 両

手で頭を かかえこみ つくえの 下に も

ぐりましょう」というものがあります。 

 また、津波体操として、「つなみ けいほう 

たいへんだ 近所のひとと さそいあい 手

をとりあって できるだけ 高いところに 

にげましょう」というものもあります。 

 

２．東日本大震災を振り返る 

 東日本大震災という忌まわしき災害があり

ました。波が入ってきて、木の葉のように車

が流れていきました。 

 私も大変心を痛め、昨年９月に岩手県宮古
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市で丸一日フィールドワークをしてきました。

今年３月には、１日だけですが、石巻エリア

をうろうろしてきました。やはり現地を見て

おかないといけないと思ったからです。今は

がれきがかなり片付いてきて、どんどん風景

が変わっていました。 

 一番悲しかったのが、 も被害の大きかっ

た大川小学校です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ここはもともと低いところにあって、河川

の後背湿地の上に建っていました。東日本大

震災の津波で、ほとんど屋根のところまで水

が来て流されました。大川小学校の子どもた

ちが右往左往しながら、まず高台に行こうと

思って集まったのが、わずか２ｍ高い場所で

した。橋のたもとに集まっていて、波にさら

われてしまったのです。新聞各紙で報道され

ているように、どこに逃げたらいいかがはっ

きり決まっていなかったのです。保護者とも

言い争いがあったそうですが、現地に行って

愕然としました。すぐ近くに山林の中を登る

道があるのです。そこを登っていけば逃げら

れたのにと、本当に悔しい思いです。津波か

らの避難が、リアリティを持って教職員に受

け止められていなかったのだと思っています。 

 こうしたことを考えると、まずは教職員の

防災教育が必要です。そして、先生方は自分

の学校の建っている地形や標高に対する感受

性をよく研ぎ澄ましていただきたいと思って

います。 

 この写真（写真は省略）が、釜石東中学校

の生徒たちが鵜住居小学校の子どもたちを引

率して逃げている瞬間の写真です。 

 お年寄りも、津波が来ないかと後ろを振り

返りながら、全速力で走っています。群馬大

学の片田敏孝先生が「想定にとらわれるな」

「 善を尽くせ」「率先避難をまず心掛けよ」

という避難３原則を唱えていますが、これこ

そ率先避難です。中学生が率先して避難して

いるのを見て、小学生も周りの住民もそれに

引きずられるようにして逃げていきました。

右側の二つの写真は訓練中の様子です。全速

力で駆けたり、お年寄りをリヤカーに乗せて

避難する訓練をされています。何回か津波が

来なかったら、恐らく正常化の偏見にとらわ

れて、「今度も来ないよ」となってしまうでし

ょう。そういう人間のさがに、どう打ち勝つ

かが防災教育に求められていると思います。 

 大川小学校の隣にある吉浜小学校は、近く

まで行って写真を撮ることができました。 

 ここも３階まで波が来ました。時計がちょ

うど２時46分で止まったままになっています。

ここでも数名の被害は出ているのですが、幸

いなことにかなり避難が成功していました。

裏山がすぐ近くにあるためです。 

 しかし、すぐ裏の体育館がめちゃめちゃで

した。 

 壁がそれほど厚くないせいもあるのですが、

津波が通過した跡が生々しかったです。校舎

内に入ると、家庭科調理室の黒板にメニュー

がまだ書いてありました。 

 廊下は廃墟と化していました。音楽室は、

ピアノも全部持っていかれて何もありません

でした。私たち学校関係者には本当にショッ

キングな状況が、今も残されています。 
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３．津波に遭ったらどうするか 

 学校で子どもたちが津波に遭った場合、ど

う避難させられるのか。学校にいる時間は、

多く見積もっても１年間の生活時間のわずか

24％にすぎません。あとの76％は、家にいる

か、地域で活動しているかです。われわれ教

員は、その24％できちんと安全を確保できる

力を持つことがまず大事ですが、それだけで

はなく、残り76％の時間でも子どもたちが自

分で命が守れるような力を付けていくのが教

育者の本領でしょう。ですから、学校にいる

ときは、教職員がきちんと判断し、避難行動

に引率したり、子どもたちにその力を身に付

けさせる。そして、学校外の時間も自分で命

を助けるにはどうしたらいいかを考えさせる。

そういう力を付けていかなければと思います。 

 『地震の事典』を調べてみると、津波に追

いつかれた場合について、「津波による 終死

亡原因としては、身体をコンクリートや岩に

打ち付けたことによる内臓破裂が多いことか

ら、海岸で津波に追いつかれて逃げ切れない

と判断したときは、自分から地面に伏せ、で

きれば固定した何か（鉄筋の先など）につか

まって、体の上を津波が通り過ぎるのを見送

ることにより、衝撃を和らげることが生き残

るのに有効である」と書かれていますが、と

てもではないけれども現実的ではありません。

こういったことをどんどん書き改めていかな

ければいけないのではないか。ケース・バイ・

ケースで非常に複雑でしょうが、専門家の先

生方はぜひ津波に追いつかれたらどうするの

かということを書き著して啓発していただき

たいと思います。 

 

４．防災に向けた具体的アクション 

４－１．逃げ時・逃げ場所を決めておく 

 では、具体的にどうしたらいいかというこ

とを、いくつかのアクションとしてまとめて

お話ししたいと思います。 

 アクション１は、逃げ時、逃げ場所を決め

ておくことです。いつ逃げたらいいのか、ど

こへ逃げたら助かるのかが、津波防災の 大

のポイントではないでしょうか。地震では、

水平に自分の身を移動させること、ものが倒

れてこない広い場所へ逃げることが大事です

が、津波では、近くにあるより高い場所に登

るということを徹底しなくてはいけません。

津波なのに、遠くに逃げようと一生懸命走っ

ても追いつかれます。あるいは、車に乗って

避難しようとしても、大渋滞になって全く動

けなくなります。また、小学校低学年や幼児

の場合は、誰と逃げたらいいかも大切な要素

になります。しかし、 終的には各自で判断

し、全速力で逃げることも大事です。 

 天災は忘れたころにやってくること、渥美

半島は海に囲まれていることを自覚すること
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も重要です。そして、津波だけを想定してい

ても避難できないことがあります。崖崩れや

地震によって道路がふさがっていることなど

を想定しなければいけないので、かなり複雑

な可能性があります。こういったことを想定

した教育や訓練が、果たしてできるかどうか

が問われているかもしれません。 

 

４－２．防災を授業で扱おう 

 アクション２は、防災を授業で扱うことで

す。避難訓練だけで済ませないで、教科や総

合でも防災を扱えないか。教育内容がめいっ

ぱいなので、なかなか入れられませんが、私

なら、生活科にはまだゆとりがあるので、小

学校２年生の生活科の「みつけたよ、あんぜ

んを守るしせつ」の単元で扱います。 

 それから、小学校５年生や中学校２年生の

総合的な学習の時間が使えます。ただ、総合

もその学校でカリキュラムを扱えばいいので、

防災をメーンにしようと思えばできるのです

が、既に走りだしている単元があるため、こ

れを入れ替えるというエネルギーが先生方に

あるかどうかが問題です。実際はなかなか進

んでいきません。あとは、保健体育科の安全

教育や、理科、生活、社会、家庭科ぐらいが

連携できるところです。 

 授業で扱うことができなければ、せめて学

校内に防災学習掲示板を作れないでしょうか。

例えば、新聞記事、ハザードマップ、防災カ

レンダー、自主防災組織のメンバーの顔写真、

防災グッズなどを紹介するコーナーを作れば、

いつもそれを見て意識を高めていくことがで

きます。 

 

４－３．避難訓練はいつでもどこでも 

 アクション３は、いつでもどこでも避難訓

練を行うことです。「避難訓練をします。準備

しておいてください」と呼び掛けてから行う

避難訓練は、力になりません。呼び掛けずに、

いきなりやることが大事なのです。 

 それでお勧めするのは、緊急地震速報のチ

ロンチロンというアラーム音と、ガチャンと

いう地震の効果音を録音しておいて、校内放

送で流すことです。そして、地震が収まった

と想定して、集合場所の指示を出して安否確

認をします。子どもたちがそういう音を聞い

て、各自でカウントダウンして、例えば10数

える間、あるいは７数える間に安全な場所に

身を寄せるという訓練をしている学校があり

ます。われわれが覚えている、教室できちん

と座って校内放送を待っていて、机の下に隠

れましょうという防災訓練が使いものになる

かどうか、考えてください。いきなりやるこ

とによって、俊敏な判断力が身に付きます。

実効性のある防災教育をする必要があります。 

 小学校では「お・は・し」といって、押さ

ない、走らない、しゃべらないと教えていま

すが、津波の場合は「走れ」です。津波の場

合は、今までの防災教育は何だったのだろう

と思うように改善していかなければいけませ

ん。 

 

４－４．保護者への児童の引き渡しルールの

確立 

 アクション４は、保護者への児童の引き渡

しルールの確立です。学校現場はこれができ

ていません。本当にやってみないとわからな

いと思います。震度５弱以上の場合は、児童

を学校に待機させ、保護者が引き取りに来る。

４以下のときは原則下校させるが、例えば国

道１号線が不通になっているなど、保護者の

帰宅が困難な場合やあらかじめ届け出た家庭

の児童は学校で預かる。こういったことがき

ちんと約束ができているかどうかがポイント

になると思います。 
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４－５．手作りハザードマップを作ろう 

 アクション５は、ハザードマップを手作り

することです。実は、子ども自身が地域、学

区を歩いて点検する手作りの災害予測地図づ

くりが一番力になります。いくら大人がきれ

いに作ったものを見せても、子どもの能力に

はなりません。自分で調べていないからです。

ブロック塀、石垣、水路、階段など、地震で

壊れやすくて避難を妨げる場所を認知させる

必要があります。水路や階段は避難を妨げる

バリアとなりますから、それがどこにあるの

かを気付かせる必要があるのです。つまり、

ハザードマップづくりは、町歩き点検とセッ

トにして推進しないと意味がない、力になら

ないことをぜひご理解いただければと思いま

す。子どもたちは総合的な学習の時間が開始

されてから、外に取材に行く、地域の方と触

れ合う学習に大変積極的です。教室の中の学

習ばかりではつまらないので、生の事象と触

れさせることが非常に大事になってきます。 

 自然災害によって学校や児童が受ける被害

としては、津波以外にもいろいろなものが考

えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特に、ゲリラ豪雨などは非常に差し迫った

問題で、川の急な増水、通学路の水没などが

予想されます。その辺もきちんと教えていく

必要があります。同じ水災害ですから、津波

とよく似ている部分があります。 

 

４－６．防災教育を授業に取り込む 

 (1) 短冊地図 

 ところが、こういう学習には手間がかかり

ます。引率と時間の確保が 大の課題ですし、

生活科、社会科、総合などに関連してできる

かというと、学校の実情から言って無理なの

です。 

 そこで、新しい指導方法を開発しました。

例えば、小学校２年生に短冊の用紙を渡して、

手前に自宅を描き、一番先に学校を書いて、

通学路の地図を描かせたのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ついこの間、東京の学校で実践してきまし

た。先生方は、小学校２年生の子どもは通学

路の地図を描けないと思っていましたが、お

願いして実施したのです。そしたら、全員す

らすら描けるではないですか。知らないのは

教員だけだったのです。四角い画用紙だと描

けませんが、短冊だったら描けるのです。２

年生に対しては、短冊の用紙に地図を描いて、

この中に安全を守るカードレールや、気を付

けるブロック塀の場所などを描き込ませてい

くことができると思います。 

 短冊地図のまとめ方について、今回開発し

た方法を紹介します。 

  



74 子どもたちの手作りハザードマップで進める防災教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校の校庭から北の方角を撮った写真を真

ん中に張り、Ａちゃんは西の方から通学して

いるからここに張るよ、Ｂ君は北の方から通

学しているからここに張るよと、放射状に短

冊地図を張り付けていきます。これによって、

友達がどの方角から学校に来ているか、どこ

を気を付ける場所として認知しているかに関

してやりとりができ、学び合う授業ができる

のです。今、小学校では学び合いの授業が盛

んです。関わらせて学び合うシーンがないと

進みません。学びの共同体づくりをしていか

ないといけません。 

 

 (2) ハザードマップ・コンテスト 

 私がもう一つ実践したのは、ハザードマッ

プ作りコンテストです。そこで出てきた伊曽

島小学校４年生の作文に、こうあります。子

どもたちが手作りの地図を作ったのですが、

「土地の高低を地図上の道路のある位置にシ

ールであらわすことにしました」「このシール

をはっていくとき、ぼくたちのすんでいるユ

ニータウンは、赤または、濃い赤になる、か

なり低い土地だということがわかりました」。

つまり、標高に対する認識が 大の学ぶとこ

ろだったということです。 

 このコンテストでグランプリを取った手作

りハザードマップはこれです。大人が作った

ものと違い、非常に子どもらしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私がこれをグランプリに選んだのは、自分

の体の身体尺度によって水位を判断するとい

う、まさに子どもが自分に引き寄せて水害か

ら身を守るにはどうしたらいいかを考えた地

図だからです。まさに子どもが手作りしたハ

ザードマップです。これをしないと、子ども

の生きて働く力にはなりません。 

 伊勢湾台風のマップ作りは、学校の授業単

位に入れられないということで、夏休みの課

題としました。 

 教えてくれる大人は先生ではなく、災害の

記憶を持っている地域の方でした。教員には

伊勢湾台風の記憶がないからです。 

 その後、発表会を開きました。発表するこ

とによっても大きな力になります。会場には、

保護者、ボーイスカウトやガールスカウトの

団体も来てくださいました。 
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 楽しい地図を作ったりしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「台風後のそかい」は、ハザードマップと

いうよりは伊勢湾台風後の様子を調べた作品

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 マップ作成は、「そのときマップ」「これか

らマップ」という二つの概念でやらせました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 テキストを作って、かなりしっかりと取り

組みました。語り継ぎから地図を作成する作

業が、地域理解に非常に有効に作用するので

はないかと思います。 

 しかし、一番の反省点は、5,500枚のチラシ

を学校現場に配り、「中日新聞」に広告を出し、

教育委員会や社会科研究会へしっかりと根回

ししたにもかかわらず、参加申し出が64グル

ープしかなかったことです。これが学校現場

が現在抱えている課題です。つまり、この夏

休みの作業を子どもに勧められないのです。

それは、愛知県の言葉で言うと「えらい」か

ら、つまり大変だからです。いずれにしても、

地図はこういう力を生むのに非常に大きな武

器になるということを感じています。 

 

４－７．住民と避難訓練を実施しよう 

 アクション６は、住民と避難訓練を実施し

ようということです。避難訓練も、イメージ

するときに大事です。特に避難所の開設訓練

も、今後の防災の活動に非常に重要になるの

ではないでしょうか。 

 

４－８．学校の立地状況を知り、対策を練る

学習を 

 後に、学校の立地状況を知り、対策を練

る学習が大切です。藤城先生のお話には本当

に同感でした。海からの距離と標高を学校の

教職員の皆さんが知っていらっしゃるのか。

校舎の構造を知っているのか。屋上へ逃げれ

ばいいではないかと言いますが、屋上への階

段やドアが狭かったりすると、大勢の児童を

屋上に上げるのにとても時間がかかります。

それはやってみて初めて分かることです。こ

ういったものを詰めていく必要があります。 

 

５．補足 

 総合で取り組む防災学習の案も考えました。 
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 また、いろいろな関心層があり、無自覚な

方も大勢いるので、学校の先生方が意識をど

う変えていくのかが問われていると思ってい

ます。 

 私は『里海探偵団が行く！育てる・調べる

海の幸』という本を書き、海ともっと親しく

する教育を推進しています。それと防災教育

を、矛盾しないように進めていきたいと思っ

ています。 

 戦前の小学校の理科の教科書には「海洋」

という単元があり、深い海洋能力が紹介され

ていました。戦前は南方進出論が絡んでいま

したが、戦前の教育の方が海洋教育が進んで

いたことを知っておいていただければと思い

ます。海洋教育は、現状ではなかなか進んで

いきません。提案したいことも山とあります

が、時間となったので、以上で終わりにした

いと思います。 
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 私は、ここ豊橋に18年半ほど勤務し、地域

の防災、特に沿岸防災に関わってきました。

今日は特に海岸を訪れるレジャー客の防災に

焦点を絞ってお話しします。 

 

１．遠州灘沿岸域の特徴 

 表浜のある遠州灘海岸は非常に美しいとこ

ろで、私もその魅力に取り付かれた一人です。

愛知県側の街の中心は表浜海岸から少し離れ

たところにありますが、海岸がとても自然豊

かだということで、いろいろなところから人

が集まってマリンレジャーを楽しんでいます。

遠州灘海岸全体にわたってみても、非常に美

しい砂浜海岸が100km以上にわたって続いて

おり、全国でも貴重な海岸です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 静岡県側は、浜松など海岸に近いところに

都市が形成されています。浜名湖や砂丘もあ

り、特徴ある沿岸域をつくっています。 

 ここは昔から津波被害を受けてきたところ

で、明応、宝永、安政、東南海の津波の記録が

あります。静岡県側では、明応地震のときに隆

起や地盤沈下などもかなり起こっています。愛

知県側では、安政地震のときに５～６ｍの津波

が来襲して被害が出ました。「ぼた」と呼ばれ

る住民が作り上げてきた堤防の歴史もありま

す。津波被害のヒアリング調査をしたときに

印象的だったのが、東南海のときも、安政の

ときも、海岸の崖がかなり崩落して砂煙が立

ち込めたという話でした。また、チリ地震津

波では、津波記録は１～２ｍとなっています

が、実際に見た方からは５ｍぐらいの高さま

で上がってきたと教えてもらいました。 

 東南海地震の３日後ぐらいの、崖が崩落し

た跡が見られる空中写真が残っています。自

然の崖になっているので、はっきりよく分か

らないのですが、崩れているようにも見えま
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す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．遠州灘沿岸の津波防災上の課題 

 遠州灘の津波防災における課題についてお

話します。静岡県側には低地が広がっている

ので、津波が河川を遡上して氾濫するという

問題があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さらに、国道1号線や新幹線などの日本の幹

線交通路が遮断される可能性があります。海

岸侵食も進行しているので、近年は非常に危

険な状態になっています。海岸に出ているレ

ジャー客にとっては、避難場所が非常に少な

い点が問題です。愛知県側では、崖が崩れる

とアクセス道路が遮断されて、レジャー客が

孤立する危険性があります。 

 浜名湖は、入り口が非常に狭まっています。

南の方が浅く、奥に行くと深い湖です。南側

では潮干狩りや釣り、湖奥ではウィンドサー

フィンやウェークボードなどが行われていま

す。昔から津波の被害を受けていますが、最

近特に注意しなければいけない点があります。

それは、昔は自然の湖口だったのが、1960年

代に導流堤によって固定化されたことにより、

湖の中の潮汐が全く変わってしまったことで

す。 

 １年間の海面の高さの変化をプロットして

みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 湖口の固定化により、浜名湖の中は外海と

ほとんど同じ潮位変動があるようになりまし

た。津波が来たときに、波が湖に非常に入り

やすくなっていると見ることができるので、

津波に対する浜名湖の状況が昔とは変わって

きているのではないかと思います。実際、湖

内にはプレジャーボートがたくさん係留され

ているのですが、３.11の津波で転覆したもの

もありました。 

 一方表浜海岸では、非常に人出が多いとき

は、釣り客がずっと浜辺に立ち並んでいるよ

うな状況です。また、サーフィンをする人の

車が、砂浜のそばの道路を埋め尽くすように

並んでいることもあります。 
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 愛知県側では、もし地震が起きれば崖が崩

れます。すると、車に埋め尽くされた道路で

は車が動けなくなってしまいます。海岸道路

も走れないし、アクセス道路も封鎖されます。

そうすると、レジャー客は崖の上に上がれな

くなり、そこに津波がやってくるという非常

に恐ろしい状況が考えられます。 

 

３．表浜のレジャー客の防災に関する調査 

 豊橋市では、当初津波による豊橋市の被害

者数は０という想定でした。海岸にはこれほ

ど多くのレジャー客がいて危険な状況なのに、

なぜ津波による被害者が０なのかという疑問

がありましたが、レジャー客のほとんどは豊

橋市に住居を構える地域住民ではないため、

豊橋市としては防災計画の対象とならないと

いうのがその理由です。しかし、その多くが

日本の若者であることには違いないので、豊

橋市としても見捨てるわけにいかないのでは

ないかという気がして、実際海岸にどれくら

い人が出ているのか、どういう意識を持って

いるのかを調べようと、現地調査を実施する

ことにしました。 

 人手が多い時期に、伊良湖岬から浜名湖の

今切口まで、いわゆる表浜の海岸五十数キロ

メートルを車で走り、海岸に駐車している車

の数をカウントするということを何回かやり

ました。それと同時に、一台の車で何人ぐら

い一緒に来るのかをアンケートして、その人

数を車の数に掛けることによって、海岸に来

ているおおよその人数を調べました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その結果、夏場の週末だと、7,000人近い人

が表浜海岸に出ていることが分かりました。

最悪のケースとして、天気のいい週末に地震

が発生して崖が崩落し、津波が来襲すれば、

この地域だけで7,000人ぐらいの人が被害に

遭うと予想できます。こういう状況にどのよ

うにして対処するかが問題です。 

 また、海岸に来ている人には地元以外、特

に県外の人がかなりの数を占めていて、サー

フィンを目的として来ている人が非常に多か

ったのですが、この海岸が津波の来る危ない

海岸だということを知らない人が多いという

こともわかりました。 
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 アンケートを行ったのはスマトラ島沖地震

津波の前でしたが、津波を意識していますか

と聞いたところ、「全く考えていない」が３割

ぐらいで、警報で教えてくれるでしょうとい

う答えが多いという結果でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「津波が来たらどうしますか」という質問

に関しては、３割ぐらいの人が「持ち物を車

に積んで車で逃げる」と言っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 混み合った状態では車で逃げられないとい

う問題を想定していないことがわかりました。 

 警報装置もいろいろ調べてみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 左上段は田原の同報無線、中央上段は豊橋

の警報装置です。豊橋市では、警報の鳴り方

でどういう津波がやってくるかということを

細かく知らせていますが、少なくとも警報や

看板をもう少し統一した方がいいのではない

でしょうか。遠方から来た人はいろいろな警

報や看板を見るので、そういう人たちにとっ

てはわかりにくいのではないかと思います。 

 こういう活動をしていたときに、ＮＨＫに取

材していただいてニュースになったので、そ

れを見ていただきたいと思います。 
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＊＊＊ビデオ上映＊＊＊ 

 このＮＨＫ取材は７年前に受けたもので、

３.11よりも前なのですが、このときの方がむ

しろ意識が高まっていて、３.11後は盛り上が

りに欠けるとも聞きました。 

 

４．防災対策上の課題 

 防災対策上は、レジャー客にどういう警報

を出すのかということも、テクニカルな問題

として重要です。勝手に海岸に来て遊んでい

る人の被災は自己責任だと思っている方も多

いのですが、一時利用者に対して自治体がど

う対応するのかは、自治体としては結構重要

な問題ではないかと思います。 

 最近、いろいろな方が警報のことを考えて

います。例えば、ある会社では避難誘導灯を

開発しています。これは今までの避難誘導灯

と違って、津波が来るのでここに逃げなさい

という先導型の警報装置なのです。一時的に

知らない場所に来ていて、どこに逃げればい

いのかわからない人を対象に、「ここに逃げる

と安全です」というメッセージを出します。

これはかなり責任が重い避難誘導だと思うの

ですが、情報がない人に分かりやすく伝える

という意味では、結構面白いアイデアではな

いかと思います。 

 

５．サーファーと老人ホームの協力 

 大学でシンポジウムを開いたとき、サーフ

ァーから、津波発生時には海岸の近くにある

老人ホームに逃げこみたいという希望が出ま

した。老人ホーム側も、お年寄りを階上に上

げるのを若い人に手伝ってもらえればありが

たいということで、協力体制ができあがりま

した。今では、協定を結ぶまでになっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 津波の警報が出たら、老人ホームに逃げこ

む代わりに、下の階にいるお年寄りを上に運

び上げる訓練も実際にやっています。そのう

ちに、サーファーと老人ホームに連帯感が生

まれ、若者がホームのお祭りにも参加したり

しているようです。 

 こういう具体的な動きから、比較的高齢の

方が住んでいて、災害に対して不安を抱える

地域があり、そこにその地域を知らない若い

人がたくさん来ているという図式があること

がわかりました。どちらも災害に弱いのです

が、こういう人を結び付けると、若い力があ

ることでお年寄りは心強く思えますし、若い

人たちにとっても、地域に避難できる場所が

あることは非常に心強いことです。そういう

動きをもう少しうまくつくっていけないかと

思っています。 

 サーフィンなどで海岸を利用する人には、

防災に対する意識の高い人は多くありません。

彼らにどうやったら助かるかということをい

ろいろ教えても、なかなか意識は高まりませ

んが、自分たちの力がその地域の人たちを助

けるのに役立つのだという意識の向上のさせ

方はあり得るのではないか思います。救われ

る人から救う人へ立場が転換すると、もう少

しつながりがつくれるのではないか、地元の

方との交流ができるのではないかということ

を、一時利用者と地域の問題を通じて感じて
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います。 

 

６．海洋教育：防災教育と環境教育の共通点 

 防災で自然にどう対応するのかということ

を考えると、環境教育とよく似ているところ

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 防災面でも環境面でも、海をコントロール

できるようになったという意識から災害が起

きたり、自然の荒廃につながっていたりする

ので、自然に対する「畏れ」を正しく持たせ

ることが大切です。そういう意味では、海の

環境を教えることと海の防災を教えることは

裏腹なことではなく、比較的よく似たことな

のではないかという気がしています。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ 章 
 

東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センター・ 

日本財団 共催第６回シンポジウム 

海は学びの宝庫 すべての学校で進める海洋教育 
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概要 

・日時：2012年12月８日(土) 13：00～17：30 

・場所：東京大学 本郷キャンパス 理学部１号館 小柴ホール 

・共催：東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センター（ＲＣＭＥ）・日本財団 

 

プログラム 

開会の挨拶 

13：00～ 

13：10 
海野 光行（日本財団常務理事） 

第一部：報告・講演 

13：10～ 

14：00 

「小中学校の海洋教育実施状況に関する全国調査」 

（報  告）酒井 英次（海洋政策研究財団海技研究グループ国際チーム長） 

（コメント）宮崎 活志（武蔵野市教育長、前・東京大学海洋アライアンス海洋

教育促進研究センター上席主幹研究員） 

14：00～ 

14：40 

「三浦市における海洋教育の取り組みについて」 

  及川 圭介（三浦市教育委員会教育部長） 

14：40～ 

15：20 

「海外における海洋教育推進の事例について」 

  福島 朋彦（東京大学海洋アライアンス特任准教授） 

15：20～ 

15：30 
休憩 

第二部：座談会 

15：30～ 

16：50 

「学校の中に海洋教育をどう位置付けるのか」 

  田村  学（文部科学省初等中等教育局教科調査官（生活・総合担当）） 

  瀧田 雅樹（文部科学省初等中等教育局教科調査官（水産担当）） 

  宮崎 活志（武蔵野市教育庁、前・東京大学海洋アライアンス海洋教育促進

研究センター上席主幹研究員） 

（司会）河野麻沙美（東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センター特任

講師） 

閉会の挨拶 

16：50～ 

17：00 

浦辺 徹郎（東京大学大学院理学系研究科教授、海洋アライアンス海洋教育促進

研究センター兼任教授） 
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開会の辞 

 

日本財団常務理事 

海 野 光 行 

 

 今回で６回目を迎える本シンポジウムは、

これまでずっと「海は学びの宝庫」というタ

イトルで開催してきました。海洋教育はとか

く子どものためのものと思われがちですが、

海は大人にとっても自らを教育し、学ぶ機会

を提供してくれる存在です。そういう意味で

学びの宝庫だと、私どもは思っています。 

 日本財団では今、世界を代表する欧米の大

学とともに、海洋研究のプログラムを進めて

います。先日、そのメンバーで30歳前後の若

手研究者を日本へ招聘する機会がありました。

その彼らが、同じ海に生きる人たちの役に立

ちたいと、被災地への訪問を希望してきまし

た。そこで、彼らに宮城県女川町と岩手県宮

古市の中学校、高校で特別授業をしてもらう

ことにしました。皆、いつかは世界的な賞を

取るだろうといわれている世界のトップメン

バーです。このアウトリーチ活動は、被災地

域の子どもたちにとっても刺激的だったよう

で、教室は大いに盛り上がりました。生徒た

ちに海への興味を持ってもらい、さらに海洋

教育を通して世界とつながりを感じてもらお

うという目的は、十二分に達成されたようで

した。 

 しかし、私が一番興味深く捉えたことは、

講師を務めた彼らが東京に戻ってきてからも

らした感想でした。それは、彼ら自身の学び

でした。あるメンバーはそれまで、科学教育

とは単に客観的な事実や仕組みを教えること

だと考えていたようです。その彼が、「どんな

科学的事実も、心を持って教えなければ、伝

えたいことは伝わらない。人々に海の大切さ

や科学の面白さを伝えるためには、心ある態

度で相手の立場に立つことが必要だと感じた」

と言っていました。彼らは授業をしながら、

単に専門的な知識を吸収し、教え、伝えるだ

けではなく、ほかにも社会に貢献できること

に気づき、学んだのだと思います。一方で生

徒たちからは、「あの先生たちのような海の研

究者になりたい」という言葉がたくさん寄せ

られました。いつか生徒たちの中から世界を

リードする研究者が出るかもしれません。教

えるということで、教える側も学び、成長す

る。若手研究者たちのこの経験は、海洋教育

を活性化させるヒントになるかもしれません。 

 海と生活を切り離すことのできない日本に

は、海を生業としている人が多くいます。そ

して、海洋教育のサポート役が、実はたくさ

ん存在しています。たとえ普段は教育と関係

のない第三者であったとしても、時に子ども

たちに教え、そのことから学ぶことができる

のだ、その結果を未来へとつなげることがで

きるのだと、より多くの人が気づくことがで

きれば、人々は学校教育、海洋教育にもっと

関心を示すはずです。そうすれば、地域が一

体となった海洋教育をもっと盛り上げていく

ことができるのではないかと思っています。 

 今年、私たちは、学校教育の中で海がどの

ような位置付けにあるのかということを把握

するための調査を行いました。国内初のこの

調査の対象は、全国の３万2,000校を超える小

中学校でした。アンケートの結果と分析は後

ほど発表しますが、その中から、先ほど例に

挙げたアウトリーチ活動に関係する興味深い
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結果を一つだけご紹介させていただきます。 

 このアンケートによると、海洋教育におい

て、学校側は外部のサポート役からの知識の

導入を求めているそうです。しかし、その相

手先として上がっているのが、ほとんど地元

の漁協、漁師でした。これはとてももったい

ない話です。先ほどの海外の若手研究者の例

が示しているとおり、アウトリーチの手段を

積極的に使っていくことが、学校にとっても、

生徒にとっても、サポートする側にとっても、

海洋教育全体の発展につながっていくのでは

ないかと思っています。しかし、ただやみく

もにアウトリーチに力を入れればいいわけで

はありません。サポートする側と受け入れ側

のマッチングの問題、そのつなぎ役の不在の

問題、そして何より、先生方が直面している

学校が取らなければいけないリスクの問題も

あるのではないかと思っています。 

私どもが今、計画している次回の全国アンケ

ート調査では、海洋教育のアウトリーチに焦

点を当てて、その問題点を探っていく予定で

す。サポートする側からの海洋教育に対する

意見を収集して、東京大学と一緒に、今後の

研究に生かす材料にしていきたいと思ってい

ます。 

 本日はスピーカーとして、教育行政関係者

の皆さまをお招きしています。海を教育行政

の観点からどのように捉えていくべきかとい

うことについて、冒頭に発表させていただく

アンケート結果を踏まえて、議論を深めてい

ただきたいと思っています。そして、会場の

皆さまには、教育の中で海をもっと活用して

いただくために、一人一人がどのように協力

できるのかということを考える機会として捉

えていただければ大変うれしく思います。 
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小中学校の海洋教育実施状況に関する全国調査 

 

海洋政策研究財団 海洋教育研究グループ国際チーム長 

酒 井 英 次 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今日は、私ども海洋政策研究財団と日本財

団が、海洋教育促進研究センターにご協力い

ただいて実施した海洋教育に関する全国調査

の報告をさせていただきます。 

 海洋政策研究財団は読んで字のごとく、海

洋の政策を研究している財団です。2007年に

議員立法で制定された海洋基本法をつくるに

当たり、事務局として裏方で参加させていた

だいたという経緯があります。海洋政策研究

財団の活動一つの柱として、海洋に関する国

民の理解増進があります。そこには学校教育、

社会教育という部分が含まれています。そう

いった点から、海洋の教育は非常に重要な位

置を占めています。 

 私どもの財団は、海洋に関する教育をかな

り長く研究してきました。ちょうど総合的な

学習の時間が導入されるころ、海洋を題材に

で学校に協力できないかと考えたことがそも

そものスタートでした。当時は海洋教育とい

う言葉すら一般的ではない状況でしたが、か

れこれ10年もやっていると、「随分長い間、海

洋教育の研究をしているけれど、今、全国で

どれくらい海洋教育をしているのだ」という

質問をよく受けます。しかし残念ながらその

たびに答えに窮していました。海洋教育の実

態像を誰もつかんでいない中、プロジェクト

を進めていたという状況だったのです。そう

いう経緯があり、やはり全国調査をどこかで

誰かがやらなければいけないという意識はあ

りました。 

 もう一つ重要なのは、来年３月、海洋基本

法に基づく海洋基本計画が５年ぶりに改訂さ

れます。改訂に当たり、海洋教育をきちんと

行政の枠組みに位置付けていくためには、や

はり学校教育に対して何らかの協力をしたり、

その枠組みの中でできるようなことを考えな

ければいけません。しかし、今、実態ではど

れくらいのことが行われているのかというこ

とを全く把握しないままに提言しても説得力

を持たないため、ちょうどアンケート調査を

しなければいけないという背景があったわけ

です。 

 

１．アンケートの概要 

 アンケートの目的は、全国の小中学校を対

象にし、実態を把握することでした。高校を

外したのは、義務教育と異なり、水産高校、

商業高校、農業高校などがあるため、多様な

学校に同じ質問をすることは有効なのかと考

えたためです。背景は前述のとおり、実態を

示すデータがなかったこと、３月の海洋基本

計画の改訂や学習指導要領の次の改訂時に向

けて、何らかの意見・提言をしていきたいと

考えたことがありました。 
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 全国でも初の試みだったので、どの程度の

データが集まるのか全く予想ができませんで

したが、まずは初めてのデータが入手できる

という期待がありました。それから、直接学

校に聞くので、学校の先生が海洋教育に対し

てどういう意識を持っているか、どのような

ことを望んでいるのかというニーズが把握で

きるということがあります。さらに、海洋に

関する教育のほとんどが、総合的な学習の時

間と臨海学校という二つの枠組みで展開され

ています。教科であれば、教科書を調査すれ

ば何となくデータが出ますが、総合的な学習

の時間と臨海学校には学校の裁量があるので、

全国調査をしなければ実態を把握できません。

海洋教育を論ずる上では、どうしてもこの二

つを調査する必要がありました。 

 このアンケートを実施するに当たり、特に

海洋基本計画の改訂に資する基礎資料とする

ため、ある程度データに信頼性がなければい

けません。サンプル数、回収率を高めること

も条件でした。さらに、今回は義務教育を対

象にするという条件で実施しました。 

 手法としては、無作為抽出という方法もあ

ったのですが、その場合、なぜそこを選んだ

かが問題になることと、本当に知りたい部分

が見えてこないこともあって、全数調査にし

ました。調査対象は全国の３万2,000校です。 

 学校への発送はなるべく簡便なスタイルを

取りたいと、ファクスでの送信にしました。

ただ、ファクスをいきなり学校に送りつけて

も、大半は「訳のわからないアンケートがま

た来たぞ」ということになるので、事前にす

べての市町村の教育委員会、教育長宛に郵送

で協力を依頼する文書を送りました。返信は

学校側の手間の軽減と、郵送費用の問題もあ

り、なるべく簡便にしたいという思いがあっ

たので、学校からの返信もファクスにしまし

た。回答はできる限り選択形式にしましたが、

総合学習や臨海学校の実態把握のためには記

述形式にしなければ情報が集まらないので、

最低限のところは記述形式としました。 

 お手元に、アンケートの実際のフォーマッ

トがお配りしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 冒頭の質問では学校のロケーションなどを

尋ねています。その次に、海洋教育をしてい

るか、知っているかなど、基本的なことを聞

いています。その後、知っている、もしくは

実施しているのであれば、その内容を聞いて

います。次に、外部支援に関する項目が続き

ます。最後の方では、学校で海洋に関する教

育を行う場合に教えるべき内容を尋ねていま

す。これは一種のニーズ調査です。またこの

ほか、このアンケートを実施したのは東日本

大震災からちょうど１年を迎えるころだった

ので、それに対する意識調査、地震の津波、

それに対する海洋の教育の重要性に対する考

えを聞きました。 

 具体的な送付数は３万1,165校でした。実際

に送付するに当たっては、全国すべてに送る

わけにはいきませんでした。いろいろな形で

名簿を入手して調べたのですが、ファクス番

号を公表していない学校があったためです。

また、テクニカルな話になりますが、一度に

送ると回線がパンクするので、送信を地方ご

とに分けました。 



 酒 井 英 次 91 

 

 

 回答もそれに伴ってずれてきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３月いっぱいを期限としていたので、３月

31日をもって回答を締め切りました。ここで

は、学校の先生のレスポンスがいかに早いか

ということが非常によく出ています。初めの

10日間で大半が返ってきていました。トータ

ルで6,957件の回答がありました。ただし、同

じ学校から２回送られたケースもあり、最終

的な集計の結果、6,706件の回答数となりまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小学校4,203件、中学校2,490件です。小中

一貫校は分けずにカウントしています。回答

率は20.9％、つまり全国で５校に１校が回答

しています。サンプル数としては問題のない

レベルだろうと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それを全国の地図にプロットしました。沿

岸部だけに偏ることもなく、全国できれいに

分散しています。離島から山間部まで、ほぼ

網羅されたのではないでしょうか。 

 

２．アンケート結果 

２－１．海洋教育の認知度 

 海洋教育を知っているかどうかという質問

には、「知らなかった」７割、「知っていた」

３割という回答が得られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３割も知っていると考えればいいのか、７

割も知らないと考えればいいのか、分析の仕

方によって主観的なものの見方も若干は入り

ますが、こういう事実となりました。この７：

３という割合は、後ほどのデータとも関連が



92 小中学校の海洋教育実施状況に関する全国調査 

 

出てくるので、頭の片隅に置いておいてくだ

さい。また、小学校と中学校の差も見ました。

割合は似ていますが、当然差が出ています。 

 

２－２．海洋教育の実施状況 

 海洋教育の実施状況としては、「教科書の範

囲」が62.8％となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお「未実施」という回答も「教科書の範

囲」と考えれば、４分の３は教科書の範囲内

しか海洋に関する内容を扱っていないといえ

ます。残りの４分の１はどうかというと、総

合的な学習の時間で海をメーンテーマとして

取り上げているところ、ほかのテーマだがト

ピックとして海についてもカバーしていると

ころ、本格的に学校の教科と総合をクロスさ

せて実施している事例、課外授業が挙げられ

ました。 

 

２－３．体験学習の実施状況 

 全数に対して聞いたところ、体験学習を行

っているところが1,115校ありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 割合にすると16.6％です。自由記述には、

具体的に実施している内容を書いてもらいま

した。最近、臨海学校が少ないという指摘は

多いのですが、どれくらいの学校が臨海学校

をやっているかということを示すデータも出

ています。しかしながら、文字データだけは

集計がまだうまくできていないので、もう少

しお時間をいただければと思います。臨海学

校という名前だけではなく、海の体験学習な

ど、今はいろいろな呼び名があり、どれを臨

海学校とするかという定義が非常に難しいの

で、データを精査した上であらためて発表さ

せていただきたいと思います。 

 

２－４．学校外機関・個人の協力 

 それぞれの学校は、外のどういった機関か

ら協力を得ているのでしょうか。 
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 飛び抜けて多い「いずれかと連携あり」と

いう回答を別にすれば、漁協等の漁協関連団

体、目先にある地元の組織に協力を求めてい

るという実態がよく分かります。それ以外に

も大学、研究機関、水族館、博物館、公益団

体、市民団体、ＮＰＯなどで数字が出ています。 

 また、学校外の機関に何を協力してもらっ

ているかを尋ねました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 意外と教材や副読本は少なく、講師の派遣、

施設見学、施設利用、機材が多く入っていま

す。ここでは多少、小学校と中学校の間で差

が見られます。 

 

２－５．学校外機関に期待するサポート 

 次に、ニーズに関しては、先ほど少なかっ

た「教材提供」が大きく増えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「講師派遣」はあまり変わりません。「授業

の共同開発」というニーズは意外と多くあり

ませんでした。 

 

２－６．海洋基本法の認知度 

 海洋基本法の認知度を質問に加えるかとい

うことは悩みましたが、本調査は海洋基本法

28条に基づいたアンケート調査なので、質問

事項に入れることにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 結果は７：３で、海洋教育に対する認知度

とほぼ同じ値となりました。 

 

２－７．海に関して子どもたちが学ぶべきこ

と 

 海に関して学ぶべきことという項目で、ど

ういったことを教えるべきと考えているか調

査しました。 
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 これは自由記述にするときりがないので、

内容を限定しています。その内容が何に基づ

くかというと、私どもの財団が出した「21世

紀の海洋教育に関するグランドデザイン」と

いう海洋教育のガイドラインを基に、海洋の

教育をある程度定義して、内容の領域を定め

ました。その内容の領域を12分野に分け、そ

れを根拠にしています。「海と私たちの生活の

関連性に関する内容」から「海に関係した国

際的な取り組みに関する内容」までが、その

12分野です。それに体験学習を加えました。 

 この表で非常に興味深いのが、ほぼ６割の

学校が「教科書に掲載されている内容しか海

洋教育をしていません」と答えた割には、そ

れで「十分」と答えた学校が意外に少ないと

いうことです。それ以外にどこが重要ですか

というニーズを聞くと、三つの項目が飛び出

ています。すなわち、「海と私たちの生活の関

連性に関する内容」「海の災害や防災に関する

内容」「海の環境に関する内容」です。それに

続くのが「海から得ることができる資源やエ

ネルギーに関する内容」となっており、非常

に関心を集めているテーマがクリアになって

います。一方で、スポーツ・レジャー、文化・

芸術・歴史といったものは、海洋教育という

観点からはあまり関心を集めていません。現

状での学校の先生の認識、ニーズは以上のよ

うになっていますが、海洋の教育は、12分野

が満遍なく扱われた相互連携、横断的な教育

体系・学習体系だと考えれば、もう少しきれ

いに平均化されることが本当は望ましいのか

もしれません。 

 

２－８．震災による海の学習の重要化 

 最後の設問では、「東日本大震災の津波によ

って、海の学習が重要と考えるようになりま

したか」と聞いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そう聞かれれば「はい」という答えが多い

ことは予想できましたが、事実として83％が

重要と考えているという結果になりました。 

 自由記述の部分はまだ集計ができていない

ので、その分析も含めて作業を進めていると

ころなのですが、幾つか特徴的な自由記述回

答があります。「どのようなことを教えたらい

いですか」という質問に対する答えとしては、

「津波・安全・防災」という回答が一つ得ら

れました。ただ、それだけではなく、海の脅

威を理解しつつも恵みを受けていることも学

ぶべきだと、「海との共生」もほぼ９割方を占

めていました。ほかにも、例えば海のない県

にあるのだけれども、今回の事例を通じて、

やはり海に関する最低限のことは学んでおく

べきだろうという回答がありました。また、

私はこういうはっきりした意見が出てくると

は思っていませんでしたが、やはり日本は海

に囲まれている海洋国家なのだから学ぶべき

だという意見も寄せられています。それから、

昨今の情勢を反映してのことだと思いますが、

領土問題、資源問題に関するものもありまし

た。これはセンシティブな内容も含むので、

難しいテーマだろうと思いますが、この内容

の偏りをいかに防ぐか、満遍なく幅広く学ぶ

ということを考えるには重要な意見だと思い

ます。 
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３．今後の予定 

 日本財団と海洋政策研究財団のウェブサイ

トでアンケート結果の詳録をアップロードす

る予定です。そこではもっとしっかりした形

でデータを載せていますし、ものによっては

簡単な地域と、例えば行われている内容をク

ロス集計したデータなども掲載します。恐ら

く皆さまが一番関心のあるであろう自由記述

の部分には、もう少しお時間をいただいて、

できれば今年度中にしっかりした報告にまと

めてご提供できればと考えています。 
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 酒井先生からは、小中学校の海洋教育実施

状況調査、実施状況に関する全国調査の結果

の概要をお話ししました。私からは、数値や

結果をどのように読んでいけるのかというこ

とをお話ししたいと思っています。しかし、

皆さまは先ほど、こういう調査が行われたの

かと考えながら酒井先生の調査結果をご覧に

なっていたことでしょう。つまり、皆さんが

それぞれ、いろいろな感想をお持ちになりな

がらお話を聞かれていたことと思います。私

はそうした中の一人かもしれませんが、この

調査の経緯をある程度知っているという立場

からお話しします。 

 「小中学校の海洋教育実施状況に関する全

国調査」は、今までなかった内容のものです。

従って、本調査は第一に、初めて行われた全

国海洋教育のアンケート調査であったという

ことが大きな意義だと思います。どれくらい

海洋教育をやっているのかと聞かれたとき、

今までは「どれくらい」の定義がないままに

海洋教育をお話ししなければいけない状態で

したが、今回はそこに初めて一つのデータが

与えられたのではないでしょうか。 

 

１．調査の特徴 

 これは全校を対象にした初の調査でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これも意義があることだと思います。本調

査のほかにも、確かに似たような、外部教育

資源との連携を聞いた調査はあります。例え

ば日本海事広報協会が行った「海と海の日に

関するアンケート」では、協力校53校で教員、

生徒、保護者それぞれ5,000名に伺っています。

国立科学博物館が行った「小中学校と博物館

の連携に関するアンケート調査」の対象は理

科の主任で、回答率がかなり高い調査でした。

ただし、この二つの調査は対象が限定されて

います。一方、今回の調査にお答えになった

先生の多くは副校長先生や、教育課程を総括

的に見ている教務主任だと思います。なぜか

というと、まだ学校には海洋教育主任がいな

いからです。総合的な学習の時間の担当、コ

ーディネーターとなっている先生が答えたケ

ースはあるかもしれませんが、学校全体の教
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育課程をご覧になってお答えになり、さらに

それを校長先生が決裁されて送られたと考え

られるため、記入者は学校の教育課程全体を

見て、学校の代表としてお答えになったと考

えられます。しかも、送付数が小中学校合わ

せて３万1,165校、20.9％の回答をいただいた

ということで、大変信頼度の高い調査になっ

たと思っています。それぞれの項目について

結果の検定などをしなければいけませんが、

これだけの数字が集まると、誤差は少なくな

るでしょう。 

 

２．海洋教育の実施状況 

 まず、海洋教育の実施状況の結果を見てみ

ましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ここでは学校種別とロケーションで分析し

ています。「未実施」「教科書の範囲」がかな

りの率を占めています。海に関する内容を多

少強調して教科で扱うことはあるかもしれま

せんが、教科書の範囲を出ることはないと考

えられるでしょう。 

 海洋教育とは何でしょうか。「各教科で教科

書を使って教えたって、海洋教育ではないか」

と言えるかもしれませんが、かなりの割合を

占める二つの回答が海洋教育として私たちが

特に進めていきたい範囲に達していないと見

ると、「総合的な学習の時間で海洋をメーンテ

ーマにしている」「総合的な学習の時間でメー

ンテーマではないがトピックとして扱われて

いる」「教科と総合的な学習の時間が連携した

形で海のことを扱っている」。最後に「課外」

というのがあります。これは行事やクラブ活

動を含んでいるかもしれないので、教科書以

上のことに取り組むことがあるかもしれませ

ん。そうすると、以上は、海洋教育をある程

度認識したり、自覚的に行っている教育活動

と考えていいのではないかと思います。 

 その数字はどうでしょうか。アンケート用

紙の質問３の項目３、４、５、６は、ある程

度自覚的に行われている海洋教育と見なす選

択肢であると想定できます。その数字を合計

すると、小学校は22.3％、中学校は15.6％を

占めます。つまり、自覚的に行っているケー

スが小学校では22％くらい見られるのではな

いかということです。この見方は少し甘いか

もしれません。ひょっとすると、課外クラブ

で海の海洋生物クラブが一つあるだけかもし

れません。しかし、そういう選択できるチャ

ンスが子どもたちに与えられていると考える

と、海洋教育が行われていると考えてもいい

かと思います。中学校では15.6％で、少し減

っています。これは次第に高校入試の影響も

受けはじめ、知識や技能といった側面に比較

的重点を置かれる教育が行われがちですし、

どうしても小学校のときのようなフィールド

ワークを中心にした行事は少なくなる可能性

があります。中学校の先生は、授業時数の確

保が大変な問題であることはご存じでしょう。

その影響があるのではないかと、私は読み取

りました。 

 さて、今度はロケーションで見てみましょ

う。ここでは海からの時間を聞いて学校と海

との距離を見ています。一番近いのが徒歩15

分以内という回答です。次に、徒歩30分から

１時間くらいで行けるという選択肢が用意さ



 宮 崎 活 志 99 

 

 

れています。実際には１時間も歩いていかな

いとは思いますが、教育委員会から回しても

らったバスなどにみんなで乗ったり、現地集

合ができる範囲だと考えられるのが30分から

１時間だと思っています。そして、バスや公

共交通機関を使わなければ難しいという選択

肢は海が近くにないと考えた学校が選んだで

しょう。そうすると、総合学習やそれとの関

連、課外で扱っている割合は、15分圏内で54％

に上ります。つまり、海が近い学校の２校に

１校で、海に関する教育活動が展開している

と思っていいでしょう。確かに、海に近い学

校は海を重要な教育資源と考えて学習のフィ

ールドにしていることが多いのです。30分か

ら１時間になると、22.5％とだいぶ減ります。

子どもたちを移動させたり、経路の安全性を

考えると、海をフィールドとするのはなかな

か難しいという学校が出てきます。交通機関

を使わなければ到底海には行けない学校にな

ると、約13％です。しかし、この数字は私が

思っていたよりいいと感じました。 

 反対に、未実施や教科書の範囲内でしか実

施していない学校も見てみましょう。小学校

が63.3％、中学校が62.3％と、学校種別では

ほとんど差が見られません。つまり、小学校、

中学校ともに、まだまだ教科書の中でしか海

を扱っていないということです。教科書は教

科別につくられているので、子どもたちには

教科でカテゴリー化された海の知識がばらば

らに入っていると考えていいと思います。そ

れに対して、教科との連携を持った総合的な

学習の時間や課外で行っている学校は、教科

の枠にとらわれず、海と子どもたちを直接結

び付けるような関係づくりを進めているので

はないかと思われます。海から比較的遠い学

校であっても、海をテーマにした学習を統合

的な学習で行っている学校が13％あるという

事実は悪くはないのではないかと感じていま

す。 

 ここで体験学習を見たいと思います。体験

学習は、特に小学校で多く取り入れられてい

ます。現在の学習指導要領は、小学校では昨

年から全面実施されていますし、中学校は今

年度全面実施され、それに基づいて教育課程

がつくられます。この教育課程の基準をつく

ったとき、大きなテーマとして「言葉」と「体

験」がありました。各教科のいろいろな学習

でもっと高い達成を見るため、子どもたちの

言葉に関する能力を高めて思考・判断・表現

という知的活動を盛んに行っていこうという

考え方に立っており、言葉が重視されていま

す。もしかすると、「言語活動の充実」という

言葉を聞いたことがあるかもしれません。た

だし、その学習指導要領をつくった過程で、

ほかに体験を非常に重視する考え方があり、

指導要領にも書かれています。まだ言語活動

の充実ほどには光を浴びていないかもしれま

せんが、子どもたちが体験活動も豊かに行う

ことによって知的な操作を確かなものにして

いくことが、これからは非常に重要なのです。 

 体験活動は、小学校より中学校で少し減る

傾向が一般的に見られます。海洋教育につい

てもそうでしょう。全校でどれくらい体験活

動をしているかという数字はありますが、や

はり海洋教育として進めている学校が体験活

動をどれくらい取り入れているかという数字

の方に意味があると思うので、こちらをご紹

介します。ぱっと見たところでは、教科との

連携を持った総合的な学習の時間や課外で行

っている学校の７割ほどは体験活動を取り入

れているようです。 

 ここから、海洋教育のイメージとしては、

体験学習が大変浮かびやすいものになってい

るといえるのではないでしょうか。つまり、

海洋教育は、総合的な学習の時間で体験を取

り入れて行うものだと考えられているという
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ことです。これが一つのモデルとして皆さん

の中にぱっと浮かんでくるものである気がし

ます。それはそれで素晴らしいことだと思い

ますが、そうではないものも広げていかなけ

ればいけません。海洋教育は水族館や博物館

に行ったり、海に行って磯でフィールドワー

クをしなければいけないものだと考えると、

ある意味で非常に限定されたものになってし

まいます。そうすると、中学校ではどんどん

海洋教育をしなくなってしまいますし、水産

科、海洋科以外の高等学校の生徒にはおよそ

関係のないものになってしまうでしょう。海

洋教育とはそういうものではありません。で

すから、総合的な学習の時間に体験で行うと

いった固定化された枠を超えるような海洋教

育の工夫がされなければいけないという可能

性を感じています。 

 地域学習との関連性もイメージとして強く

なっています。地域学習は小学校３年生から

始まるのですが、徒歩圏に海がある学校の半

分以上が取り組んでいるという結果からも、

海洋と地域が一体化してしまっていることが

見受けられます。これも素晴らしいことでは

あるのですが、そこにとどまっていると、海

が近くにない学校は海洋教育をしなくなって

しまいます。そのイメージを超えていく、殻

を破っていくことが、非常に大切ではないか

と思います。大学の関係者や教育委員会の関

係者も、そうした定まったイメージの中で考

えずに、多様な海洋教育をぜひ考えていただ

きたいと思います。抽象的に思考することも

手でしょう。また、例えば山にある学校であ

っても、山は海の恋人と言われ、豊かな緑が

ある山から流れる川の水がたどり着く海には

豊かな漁場があるという関係性が指摘されて

います。そのような水系で海洋教育を考える

こともできます。街の子どもであっても、海

から食べ物をいただいているわけですから、

もっといろいろなことに着目してほしいので

す。こういうことで、総合的な学習の時間と

海洋教育を固定化させない取り組みができる

のではないかと思いました。 

 

３．外部機関との連携について 

 非常に象徴的な写真をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 八重洲の小学校で、漁業協同組合の人にサ

ポートしていただきながら海洋教育を進めて

いる様子です。これが何を象徴しているのか

というと、海洋教育の場合の連携する教育資

源としては、やはり漁協がトップだというこ

とです。海があるところであればどこにでも

漁協があると思います。私は今年、全漁連の

方とお話しする機会が何回もあり、いろいろ

なことを教えていただきました。東京都内で

も、漁協から提供された稚魚で子どもたちが

放流活動していますし、のりやあさり、貝な

どいろいろな生産への活動に加わってもらう

機会が設けられているそうです。東京でもそ

うなのですから、漁業協同組合は学校にとっ

て非常に連携しやすいところなのです。漁業

協同組合の方が学校の学習活動への参加を依

頼される時間帯は、事務所が比較的落ち着い

ていることが多いようです。比較的早い時間

に活動のピークがあるので、学校活動が行わ

れる時間帯には余裕があるため、いろいろ協
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力していただけるし、やはり地域で一番身近

なところでもあります。漁村の学校では、自

分の家が漁業に従事しているという子どもも

大勢いので、漁協は非常に連携しやすい相手

になっています。 

 これは素晴らしいことなのですが、ここで

もある程度固定化が見られます。海洋教育を

一生懸命進めているところほど、ある一つの

形になってしまっているように感じます。ほ

かにも大学や博物館など、海洋教育のパート

ナーはいろいろといます。漁業協同組合がな

いところで、どういうところと提携して海洋

教育を進めることができるかと考えていくこ

とが重要です。 

 

４．印象的な結果 

 ほかにも、印象的な結果が得られました。

子どもが学ぶべきことは教科書で十分だと考

えている人は少ないのです。このことはこれ

から大いに期待できると思います。それほど

海洋に関する教育が大切だということです。

これから日本の未来の社会を考えたとき、海

を度外視して考えることはできません。 

 また、教員の24％が海洋基本法を、4.3％が

28条を知っていることは驚くべき結果でした。

とてもうれしいことだと思います。海洋教育

に対して、潜在的に、もしくは意識的に、先

生方の中に求めるところがちゃんとあるとい

うことを感じさせます。 

 現在はちょうど誰もが海洋教育の必要性を

痛感する時期に当たります。東日本大震災は

多くの犠牲を出し、本当に残念でなりません

が、このことを契機に、海についての学習が

重要性を増しています。海はわれわれに多く

の恩恵を与えてくれるけれども、リスクもあ

ります。そのリスクを低減させ、多くの恩恵

を受け取るリテラシーを発展させていくこと

が、海洋教育にとって大変重要なのです。 

 

５．まとめ 

 これからは、少し固まってしまっているイ

メージを解きほぐしていくような、新しい海

洋教育の在り方の研究を進め、すべての学校

が取り組める海洋教育を開発していくことが

求められます。また、体験だけではなく、プ

ロジェクト型で、いろいろな探求的活動の中

で課題解決を図っていく必要があります。そ

のための努力を自分でコントロールしていく

ような活動に期待したいと思います。 

 外部連携としては多様なパートナーが存在

しています。そういうところと学校が結んで

いくように、教育委員会の先生方には条件付

けなどもぜひ進めていただけるとありがたい

です。私も教育委員会の関係者になったので、

そういうことがあれば進めていきたいと思っ

ています。 
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三浦市における海洋教育の取り組みについて 

 

神奈川県三浦市教育委員会 教育部長 

及 川 圭 介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「三浦市における海洋教育の取り組みにつ

いて」というテーマを見ますと、三浦市はさ

ぞ海洋教育に先進的に取り組んでいるのだろ

うと思われてしまうかもしれませんが、現状

は手探りでいろいろと試行し、悩みながら取

り組んでいるという状況にあります。今日は、

教育委員会の立場としてその取り組みに当た

り、いろいろ考えたり工夫したりしたこと・

していることをお話しさせていただきます。 

 

１．三崎臨海実験所との協定締結 

 三浦市の海洋教育の取り組みは、平成24年

３月27日に三崎臨海実験所と三浦市が協定を

結んだところから始まりました。 

 この協定には取り組みのための四つの柱が

設けられ、「連携による市民向け科学教育の支

援」、「文化的な発展への寄与」、「最新科学技

術の研究成果の発信」そして、「海洋教育の推

進」を図ることとしました。 

 当時、私は学校教育課長として、この協定

締結の担当の一員でしたので、協定締結前の

協議からかかわり、それぞれの柱に対してど

のように進めていけばいいか、特に海洋教育

をどのように進めていったらいいのかを常に

考えていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．三浦市について 

 三浦市は神奈川県の三浦半島の先端にあり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ロケーションという点では大変恵まれてお

り、小学校８校、中学校４校、どの学校から

でも15分くらいで海に行けます。水産業が基

幹産業の一つであるという点でも、人とのか
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かわりも含めて、海洋教育を推進する上では

恵まれた町であると思います。赤坂所長から

いろいろとお話を聞く中で、三浦の海が世界

一生物の種類が豊かな海であることも知りま

した。そのような新たな気づきもあり、三浦

市の全小・中学校で海洋教育に取り組んでみ

ようということになったわけです。 

 

３．三浦市のこれまでの取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 三浦市がこれまで取り組んできた教材作り

や授業づくりについてお話しします。 

 まず、地域素材を生かした教材作りとして、

小学校社会科向けの「わたしたちの三浦」、中

学校社会科向けの「私たちの郷土三浦」、中学

校理科向けの「三浦の自然」を教育委員会が

作成してきました。地域素材を学習の中に取

り入れて、子どもたちの学びを豊かにしてい

こうということは、全国の多くの市町村でも

取り組んでいると思いますが、三浦市も同様

でした。 

 さらに、地域の素材を活かした授業づくり

として「みうら学」を推進してきました。 

 国立教育政策研究所の五島政一先生と連

携・協力し、アースシステム教育を取り入れ

て、三浦市オリジナルの単元づくりを進めて

きました。アースシステム教育とは、実際の

フィールドワークを通して科学を学び、それ

を違う分野にも広めて学びを発展させるとい

う考えです。このシステムでの理想の教師像

は宮沢賢治、寺田寅吉、南方熊楠です。そう

いうものを目指しながら、「みうら学」に取り

組み、これまで市内の小・中学校教職員から

研究員を募り、１年間かけてオリジナルの単

元づくりを進め、今年で８年目になりなりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これまで作成してきた単元は29本あります。

三崎名物まぐろなどの水産業に関係するもの

だけでなく、「津波から初声を守ろう」という

防災関係や「三崎の宝世界の宝チャッキラコ」

という伝統芸能を素材にした単元を作ってき

ました。 

 そのようにして作った29本の単元は教育委

員会のフォルダーに入れ、市内の学校であれ

ばどこからでも見られるようにして情報の共

有化を図っています。また、オリジナルの単

元や教材作りに取り組んだ研究員は、授業力、

教材作りの力が向上したという評価を受けて

います。さらに、情報を発信することによっ

て、それを見たほかの教員が授業づくりの参

考にすることができ、授業を充実させること

ができたという効果も見られています。 

 しかし、私が教育委員会の立場でずっとか

かわってきた中で、研究員が一年間かけじっ

くりと研究し、指導主事の助言も受けながら

いいものを作り上げてきたという自負はあり
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ましたが、できたものをほかの教科や領域の

学習と絡めて「みうら学」本来のシステムと

して発展的に展開できていたかという点では、

物足りなさは否めませんでした。そうした中

で出会ったのが海洋教育でした。 

 

４．「みうら学」から海洋教育へ 

 私は当初、「海洋教育というのは海の生き物

などについて学ぶことなのかな」「『みうら学』

の中で海に特化した単元づくりをすればいい

のかな」というくらいに考えていました。し

かし、赤坂所長とお話をさせていただく中で、

もっと発展性のあるものだということを知ら

されました。海はきっかけに過ぎず、そこか

らいろいろな領域の学習に発展させていく可

能性があるのです。子どもたちの学習場面を

思い浮かべると次々と新たな課題を見つけ目

を輝かせ追究する子どもの姿が想像でき、こ

れは面白い取り組みになると直感しました。 

 この図は、市教育委員会の指導主事が海洋

教育を真ん中に起きながらどういう発展性を

持たせることができるかを示したものです。

食、文化・歴史・芸術、文学、自然環境、観

光、水産業という分野とつながり、さらにそ

れがどういう枝分かれをして発展的学習が展

開されるかをイメージとして作ったものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 もっと広がっていける可能性があると思い

ます。これが海洋教育の魅力だと思います。

枝の中には、「みうら学」で取り組んできたも

のも入っています。つまり、「みうら学」で取

り組んできたものを、海洋教育をつなぎ手と

しながら、系統立てて指導していくカリキュ

ラムを作っていける可能性を秘めているとい

うことです。 

 

５．海洋教育推進のステップ 

 学校で実際に海洋教育を展開していくため

にはどのような手立てをとっていけばいいの

だろうか。大きな問題でした。教育委員会が

海洋教育の有効性を各学校に示して、取り組

むよう呼び掛けたとしても、学校には、新た

なことを推進するための時間的な余裕も人的

な余裕もありません。 

 そのような状況の中でも学校が動くように

するためにはどうすればいいか。基本的には

学校全体をやる気にさせることだと考え、次

のようなステップで取り組みました。 

 一つ目のステップとして、校長先生をやる

気にさせることを考えました。まず、校長会

議を開き、私から三浦の子どもたちのために

海洋教育、地域密着型教材作りを進めていき

たいことを説明しました。しかし、会議室で

話をしただけでは、具体的なイメージは湧き

にくいので、赤坂所長の協力を得て、さらに

臨海実験所を会場に校長研修会を開きました。

その結果、校長先生方は海洋教育が三浦の子

どもたちにとっていい取り組みだと実感し、

市内全教員向けの研修を組んでほしいとの要

望がその場で出されたほどでした。 

 そのことは、毎年４月に開かれる市内小中

学校の全教員を対象にした三浦市学校教育研

究会総会で実現し、赤坂先生から海洋教育に

ついての講演をしていただきました。このこ

とによって、三浦市の学校教育における海洋

教育推進の下地ができました。 
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 誰かが進めるのではなく、みんなで進めて

いく。「みうら学」の研究員方式とは違い、今

回は市内の全教員が、同じレベルで海洋教育

について理解し、共に推進していくことを認

識してくれたと思います。 

 二つ目のステップとして、教員向けの研修

を行いました。教員に海洋教育に関連した楽

しさも味わってもらおうと考え、最先端の専

門機関である臨海実験所で研修会を行いまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日常の授業づくりとは直接関係がないかも

しれませんが、教員が自らの学びを求めて向

上心を持つことは、子どもたちが笑顔になれ

るようないい授業をつくろうという意欲にも

つながっていくものと考えました。 

 また、三つ目のステップとして子どもたち

の取り組みを考えました。三浦の小学校では、

春の遠足はどの学校も歩いて海に行っていま

す。大潮に近い日に遠足を行い、磯遊びをす

るのです。これは地域性を生かした活動であ

り以前から行われてきたものですが、だから

と言って三浦の子どもが磯や海のことを知っ

ているかというとそれほどではありません。

そのような子どもたちに海に関して学ぶ機会

を与えたり、海は楽しいところだということ

を味わわせたりすることを意図的・計画的に

仕組んでいくことが必要だと考え、海への新

たな視点を持てるよう写真コンテストを実施

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コンテストには二つの部門を設けました。

「海の生き物」という部門では、真ん中のカ

ニの写真が最優秀賞を受けました。もう一つ

の「海の風景と暮らし」という部門でも、な

かなか大人顔負けの写真がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 右上の写真は赤坂所長が大変気に入って、

特別賞を与えることになりました。手前に写

っているのはペットボトルなどのゴミです。

子どもがこんな視点を持てるものかと驚かさ

れました。三浦の子どもたちにとってあるこ

とが当たり前の海を、新たなきっかけを与え

見直させることで海への理解を深めていくこ

とができるのだなと感じました。 

 さらに四つ目のステップとして、学校の支
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援策を考えました。学校をやる気にさせるた

めには取り組みの負担を軽減させるための具

体的な手だてを示していくことが必要です。

新たな取り組みを行う場合には、やってくだ

さいと呼び掛けたとしても、学校はどうした

らいいのだろうかと悩み、悩んだまま前に進

むことなくいつの間にか消えていってしまう

ことが多くあるからです。そこで、教育委員

会として手だて、推進の仕方を示して学校を

支援しようと考え、「地域密着型海洋教育教材

開発委員会」を立ち上げました。ここには臨

海実験所の職員と校長会の代表、教頭会の代

表、教員の代表、教育委員会の指導主事がメ

ンバーとして入っています。ここに校長会と

教頭会が入っていることが大きな「みそ」で

す。市レベルの同様の組織の場合、具体的に

推進するのは教員ですから、教員で委員構成

することがほとんどですが、あえて校長会、

教頭会の両方を入れました。このようにする

ことによって、今どのように海洋教育が進ん

でいるのか、どういう課題があるのか、今後

どういう方向性を持ってそれぞれが取り組ん

でいけばいいのかを同じレベルで認識できま

す。誰かに任せるのではなく、教員ひとり一

人がその主体となって海洋教育を推進してい

くためには、このメンバーでの構成が必要で

あると考えたわけです。 

 また、地域密着型教材の作り方を具体的に

示していくためには、教育委員会や臨海実験

所がかかわりながら一つの学校をモデルとし

て共に作成しながら、手順を示すことが有効

であると考えました。そこで、初年度モデル

校を１校設置し、モデル校での教材作りに、

他校の教員のかかわり、どういう作り方をす

ればいいのかを学んでもらうことにしました。

地域密着型ですから、市として一つの教材を

作るというのではなく、その学校にあった教

材、その学校の子どもが学ぶのに適した教材

を作るということです。モデル校での教材作

りにかかわりながら、自校の教材づくりをイ

メージできるような手立てをとりました。と

は言え、初めてのことなので準備会を開き、

共通認識を持つことから始めました。まだ開

催回数は少ないのですが、着実に進めていく

ことができる組織だと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．各学校の自主的な取り組み 

 こういうことを市教育委員会が進めたとこ

ろ、それぞれの学校や教員が自分たちででき

ることを自主的に取り組み始めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ある学校では、自分の学校ですでにやって

いることやこれからできそうなことを考え、

グランドデザインを作りました。学校の教育

目標を上に掲げ、教科での学習や行事とどう

結び付けながら海洋教育に取り組んでいくこ
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とができるかを整理して、見通しを持って進

めていく基としました。すべての学校ではあ

りませんが、こういうことが出始めたという

のは喜ばしいことです。 

 教科や教科外、夏休みの課題などで現状取

り組んでいるものの中から海に関係するもの

をざっと拾い上げて一覧にしてみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 海洋教育の全体計画をイメージしながら、

これまで行ってきた学習の中で海洋教育に関

連すると思われるものを洗い出したのです。

このようにすることでも、既存の学習を活か

しながら海洋教育を推進するイメージが教員

全体で共有できると思います。 

 また、取り組みを始めている学校から、校

務分掌に海洋教育担当を明確に置くべきでは

ないかという意見が出てきました。 

 これまでの流れから考えると、総合的な学

習の時間の担当者がそれを兼ねることが一番

オーソドックスであるように思われます。そ

の方が学校にとっても、負担なく分担できる

でしょう。しかし、海洋教育は新たな取り組

みですから、総合的な学習の時間の担当項目

の一つとして海洋教育を入れたとすると、既

存の学習に押され海洋教育が埋もれてしまう

ことになりかねません。そこで、結果として

同じ人が担ったとしても、分掌の項目に海洋

教育推進担当、海洋教育担当として別枠で打

ち出し明確に位置付けることを進めました。

新たな取り組みには、そういう細かな配慮も

必要であると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校の動きに合わせて、各先生方も取り組

みを始めており、幾つかの実践事例などの報

告も受けています。 

 東京湾側にある三浦海岸と臨海実験所の近

くの相模湾側にある荒井浜との違いを現場に

行って確認し、それぞれの特徴をまとめたと

いう事例があります。度々見ている海ですか

ら、子どもたちはそれぞれに違いがあるなと

漠然としたイメージは持っています。しかし、

実際に比較すると具体的な違いが見えてきま

す。海水浴場で有名な三浦海岸は砂浜で、荒

井浜は岩場が多くあります。そういう地形的

な特徴や生き物の特徴などを見つけ、どうい

う違いがあるかを実際に確認しました。さら

に、次に海へ行くとしたらどこの海に行きた

いかということも考えさせています。どのよ

うな目的を持って海に行くかによってどこの

海に行くかが決まります。なぜそこの海に行

くのか、目的と理由を考えさせる授業でした。 

また、「不思議いっぱい」という授業も行われ

ました。海には一日の中でもいろいろな変化

があります。 
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 写真でそれを見比べさせて、なぜこのよう

に違うのだろうかと考えさせます。潮の満ち

引きや天気などによって海の表情は違います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そうして天気の勉強につなげていきました。

また、三浦の海岸線には縞模様が見えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「あれは何だろうか」ということから始ま

って、地層の学習につなげました。三浦の海

岸には縞模様がまっすぐ横に重なっている岩

もあれば、斜めに重なっている岩もあります。

普段ならば当たり前の景色をあらためて問い

かけ見直させることによって、そこに不思議

を感じ、子どもの学びを広げていくことがで

きました。 

 また、これまで学習してきたことと海洋教

育をコラボレーションさせた授業の実践もあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これまで地域のヨットクラブと連携してシ

ーボニア海洋塾という学習を行ってきた学校

が、海洋教育に取り組むに当たって関連性を

持たせ総合的な課題として、「なぜ三浦の海は

世界一なのかな？」を掲げ、グループごとに

学習を展開し、課題の追究を行いました。グ

ループ別のテーマとしては、「生き物」「人物」

「ノーベル賞」「深海」などが出されていまし

た。「ノーベル賞」については一見海洋教育と

は外れているようにも思えますが、子どもた

ちはクラゲの研究がノーベル賞の受賞に繋が

ったことを臨海実験所での校外学習で知り、

課題にしたようです。この学習では、学んだ

ことを自分たちだけのものにとどめず、最後

に他学年のすべての子どもたちに三浦の海は

世界一であることをプレゼンテーションして
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授業を終えていました。 

 また、三浦市の教員は、北は北海道から南

は沖縄までの出身者がおり、もともと三浦の

ことを知らない教員が多くいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私はそういう教員に対して、毎年度新採用

者研修初回の講話で、「三浦を好きになってく

ださいね」と必ず言うようにしています。教

師が三浦を好きにならなければ、三浦の子ど

もたちの郷土愛を育むことなどできません。

海洋教育は、三浦市以外の出身の教員にとっ

て、三浦を知るきっかけにもなりますし、三

浦を好きになるきっかけにもなると思います。

こういう点でも、海洋教育の推進は三浦の教

育にとってメリットがあると思っています。 

 

７．三浦市だからできること 

 海洋教育の推進は、三浦市だけにとどめて

はいけないと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 立地条件だけを見て、「三浦は環境に恵まれ

ているからね」とか「海洋教育は三浦だから

できること」で終わってしまってはいけない

と思っています。三浦市が海洋教育の推進に

取り組むことになり、それをきっかけにいろ

いろなことを試行し、成果も見えつつありま

す。今後はそれを外に発信していく取り組み

を進めていかなければならないと考えていま

す。 

 湘南地区八市の教育委員会の部長会議を毎

年行っていますが、今年度は臨海実験所で開

催しました。湘南地区なので、海に近い市ば

かりですが、三浦市の取り組みを紹介し海洋

教育推進拡大の種まきをしました。 

 また、他地域の学校や教員が海洋教育に取

り組むことを支援するため情報発信していき

たいと考えています。そのため教育委員会に

問い合わせがあった場合の対応窓口を設けて

いきたいと考えています。 

 さらに、海から遠い地方の学校に対して、

学習機会をどう提供していけるかということ

も考えていきたいと思っています。設備を整

えることが必要となりますが、例えばインタ

ーネットを活用した交流授業も考えられます。

また、三浦市は、長野県須坂市と姉妹都市提

携を結んでおり、毎年夏休みに小・中学生の

宿泊交流行事を行っています。交流で三浦市

を訪れた子どもたちは海水浴などを楽しんで
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いますが、今後は海での体験として海洋教育

プログラムを組み入れて、須坂市の子どもた

ちが海洋教育に興味を持つきっかけづくりが

できないか検討しています。さらに、三浦市

は修学旅行の誘致を積極的に行っています。

三浦市での活動として海洋教育の体験プログ

ラムを作成・提供して、三浦市の長所をＰＲ

し誘致を拡大していけないかと考えています。 

 以上のようなことを総合的に進めながら、

三浦市が取り組んでいる海洋教育を全国に発

信していきたいと思っています。 

 海洋教育は、本当にワクワクする取り組み

です。話すほどに、海洋教育は深いな、広い

なと感じます。三浦市教育委員会としてさら

に学校などに情報提供し、取り組みやすい環

境づくりを進め、海洋教育の可能性を高めて

いきたいと考えています。今後も三浦市教育

委員会は海洋教育推進のためにいろいろな取

り組みに挑戦し、発信していきます。是非一

緒に海洋教育を発展させていきましょう。 
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東京大学海洋アライアンス 特任准教授 

福 島 朋 彦 

 

１．はじめに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 及川先生のご講演を大変興味深く拝聴して

おりました。特に「学校をやる気にさせるス

テップ」は、教育現場に精通した及川先生な

らではの着眼であり、私の今後の取り組みに

も、参考にさせて頂こうと思った次第です。

さて、これから私が話すのは、「学校をやる気

にさせるステップ」の前段階に相当する「国

をその気にさせるステップ」についてです。 

 本日のシンポジウムの全体テーマは「すべ

ての学校で進める海洋教育」となっておりま

す。換言すれば、いかに海洋教育を広めるか、

が検討対象ですので、ここでは実際の教育内

容ではなく、海洋教育の政策面に焦点をあて

たいと思います。具体的には台湾、カナダ、

オーストラリアを事例にして国の教育政策の

変遷を説明します。 

 なお、本講演を準備するにあたり、立正大

学の岩崎先生と海洋政策研究財団の酒井先生

から、多大なご協力を賜っております。最初

にお礼申し上げたいと思います。 

 

２．台湾における海洋教育の推進事例 

 台湾は非常に教育熱心な国です。このスラ

イドの写真は、「top 10 project」と呼ばれる科

学研究推進プロジェクトのポスターです。こ

のプロジェクトでは、例えば海洋学の場合、

北部の台湾海洋大学と南部の中山大学を拠点

にし、そこで世界の10指に入る研究を推進し

ようとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは本題の台湾の海洋教育の話に入り

ます。最初は台湾の歴史的背景の説明です。 

 島国の台湾ですから、地形からみても海と

のつながりが深かったことが容易に想像でき

ます。それに加え、17世紀にスペインが基隆

に、オランダが台南に上陸し、それぞれの港

を発展させ、交易の要所となったことで、一

層、海洋とのつながりが深くなったといわれ

ています。また天然資源が乏しいことも、交

易を盛んにさせる要因でもありました。これ

らは海に関する多様かつ実践的な知識をもつ

人材育成が必要だったことを示しています。 

 一般にどの国であっても、教育政策は最重
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要課題に掲げられると思います。しかし台湾

がユニークなのは、憲法において教育予算が

規定されていることです。憲法164条は、全体

予算のうち、中央（政府）で15％以上、省で

25％以上、市県で35％以上を教育予算に配分

するとしています。あくまでも１例ではあり

ますが、台湾の教育重視ぶりがうかがえます。 

 次に台湾の教育政策に影響を与えた出来事

について説明したいと思います。 

 最初に1949年から1987年まで続いた戒厳令

の話をします。ここでは38年間に及ぶ戒厳令

の影響を２つの側面から整理します。 

 １つは戒厳令の敷かれていた間に、教育に

関する制限があったことです。具体的には、

台湾人のアイデンティティーを教育できなか

ったのです。後述する海洋教育政策白書には、

台湾の言葉、地理、文化、歴史などを直接的

に自分たちのものとして教育できなかったと

述べられています。そのため戒厳令が解けた

後、それらの教育が一気に始まり、もともと

教育熱心だった国ですから、新しい教育プロ

グラムを作ろうという機運が出てきたのです。 

 ２つめは、戒厳令が敷かれている間、市民

は海岸に立ち入ることができなかったという

事実です。驚くべきことに、台湾の人はこの

間、磯遊びや海水浴ができなかったのです。

もちろん専業の漁師や海運業者は別ですが、

原則として、海岸は国防上の要地として警備

総司令部海防部隊に統制されていました。こ

ういう状態が38年間続いたのですから、海を

知らない父母や祖父母を持つ子どもが大勢い

ます。それに加え、学校教育の中で、内陸重

視、内陸から海を見るような発想が植え付け

られていましたので、海に対する関心が低く

なったと言われます。このように、長きにわ

たる戒厳令は、市民と海を疎遠な関係にして

しまったと言えるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 台湾の教育政策に影響を与えているもう一

つの背景として海洋産業の衰退があります。 

 1980年代後半から、台湾は、シンガポール、

韓国、メキシコなどとともに、経済を急速に

発展させ、いわゆるＮＩＥＳの一角を占めまし

た。スライドにあるように、台湾の国民総生

産は、1981年から2006年にかけて、多少はで

こぼこしていますが、順調に伸びています。 

 国民総生産が伸びているならば「水産業も

そうか」というと、そうではありません。水

産業の生産額はピークの1995年を境に落ちて

います。理由はいろいろあるでしょうが、一

つ考えられることは、1994年に国連海洋法条

約が発効し、海洋の管轄権が明確になったた

め、公海は狭まり、遠洋漁業の操業域が限定

されたことが考えられます。これを台湾漁船

が操業海域から締め出されていった、と表現

する人もいるほどです。 

 私は以前、高雄市の市会議員と話をする機

会があったのですが、多くの漁民が操業の場

を無くし、失業したことを嘆いていました。

経済発展をしていた時期なので、漁業で失業

してもほかの成長分野に移ればいいと思うか

もしれませんが、実際はそうはいきません。

伝統的な漁業を専門的に行っていただけに、

所謂つぶしが利かないので、他の職に移るこ

とが難しいのです。 

 また操業海域の問題とは異なりますが、

背景（１）

● 憲法
164条 予算に占める教育費の規定
＊ 教育は国の将来に対する投資

● 戒厳令

1949-1987（38年間）
海岸は国防上の要地
警備総司令部・海防部隊が管轄
専業漁民を除き、アクセス制限

新たな教育プログラムの機運

市民と海の疎遠な関係

● 歴史
17世紀以降通商交易の要所として繁栄
1970年代 海運の飛躍的発展
＊ 海外との協調的関係

● 教育改革
台湾の歴史、地理、言語、芸術などを
公教育に取り入れる

内陸重視思考の定着
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1990年代は、水産業でも近代化が進み、今ま

でのように、捕るだけでいい、ということで

はなく、非常に高い技術を使って市場経済を

にらみながら捕る能力・知識が求められるよ

うになりました。そうした急激な技術革新も

また、人材需給のアンバランスを生み出す要

因になりました。さらに海に親しみを持たず

に育った若者が、海洋産業に対して夢を持た

なくなったとの指摘もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 台湾政府は前述のような分析を行った結果、

2001年に「海洋白書」、2004年に「４ヶ年教育

施政骨子」、2006年に「国家海洋政策綱領」及

び政策白書」及び2007年に「海洋教育政策白

書」を矢継ぎ早に発表して、海洋に関する基

本政策の転換とともに、教育及び人材育成に

取り組むことを明らかにしました。 

 このスライドは「海洋白皮書」と書いてあ

りますが、「海洋白書」の表紙です。台湾政府

は、この白書において「わが国は海洋立国で

ある」と宣言するとともに、今後解決を図る

べき課題として、１）海洋教育の軽視が専門

人材を逼迫させていること、２）海洋作業員

の過酷な労働環境、３）海洋新産業と合わな

い旧来の教育システム、４）海洋就業者への

インセンチブ欠如、５）海洋文化の軽視、な

どを挙げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次は2006年発行の「海洋政策白書」です。 

 これにも政策を通じて海洋の発展を目指す

という意味があります。「海洋白書」と「海洋

政策白書」は共通する点が多く、続編のよう

なイメージですが、「海洋白書」は理念を中心

に書かれたもので、「海洋政策白書」は施策に

軸足を置いて書かれています。ここでは、政

策を通じて海洋発展を推し進めることを謳う

とともに、｢海洋分野の人材育成の成否は、海

洋産業・海洋研究・海洋権益の盛衰を決する

のみならず、国の経済力及び国際的な地位に

影響を及ぼす要因になりうる｣と述べて、海洋

分野の人材育成の重要性を強調しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それから５年後、また同じような名前のも

のが出てきます。「海洋教育政策白書」です。 

 前述の二つの白書は行政院研究発展考核委

員会の発行ですが、「海洋教育政策白書」は教

背景（２）

● 海洋産業（水産業）の低迷
1990年代半ばからの生産額の落ち込み

● 海洋産業の近代化
イノベーション経済へ向けて発展
ハイテク技術が求められる
市場経済を見つめた生産

＊伝統的な漁業者は潰しが利かない

若者の海洋産業離れ

人材需給のアンバランス

データ出典： 武井（2008）
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育部です。海洋教育は教育部の所管範囲のご

く一部ではありますが、初めて海洋教育の政

策が示されました。内容的には、海洋教育の

担い手、教科書の内容、働き先をどう探して

いくかということや、研究者の養成、海洋職

業人の養成、職業技術者の養成などについて

書かれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こうした背景を簡単にまとめると、台湾に

は海洋産業の低迷から脱却する必要性と教育

改革をする機運があり、教育と海洋が部分的

に連携して、海洋教育および人材育成の推進

を図りました。その結果、2007年には教科に

代わる領域横断型分野（議題）のなかに｢海洋｣

が位置付けられたのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．カナダにおける海洋教育の推進事例 

 続いてカナダにおける海洋教育の取り組み

について、東岸のノバスコシア州を例に挙げ

て話します。カナダは世界で最も長い海岸線

を持つ国ですから、海とのつながりも多様か

つ密接です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最初に背景から説明します。現在のカナダ

は多民族国家ですが、1960年代までは一言語

一文化主義を貫いていました。ところがフラ

ンス文化圏も一定の人口を占めることから、

1971年に二言語二文化主義が導入され、英語

とフランス語を並列させる政策がとられるよ

うになりました。しかしながら、せっかくの

二言語二文化主義も他の言語圏への配慮から、

1988年になるとカナダ多文化主義法が制定さ

れ、国あるいは州の政策のなかに多文化を尊

重することが義務付けられたのです。もちろ

ん教育も例外ではありません。 

 しかし、ひとくちに多文化の尊重といって

も、それは大変なことです。教育内容が格段

に増えるのですから、カリキュラムの大幅変

更も余儀なくされます。しかもカナダの憲法

では、教育を担当するのは連邦ではなく州で

す。したがって州ごとの教育に多文化を尊重

したカリキュラムが必要になり、各州が教育

改革を実施するに至ったのです。 

 一方で州ごとに多文化を尊重し、それに沿

った教育改革を実施するとなると、地域ごと

の教育に大きな幅が生じることが考えられま
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す。別の言い方をすれば地域間の教育格差、

という問題を孕むことになります。そうした

なかで各州の大臣が集まる協議会（ＣＭＥＣ）

が、国としての緩やかな方向性を打ち出すこ

とを考えました。1997年に「科学リテラシー

向上のための文書」を発表したのもその一環

で、「国全体として」科学リテラシーを高めよ

うとした結果です。国全体で科学教育の向上

に取り組む枠組みができると、大西洋のノバ

スコシア、ニューブランズウィック、ニュー

ファンドランド・ラブラドール、プリンスエ

ドワードアイランド州からなる大西洋教育・

訓練閣僚協議会（ＣＡＭＥＴ）が「大西洋科学

教育カリキュラム基金」を創設し、科学教育

カリキュラムの再編へ乗り出しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に海洋分野の話をします。この時期の海

洋に関する重要な出来事といえば1996年に世

界初の海洋基本法である「カナダ海洋法」が

制定されたことです。同法では持続可能な発

展、統合的な管理、予防的アプローチの三つ

を軸とした基本的な方針と施策が示されてい

ます。当然ながら施策を実行する人材の育成

も必要でした。連邦政府は、同法に沿った取

組みの具体化と実施に関する中心的な役割を

漁業海洋省（DFO)に委ねました。さらにそ

のなかの人材育成については、同省に併設す

るベッドフォード海洋研究所が協力すること

となりました。こうして海洋研究者が海洋人

材育成のためのカリキュラムつくりを目指す

体制が整ったのです。さらに1998年は国際海

洋年という節目にあたりましたので海洋に関

する行動を起こす好機となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国際海洋年を迎えた年、前述のＣＡＭＥＴは

積極的に科学教育に取り組む方向性を打ち出

していました。そのなかでもノバスコシア州

は海洋を使った科学教育に取り組もうとし、

ＤＦＯに科学カリキュラムつくりの協力を求

めています。ＤＦＯには先に述べた事情があっ

たので、それに応じ、ベットフォード海洋研

究所の海洋研究者、州政府の教育関係者そし

て漁業関係者が１つのテーブル上で海洋教育

について話し合うことになりました。その甲

斐もあって、1998年、ノバスコシア州には高

校生を対象にOceans 11という科目が生まれ

たのです。 

 これらの流れから、科学教育の推進という

突破口がまずあって、そこに海洋教育が重な

る形でOceans11に漕ぎ着けたというプロセ

スがうかがえます。 

  

● 多民族国家
1971 2言語2文化主義
1988 カナダ多文化主義法
( Canadian Multiculturalism Act )

● 州教育の重要な分岐点
教育に関する新政策
教育の新プログラム

国をあげての教育改革の
機運が生まれる

● カナダ憲法
93条 教育に関する州の専属的立法権

● 国の統一性/教育格差是正
1967 カナダ大臣協議会（CMEC)
(Council of Ministers of Education, Canada)

1997 科学リテラシー向上のための文書
The pan-Canadian Common Framework of 
Science learning Outcomes K to 12 

国全体で科学教育の向上に
取り組む枠組み

背景（１）

● カナダ海洋法 1996 
(Canada’s Ocean Act)

持続可能な発展 / 統合的管理 /
予防的アプローチ

● 海洋人材の育成

連邦 漁業海洋省（DFO)
Department of Fisheries and Oceans

ベットフォード海洋研究所 (BIO)
Bedford Institute of Oceanography

海洋人材育成の機運が生
まれる

● 国際海洋年 1998
（International Years of Ocean）

海に関する行動の契機

背景（２）
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４．豪州における海洋教育の推進事例 

 オーストラリアは、資料にもよりますが、

世界で２位といわれる広大な排他的経済水域

をもつ国です。世界一のサンゴ礁であるグレ

ートバリアリーフをはじめ豊かな海洋環境が

広がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 オーストラリアにもカナダと同様の社会背

景がありました。1970年までは白豪主義が掲

げられ、移民は白人に限定するなどの政策が

とられていましたが、今では多文化国家・多

文化主義が国是となっています。 

 憲法も、カナダと同様、教育の権限が州に

あることを謳っています。したがって教育格

差に関する懸念も同様です。そうしたなかで、

1989年に「教育の国家目標をもつことが州ご

との協働を促す」としたホバート宣言が採択

され、州ごとに独立していた教育をゆるやか

にまとめる動きが起きました。その結果、国

家カリキュラムの萌芽でもある「全国共通の

８主要学習領域」が制定されたのです。 

 また1990年代には経済分野から教育に関す

る言及がありました。すなわち、1994年に当

時のキーティング首相が「経済の低迷は教育

のリテラシー不足によって起きる」及び「経

済分野を発展させるためには教育をもっと充

実させなければいけない」と述べ、国家経済

の活性化を念頭に置いて教育への取り組みを

促しました。これが契機になり、教育の実態

把握を目的とするリテラシー（読み書き）に

関する全国統一試験が行われ、懸念していた

教育格差が明らかになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1990年代には、教育に関連するもう一つの

動きがありました。1997年、当時のロバート・

ヒル環境大臣が「環境教育の必要性について

諮問し、２年後の1999年にオーストラリア環

境教育協会は、「今日が明日を形成する－持続

可能な未来のために－」という答申を出した

のです。環境教育協会が出す答申ですから、

環境教育の必要性を訴えるものでしたが、当

然ながら、一定の重みをもって受け止められ

ました。 

 一方教育の分野では、ホバート宣言から10

年後の1999年に、アデレート宣言が採択され、

８つの教育項目に関する具体目標が設置され

３．オーストラリアにおける海洋教育事情

豪州の背景（１）

● 国是
多文化国家・多文化主義

● 憲法
州（準州）ごとに教育を管轄

● ホバート宣言（1989）
(Hobart Declaration on schooling)

８つの主要学習領域
（Key Leaning Areas; KLA)

芸術、 英語、 健康と身体に関する教育、
英語以外の言語、 数学、 科学、 技術、
社会と環境に関する学習

National Curriculum の萌芽

● 経済政策
キーティング首相 （1994）
低迷する国家経済と子どもたちのリテラ
シーに相関がある
（Working Nation; Policies and Programs)

全国統一英語試験 (1996)
全国統一学力試験 (1999)
（リテラシー、ニューメラシー、科学、シチズンシップ、

ICT)

国内の教育格差が明確に

経済分野も教育の重要性を
言及
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ました。そこには「自然環境に深く携わる者

としての理解と自然への関心を持ち、生態系

の安定した発展に寄与し得る知識と技術を具

備すること」が明記されました。このように

して環境教育を介して、環境行政と教育行政

に接点が生まれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上の経緯を経て、2010年には国家カリキ

ュラムが完成しました。ここには「海」は独

立してとりあげられませんでしたが、初等教

育及び前期中等教育の｢持続可能性｣の授業の

一環として、後期中等教育の授業では｢科学」

の素材の一部として、扱われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．わが国の海洋教育推進事情 

 諸外国の事例に続いて、日本の海洋教育の

状況を簡単に追ってみたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 わが国では2007年に海洋基本法が成立し、

翌年に海洋基本計画が閣議決定されました。

教育・人材育成に関しては、海洋基本法28条

１項と２項に、それぞれ「国民全体が海に親

しむこと」及び「海洋に関する政策課題に対

応できる人材を育成すること」が述べられて

います。海洋基本計画には「海洋へ関心を高

める措置」、「次世代の青少年に海洋を理解さ

せる」及び「新たな海洋立国を支える人材」

が言及されています。 

 海洋基本法の背景には、国連海洋法条約や

アジェンダ21などの国際約束があったこと、

それに加えて経団連、日本沿岸域学会、日本

財団及び海洋政策研究財団などによる海洋へ

の取り組みに関する提言が相次いだこと、さ

らに資源小国だといわれていたわが国にも海

底熱水鉱床やメタンハイドレートなどの資源

開発の期待されるようになったこと、などが

大きな要因だと思います。それら以外にも竹

島、尖閣諸島、北方領土において事件が頻発

したり、近隣国による沖ノ鳥島の権益に関す

る否定的な発言なども国民の気持ちを高ぶら

せ、海への関心を高めたと思います。 

 海洋基本法や海洋基本計画が政府の海洋教

育への取り組みを明記したことにより、改訂

時期にあった学習指導要領にも、「海に囲まれ

た日本の国土を理解させる」「わが国の海洋国

家としての特徴を取り上げさせる」（中学社会

豪州の背景（２）

● 環境政策
【諮問 1997】
ロバート・ヒル環境遺産大臣
「豪の環境教育の必要性」

【答申1999】
豪環境教育協会（AAEE) 
「今日が明日を形成する

-持続可能な未来のために-」

環境教育の重要性が高まる

● アデレート宣言1999
（ホバート宣言の続き）

教育に関する全国共通目標（８つ）設定

（関係する目標）

自然環境に深く携わる者としての理解と自然へ
の関心を持ち、生態系の安定した発展に寄与し
得る知識と技術を具備すること

環境教育を（も）推進する教育
行政の方針が明確化

●豪州海洋教育協会
MESA ( Marine Education Society of 
Australia)
環境教育の一部に入るための画策

カナダの事情カナダの事情

豪州憲法 豪州国是

教育格差

ホバート宣言

アデレート宣言

教育制度・内容の統一化の動き

全国共通の
達成目標の設定

環
境
政
策

環境大臣
ロバートヒル

環境教育
協会

（AAEE)

国家活動計画
「持続可能な未来の
ための環境教育」

海洋教育協会
（MESA)

2010年
National Curriculum

Education Reform Agenda

National Curriculum 作成の動き

？

オーストラリアの事情

経
済
政
策

首相
キーテｲﾝｸﾞ

機能する国家；
政策とプログラム

リテラシー
の重要性
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科）や「大気の動きと海洋の影響」（中学理科）

が新たに追加されました。これを一定の影響

としてとらえることもできますが、逆に不十

分、ととらえた報告も少なくありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．まとめ 

 台湾の場合は海洋産業の人材育成という切

実な目的があり、それが契機になって領域横

断分野のなかで「海洋」が位置づけられまし

た。カナダでは多文化主義法に端を発する教

育改革の一環としての科学教育の推進があり、

それに合わせるように海洋教育が導入されま

した。またオーストラリアでは経済分野や環

境分野からの教育への言及があり、そのなか

において海が教育素材の一つとしてとり上げ

られています。いずれにしても政策上の明確

な突破口があり、そこから教育現場まで一挙

に進展したと思います。 

 これに対して日本は、漁業、資源開発、海

洋科学、国際約束、環境保全、海域利用、海

洋産業などの多様な切り口は存在しますが、

それらの課題に明確な優先順位はなく、換言

すれば、すべてが重要課題でもあります。逆

に言えば、停滞している課題を一気に突き抜

けるような突破口はありません。したがって

海洋教育を推進しようにも、多面的な検討が

必要になり、そのために長い時間が費やされ

ることも自明です。このように表現すると、

如何にも効率が悪いように聞こえますが、そ

れは日本の政策・行政の頑強性を表す長所だ

と考えます。ですから、わが国ではさまざま

なバックグラウンドを丁寧にひもとき、議論

して、最終的には理念の共有を図っていくこ

とが重要だと思います。成果を求めるあまり

に、理念の共有もないままに海洋教育を進め

ることには、むしろ危うささえ感じます。 
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総合的な学習の時間における海洋教育 

 

文部科学省 初等中等教育局教科調査官（生活・総合担当） 

田 村   学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私の担当は生活科と総合的な学習の時間で

すが、今日は主に話題になっている総合的な

学習の時間を中心にお話しします。 

 生活科では、低学年の１～２年生に、主に

具体的な活動や体験を通して学んでいく授業

をしていきます。平成元年の指導要領に初め

て位置付いたもので、そのころから学習が始

まり、平成４年に全国で全面的に実施されま

した。そのときの小学校１年生が今は27歳く

らいとなっているので、ご経験された方とそ

うでない方がいらっしゃると思います。栽培

活動をしたり生き物を育てたり、自分たちが

調べたり探検してきたことを友達に紹介し合

ったり、ICTを使って友達に自分のことを伝

えたり、実際に図を描いたり絵にしたりとい

った表現活動を行います。学年の発達ととも

に、文字言語を使いながら自分の考えを伝え

るようになっていくのが生活科の授業です。 

 ３年生以降には総合的な学びの時間として、

総合的な学習の時間が現在行われています。

特徴は、体験的な学習をしていくことですが、

ただ体験をするわけではなく、その体験の中

で子どもたちがさまざま感じた課題・疑問と

いったものを解決していくことを目指します。

そのために文献で調べたり、インタビューや

調査活動をしながら情報収集をし、得られた

情報を整理・分析したりしながら、お互いに

考えを確かなものとして深めていくという学

習を展開していきます。その結果、自ら感じ

たこと考えたことを整理してまとめ、他者に

分かりやすく伝えます。あるいはその結果新

たな課題が生まれてきて、また追求をしてい

くという学習の時間を展開しています。 

 小学校だけではなく、中学校、高等学校ま

で総合的な学習の時間が行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 もちろん学年が上がるに従って、より高度

な学習をしたり、さまざまな地域の人と連携

した学習が展開されています。中学校、高等

学校くらいになってくると、より社会に参画

するような学習が展開されています。そんな

中、子どもたちが非常に真剣に集中し、本気

になって学んでいる姿が全国の多くの学校で

見られるようになっています。 
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１．学習指導要領の変遷と実施スケジュール 

 学習指導要領はおよそ10年刻みに改訂され

てきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 総合的な学習の時間は、平成10年の学習指

導要領改訂で現在の教育課程に位置付くこと

になります。今回の改訂は、これに引き続く

平成20年の改訂で、このたびも総合的な学習

の時間はこれまでと同様、教育課程上に位置

付いています。 

 現在の学習指導要領はご覧のようなスケジ

ュールで動いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成20年に改訂されましたが、幼稚園、小

学校、中学校、高等学校でそれぞれ教科書や

準備の時間があるため、全面的に実施するま

での移行期間等を経ながら、現在は図の赤線

部分にいるわけです。 

２．総合的な学習の時間 

 ではこの平成20年の学習指導要領において、

総合的な学習の時間はどういう位置付けにあ

るのでしょうか。小学校３～４年生において

は70時間、週２コマ２時間ということになり

ます。中学校１年生が50時間、中学校２～３

年生が70時間です。高等学校では３年間で３

～６単位と定められており、仮に３単位とす

れば１学年１単位（35時間）という範囲で各

学校が設定しています。 

 総合的な学習の時間には、「横断的・総合的

な学習や探究的な学習を通して、自ら課題を

見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断

し、よりよく問題を解決する資質や能力を育

成するとともに、学び方やものの考え方を身

に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創

造的、協同的に取り組む態度を育て、自己の

生き方を考えることができるようにする」と

いう目標があります。大きな目標ですが、五

つに分けると、少し分析できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新しい言葉として、「探究的」を強調して入

れています。総合的な学習の時間の一つの特

徴は、探究的に学ぶことだと言えるわけです。 

 そこで、探究のイメージとして、右肩上が

りのスパイラルなイメージ図を提供し、各学

校で取り組んでいただいています。 
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 まず、子どもたちが身の回りの問題の中か

ら課題を見つけます。それを基に、課題の設

定、情報収集、整理・分析、まとめ・表現と

いったプロセスを経て、最終的にはまた新た

な課題を更新しながら学び続けるという学習

を、ぜひ全国の学校で展開していただきたい

と考えています。 

 総合的な学習の時間にはもう一つ大きな特

徴があります。それは指導要領上で、各学校

において目標や内容を定めると明確に規定し

ていることです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例えば国語や算数といった教科では、学ぶ

内容が指導要領というナショナルスタンダー

ドで明確に規定されています。例えば算数の

掛け算は、北海道から沖縄までどの学校でも

小学校２年生で勉強するわけです。それに対

し、総合的な学習の時間は「各学校において

目標や内容を定める」とされているという、

はっきりしたカリキュラム上の大きな違いが

あります。 

 

３．総合的な学習の時間の指導計画 

 従って、各学校では、特に目標や内容、資

質・能力・態度を明確に定めることがおのず

と必要になってきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校の目標をより具体的に分析したものが

資質・能力・態度ということになりますし、

それぞれの学校がどういったことを学ぶかと

いうものが内容です。少し違う言い方をすれ

ば、内容とは「何を学ぶか」に当たりますし、

資質・能力・態度とは「どのように学ぶか」

と考えていただくといいかと思います。つま

り、「何を学ぶか」と「どのように学ぶか」の

両者によって、子どもたちの学習活動のまと

まり、すなわち単元が構成されるのです。例

えば海に関する環境について学ぶとき、さま

ざまな表現活動を入れたり、人とのかかわり

を増やしていくと、問題解決の一つのまとま

りができるというわけです。こう考えていた

だくと、それぞれの教科と総合的な学習の時

間の違いが見えてくるのではないかと思いま

す。 

 既存の教科に対しては、国がナショナルス

タンダードとしての教科目標を示し、学年の
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目標も示し、各教科の内容も明確に規定し、

そのための評価の在り方にも指針を示してい

ます。一方、総合的な学習の時間は、国が第

一の目標として総合的な学習の時間の目標を

示しはするものの、そこから先は各学校が設

定するという形になっています。ただし、何

をしてもいいということではなく、資質・能

力・態度や内容についておよその方向性は示

しています。 

 

４．学校教育における海洋教育 

 従って、話題の海洋教育は、特に内容、「何

を学ぶか」が非常に重要です。海に関する自

然や植生も入ってくるでしょうし、あるいは

海に関するさまざまな経済活動もあるかもし

れませんし、海に関する環境学習も入ってく

るかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 この内容については、およそ横断的・総合

的な学習の時間としての性格を持ち、探求的

に学習することがふさわしく、そこでの学習

や気づきが自己の生き方を考えることに結び

付いていくようなものを、各学校で考えてい

ただきたいと思います。また、教育課程には

理科や社会といった教科もありますので、こ

こともうまく連続させ、関連させながら、海

洋教育を充実・発展させていくことが可能で

しょう。「21世紀の海洋教育に関するグランド

デザイン」も作成したので、ぜひご参考にし

てください。
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海に学ぶ若者たちと共に 水産・海洋系高等学校との連携 

 

文部科学省 初等中等教育局教科調査官（水産担当） 

瀧 田 雅 樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今日は大きく分けて３点についてお話しし

ます。まず水産・海洋教育を実施している学

校を知っていただき、次に各学校の取り組み

をご紹介し、最後に水産・海洋系高校が海洋

教育にどのように協力できるか考えます。 

 

１．水産・海洋系高校とは 

 水産・海洋系高校とは、水産教育をしてい

る学校です。高校としては唯一、海などを扱

っている学校で、職業人としての人材を育て

るという位置付けになっています。将来の水

産・海洋のスペシャリストや地域の産業の担

い手を育てる、豊かな職業人の育成をするこ

とが大きなポイントです。 

 目標として、水産や海洋の各分野における

基礎的・基本的な知識と技術を習得させるこ

とを掲げ、それに向けた教育を実施していま

す。職業に関する教育なので、当然のことな

がら現場に行って活躍できる人材を育てるこ

とを大きなテーマとしています。分野として

は、海洋漁業、海洋工学、情報通信、資源増

殖、水産食品、そのほかの水産や海洋に関す

ることを学びます。 

 

２．水産教育とは 

 水産教育とは、海、水産物、船を素材とす

る教育であると言えます。新しい学習指導要

領は、食・環境・資源管理をキーワードにし

て改訂されました。海洋基本法と一致する点

もあるかもしれませんが、海を愛し、海に学

び、海を護る教育をするというテーマを、全

国の水産高等学校長協会で挙げています。 

 水産教育の特色は、まず現場に行って活躍

できる人材を育てるため、資格取得の勉強を

多くしていることです。例えばダイビングの

教育、船員の教育、そのほか各種の資格取得

など、現場に行ったときに活躍できるような

ものを幾つも取っています。また、資格取得

の中でも船は大きなテーマになっているため、

実習船の教育もしています。これは資格取得

という性格だけでなく、海を愛するというこ

とが間違いなく身に付きます。知識や技術は

もちろんのこと、魚を捕ったり、あるいは海

自身を知ることにもつながりますし、海の上

での生活を知ったり、産業としてどういうも

のが必要なのかということも身に付けること

ができます。さらに、豊かな人間性や実学的

な教育、総合的な教育が行われています。 

 そのほか、例えば外地に寄港するというこ

とでの国際交流、あるいは海を通していろい

ろな環境を学ぶという環境教育もできます。

食品の安全・安心に関する教育も大きなテー

マです。 
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３．海洋基本法と水産教育 

 海洋基本法と水産教育はどのような点で結

び付くのでしょうか。20条「海上輸送の確保」

にかかわることとして、船員の育成および確

保があります。これは基本的には国土交通省

の部分に当たりますが、水産高校でも船乗り

を育てています。24条「海洋産業の振興及び

国際競争力の強化」に関することとしては、

人材の育成および確保を担っています。28条

「海洋に関する国民の理解の増進等」に関す

ることとしては、海洋に関する教育の推進、

海洋に関するレクリエーションの普及が行わ

れています。 

 

４．水産・海洋系高校の現状 

 学校基本調査によれば、水産・海洋系高校

は現在42校あります。ピーク時の昭和45年ご

ろは56校ほどありましたが、今は減っていま

す。原因の一つは、ピーク時には13校あった

北海道の学校が今は３校しかないことなので

はないかと考えています。また、全高校生の

うち、水産高校で学ぶ生徒は0.3％です。生徒

数は減っているのですが、割合は平成元年ご

ろから全く変わっていません。 

 校長会に加盟している全国の水産高校46校

の名称を調べてみると、「水産」という名前が

付いているのは17校、「海洋」という名前が付

いているのが８校でした。水産や海洋をして

いることが名前からは分からない学校も16校

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 水産高校の実習船は、現在30隻あります。

500トンを超す大きな船が約10隻です。また、

マグロの実習をすることが多いので、15隻が

500トン未満です。小回りの利く小さい船も５

隻ほどあります。水産高校の実習船はすべて

第三種漁船ということで、漁船登録をしてあ

ります。 

 

５．水産・海洋系高校のさまざまな取り組み 

 海洋基本法にかかわることとしては、水産

振興、魚食普及、海の環境保全、海洋振興が

水産・海洋系高校で行われています。例えば、

蟹工船は水産高校の船からスタートしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 シーチキンの缶詰にも水産高校が絡んでい

たようです。 
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 エチゼンクラゲを資源にして使う試みも水

産高校で行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域の産業に協力するような、あまり売れ

ない戻り鮭を使った製品開発も行われていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 震災前の岩手県では、海で邪魔になってし

まっているようなすじめの製品開発が行われ

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 震災後は、塩を使ってものをつくろうとし

ているところもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 食育への貢献として、学校給食に水産高校

の生徒が一枚かんでいるケースもあります。 
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 環境保全に関連することとしては、海をき

れいにするいろいろな試みがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小浜水産高校では、「アマモマーメードプロ

ジェクト」が、市民活動に絡めた大きなプロ

ジェクトとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 海の日などには海洋振興ということで、海

を使って遊ぶ試みもしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上のような活動が評価を受け、海洋立国

推進功労者表彰を４年連続で水産・海洋系高

校がいただいた例もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 水産・海洋高校においては、地域から必要

とされることが学校としての使命です。また、

海洋の充実と水産教育の充実を図っていかな

ければいけません。職業教育だったので、地

域の人材を学校で活用しようという動きは今

までもあったのですが、今回の学習指導要領

の改訂では、逆に学校の教育力を地域に還元

することが位置付けられています。具体的に

は、学校の施設・設備を地域に開放したり、

生徒が自ら学んだ成果や専門性を出前授業な

どによって発信することなどが考えられてい

ます。これは小学校や中学校と連携したり、

双方の教育活動に位置付けられたものでなけ

れば、なかなかうまくいかないでしょう。組
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織や教育課程にきちんと位置付けたものでな

ければ、単発で終わってしまうという心配は

あるかと思うので、そこに配慮しながら進め

る必要があります。 

 実際の例をご紹介します。小学校に対する

協力として、「アマモマーメードプロジェクト」

では、高校生が小学校の生徒に教えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、資源を増やために放流活動をしたり、

地域の産業や高校生がやっている実習を体験

してもらう出前授業を行っている例もありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中学校の行事に高校が協力する活動も見ら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このような形で水産高校をうまく使ってい

ただきたいと思います。学問としての素晴ら

しさを持つ研究機関と、産業の素晴らしさを

持つ漁協の間に入るような部分に、教育と産

業を担っている水産・海洋系高校が位置して

いると言えると考えています。
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海洋教育のグランドデザイン 

 

 武蔵野市教育長 

 前・東京大学海洋教育促進研究センター上席主幹研究員 

宮 崎 活 志 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私は、今日、よく話題になっていたグラン

ドデザインをご紹介します。これは比較的早

く、海洋教育の一つの在り方を具体化して示

したものです。 

 

１．海洋教育の定義 

 グランドデザインの前に当たる活動として、

平成20年２月に海洋政策研究財団が進めた

「小学校における海洋教育の普及推進に関す

る提言」が作られたとき、海洋教育の定義を

定めました。当時は佐藤学先生が委員長をな

さっており、私も委員の一人でした。そうし

て、海洋教育とは海洋と人間の関係について

国民の理解を深めていくのだと定義されまし

た。つまり、海と人間のかかわりとは何かと

いう理解を進めていくものなのです。また、

海洋環境の保全を図りながら国際的な理解に

立った平和的かつ持続可能な海洋の開発と利

用を可能にする知識、技能、思考力、判断力、

表現力を持つ人間を育てようともしています。 

２．海洋教育のコンセプト 

 こうした基本的な定義に基づいて、進める

学習の内容が書かれています。及川先生から

も、学校が総合的な計画を立てたというお話

で真ん中に置いていただいていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「海に親しむ」が全体を包んでいて、その

中に「海を知る」があります。さらにその中

に「海を守る」「海を利用する」が、海との学

習的関係で言及されており、それぞれに具体

的な狙いが定められています。 

 ここでは真ん中にある核が非常に大事です。

これらのすべての学習的なかかわりの中核に

あるものが「海と人との共生」なのです。少

なくとも日本に生まれてこれから生きていく

子どもたちも含めて、われわれは、海と共生

関係を持たなくては絶対に存在することがで

きません。このことが中核に置かれているの

です。 

 中核以外の四つを四隅に置き、真ん中に海

洋教育の内容を12にカテゴリー分けしました。 
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 これは中学校のグランドデザインから出し

たものです。酒井先生から、アンケートで「学

ぶべきこと」を、12分野を中心に書いたとお

話がありましたが、それがこれなのです。見

てみると、学校であまり触れていないものも

たくさんあります。例えばレジャー・スポー

ツ、文化・芸術、歴史・民俗、管理などです。 

 カテゴリー化された学習内容を実際に学校

でどのように進めるかと考えるとき、グラン

ドデザインの中に作られている内容系統表が

役立ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 横軸に学年、縦軸に「海に親しむ」「海を知

る」「海を守る」「海を利用する」を取ります。

例えばここでは、１学年の内容で「海に親し

む」という学習の狙いに対し、「Ａ．生活・健

康・安全」にかかわるものとして「(1)都道府

県と海とのかかわり」を社会科で扱うと書か

れています。そうすると、総合的な学習の時

間ではなくても、例えば社会科を扱う際、先

生方に「これは海の教育である」と自覚して

もらえます。そうすると、通常行われる社会

科の授業が海洋教育の色彩、教育的意義を持

ってきます。 

 これを具体的に展開すると、例えば単元の

狙いはこうして学習を進めると決め、海をキ

ーワードに「海とのかかわり」という視点で

まとめてみようと単元計画が立ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウェービングの形で、海に関するものを例

えば沖縄県というフィールドで子どもたちが

調べ、気づいたことを話し合ったりまとめた

りして、子どもたちが自分で主体的に思考判

断、表現していくような活動として展開して

もらうことができます。 

 海洋教育を進めるに当たっては、まず子ど

もたちと海との共生を究極的に目指す、海と

のかかわりをつくり出していく教育の一部と

して行われるということを明確に意識してい

ただくことが極めて重要です。
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座談会「学校の中に海洋教育をどう位置付けるのか」 

 

田 村   学 

瀧 田 雅 樹 

宮 崎 活 志 

司会 河 野 麻沙美 

 

河野 ３人の先生方にご報告いただきました

「すべての学校で進める海洋教育」という本

日のテーマに、二つのトピックからアプロー

チしていきたいと思います。 

 まずトピックの一つ目は、「さまざまな地域

の学校での海洋教育をどのように進めていく

のか」を題に実践事例などを交えてお話をい

ただきます。 

 

瀧田 海洋教育と大上段に構えるとなかなか

難しい部分があるかと思いますが、水産高校

は今、環境教育と交えて、海の環境保護とい

う分野で、小中学校の総合的な学習の時間で

いろいろな教育にかかわっています。宮崎先

生のお話では「海と人との共生」に当たるの

でしょうか。荒れている海を守っていこうと

いう考え方で活動しています。それから、こ

れも「海と人との共生」に当たるのかもしれ

ませんが、放流活動も行っています。最初か

ら育てていくことができればもっと教育的効

果があるのかもしれませんが、それにはかな

りの時間を要するので、水産高校が育てた魚

を放流してもらうことによって、命や資源を

知ってもらっています。また、小学校５年生

くらいに行う産業にかかわることとして、地

域の産業を知ってもらう中で、水産高校の教

育力を生かすことが可能なのではないかと感

じています。 

 小中学校側からすればいい迷惑なのかもし

れないのかもしれませんが、水産高校には教

育ができる海のスペシャリストがいるので、

それを使っていただける機会なのではないか

と感じています。学校側も、それを通じて自

分たちが学んだことを明確にしていくことが

できるという良さがあると思っています。い

ろいろと実践されている学校の話を聞くと、

子どもたちが学ぶことの大切さを高校生も知

ることができるという話がありました。 

 別の例としては、小中学校の技術家庭科で

も、例えば農作物を作ったり魚を育てるとい

う内容を教育活動に入れ、実際に中学校と連

携して活動している学校もあります。 

 

田村 ここのテーマにあるように、「すべての

学校で」という話を考えたときに、教育課程

の話では大きく二つのアプローチがあると思

います。 

 一つは、ナショナルスタンダードとして、

例えば日本全国どの学校もこの内容を扱うと

いう教科のイメージを持っていただければい

いでしょう。一方、総合的な学習の時間は各

学校におけるものなので、スクールスタンダ

ードという言い方ができます。学校において

地域の特色や子どもたちの興味関心を生かす

ことになりますから、北海道の学校や沖縄の

学校、海が近い学校と山間部の学校でも違い

が出てくるでしょう。 

 ナショナルスタンダードとしての教科に、

海に関するさまざまな事物・現象が入ってく

れば、それはすべての学校が扱う可能性があ



134 座談会「学校の中に海洋教育をどう位置付けるのか」 

ります。しかしながら、教科の中でも、その

規定の度合いに若干の違いがあるのです。私

が担当している生活科は、「地域を扱いましょ

う」「自然を扱いましょう」と言っているもの

の、絶対これでなければならないということ

はなく、学校の特色を生かす教科になってい

ます。従って、例えば海に近い小学校の低学

年は、生活科で海の生き物を扱ったり、海の

自然物を使うことが十分あり得ます。あるい

は海で働いている人と出会ったり、海にはど

んな仕事があるのかなと出かけたりするでし

ょう。しかしながら、ほかの教科ではまたこ

の扱いに若干違いが出るので、生活科で必ず

全国どの学校も海を扱うかというと、そうで

ないところもあるのです。 

 一方、総合的な学習の時間はスクールスタ

ンダードなので、必ずしも海を扱わねばなら

ないわけではありません。しかしながら、海

がとても近い学校の子どもたちにしてみれば、

日常の生活にさまざまな暮らしの関係が出て

きますから、きっと扱った方がいいと思いま

す。わざわざ山間部の問題を取り上げるより

も、その方が非常にリアリティがあるし、子

どもにとっても課題意識が高いでしょう。 

 具体的に私がこれまで見てきたような取り

組みでは、小学生では生き物や自然を扱う例

が多いです。広島の高見小学校、三高小学校、

あるいは神奈川のまなづる小学校では、そこ

の海に生きている生き物や植生を調べる取り

組みをしていました。横浜のある小学校は、

水族館と連携を取りながら、自分たちの教室

で頑張ってクラゲを飼ってみたいとチャレン

ジしていました。 

 別の特色として、そこの海に関する暮らし

や産業とのかかわりの中で取り組んだ例があ

ります。海にはいろいろな産業がかかわると

思いますが、例えば徳島県の小学校では、川

から海に出ていくリバークルーズをして、レ

ジャー産業や観光産業に結び付いていくもの

をターゲットにしながら学んでいました。あ

るいは、海に関するさまざまな食育や食に関

する産業を取り上げた例は、島根の小学校で

見られました。ものづくりという分野で、自

分たちで乗れる船を造ろうとチャレンジした

学校もありました。海洋汚染の中でもゴミの

問題に目を向けながら子どもたちが問題解決

にチャレンジしている事例もありました。 

 海洋に関する問題は、実は非常に幅広く総

合的な学習の時間で扱える可能性があります。

ただ、すべての学校でということが重視され

る上では、非常に立地条件がいい海沿いの学

校の子どもたちとそうでないところの子ども

たちで、どのような扱いの違いが出るかとい

うことは、今後考えなければいけないと思い

ます。加えて、まさに小中連携、中高連携、

小高連携では、総合的な学習の時間が非常に

関係深く出てくる可能性があるのではないか

と思います。 

 

宮崎 海が近くにあるかどうかは海洋教育を

進める際の大きな条件になっています。調査

結果でもそう出ていました。それをどのよう

に考えていけば、海洋教育がすべての学校で

行えるようになるか。 

 私は今、武蔵野市で学校教育や生涯学習な

ども進めているのですが、武蔵野市には公立

の幼稚園がなく、全部私立にお願いしていま

す。その中に大変面白い取り組みをしている

私立の幼稚園があります。そこは毎年夏場に、

紙などで船を作り、校庭にプールを設置して

浮かべます。３歳、４歳、５歳と毎年やって

いくので、最初のうちは「これは果たして船

なのか」と思うようなものができては沈んで

いくのですが、次第に形を成していくことが

分かります。それが海洋教育といえるかどう

かは分かりませんが、少なくとも幼児のとき
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から海洋教育の芽生えのようなものが生まれ

てきている事例を見たことがあります。 

 それから、海洋教育でない事例を挙げるの

はあまりいいことではないかもしれませんが、

宇宙教育というものがあります。海洋基本法

と同じように、宇宙基本法も平成20年に施行

しており、その精神にのっとって進めている

ものがあります。杉並のある小学校では宇宙

教育をしているのですが、何をやっていると

思いますか。体力づくりなのです。驚きます

よね。宇宙飛行士と同じトレーニングを行い、

体力の可能性を引き出すような教育をしてい

ます。 

 いろいろな教育を進めるときには、それが

最終的に何を目的とした教育なのかというこ

とが大事だと思うのです。ですから、海洋教

育を進めるに当たって、「海と人との共生」を

つくり出していくには、子どもたちが海と自

分との関係性をしっかり育てていける教育が

行われることが重要です。いろいろな素材が

あっていいと思いますが、すべての学校で目

標をきちんと持った教育がされたらいいなと

いう夢を持っています。 

 田村先生はプレゼンで、総合的な学習の時

間で何を学ぶか、どのように学ぶかが大事だ

とおっしゃいました。何を学ぶかということ

には海洋の題材を設定していくのだと思いま

すが、どのように学ぶかということで、先生

がこれまでご覧になった海洋教育とカテゴリ

ー化できるような総合的な学習の時間や生活

科などのよい事例はありませんか。海と子ど

もたちの関係性を大切にする上で役立つよう

なものがあれば、教えてください。 

 瀧田先生にも質問があります。水産・海洋

系高校が海のスペシャリストのいる学校とし

て、海洋教育の中で大きなセンター的役割を

果たしていただくことが大事だと私は思って

いるのですが、水産・海洋系高校は海のある

県に多くあります。ただ、栃木県立馬頭高校

には、淡水魚の養殖などを中心にした水産科

があります。海のない県に、水産科や水産・

海洋系高校がこれまで蓄えてきた海の教育の

ノウハウをどのようにして提供できるでしょ

うか。 

 

河野 海の近さ、海からの距離という要件を

どのように捉えて海洋教育を全国的に考えて

いけばよいでしょうか。また、三浦市でも、

海洋教育という枠が入ることで見えてきた教

育発展のポテンシャルがあったかと思います。

水産科の先生は内容を進めてこられ、総合の

先生方はその内容を学校に任せながら方法や

方向性を示されるお立場です。それぞれ田村

先生と瀧田先生のご専門のお立場から、海洋

教育の可能性や課題、展望についてお話しい

ただけるでしょうか。 

 

田村 日本のカリキュラムがどうあり、今後

どうなっていくかというところにつながる大

きな話だと思います。つまり「何を」を規定

するということは、コンテンツを中心とした

カリキュラムを作ろうという話です。日本の

カリキュラムは比較的そのようになっていま

したが、知識をベースとしたカリキュラムは、

知識もどんどん変容していくし、時代ととも

に膨大な量になっていくため、変わっていく

のではないかという、大きな国際的な流れが

あります。もう一方に、領域特殊なものでは

なく、どこにでも通用するようなコンピテン

シーとしての能力をベースとしたカリキュラ

ムを作っていく必要があるのではないかとい

う考えがあります。以上の二つが大きな世界

の流れとしてあるように思います。日本のカ

リキュラムも、こんな方向を目指すことが必

要ではないかという議論がさんざんされてい

ます。そういう意味では、総合的な学習の時
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間は、扱う対象は学校で違ってもいいけれど

も、先ほどご紹介したような能力を育ててい

こうという話になっています。そうすると、

山中の森林産業が盛んなところではそういっ

たものを使えるし、海が近いところでは海洋

の環境を扱うことがあり得ます。 

 ですから、海洋を扱うとき、特殊な海を扱

ったときにこそ生じる能力が規定できるかと

いうことは、海洋教育を進めるかどうかにと

って非常に重要なポイントになってくると私

は思います。つまり、いろいろな能力の育成

が必要ですが、特に海のものを扱ったときに、

これからの子どもたちに必要な能力を育成し

やすかったり、そこでこそその能力が生じる

ということがきちんと明示できれば、これを

扱うことは重要だという話になっていくでし

ょう。しかし、それがほかのターゲットでも

同じようであるという結論になると、その特

殊性を語りにくくなってしまいます。もう一

つは、コンテンツを全く無視してはいけない

ので、国民としての共通知識として必要かど

うかという議論がまたここでされるかどうか

ということです。 

 ですからこの議論は、実は海洋教育をすべ

ての学校で進める必然と価値があるかどうか

という話になってきています。ただ、前者の

能力に関しては、カリキュラムを作る仕事の

中で、一応規定はしてみましたが、極めて限

定して特化されたものといえるかどうかとい

うことは、まだ十分検証し切れていません。

それについては今後また調べて、実践の中で

確認していかなければいけないでしょう。 

 

瀧田 水産教育の中で海洋という言葉を使う

ときは、海だけを示しているのではありませ

ん。河川、湖沼を全部含めて、水にかかわる

ようなものということで考えています。栃木

県と群馬県に、水産教育をしている学校があ

ります。日本には山脈があり、河川が流れ、

湖があります。従って、どこの県でもそれぞ

れに合った形の水産海洋教育ができるのでは

ないかと思っています。例えば滋賀県では、

小学生に琵琶湖でいろいろな体験をさせて、

県民にとって琵琶湖がどういう位置付けなの

かという教育を実施しています。教育の幅と

いう面からすれば、幾らでもできるのではな

いでしょうか。 

 それから、水産教育は実学としてスタート

しているので、必要性のあるものが教育とし

て位置付けられていきました。最初は「取る」

と「つくる」という教育からスタートし、次

第に漁船漁業が盛んになってくると、需要が

高まってきた漁船の機関士や通信士を育てる

教育をしてきたのです。例えばこれから、海

洋人材が必要とされるとします。政策を考え

る人材を意味するのであれば、高等学校のレ

ベルではないので高等教育機関でやっていた

だく必要があるとは思いますが、現場で働く

人材として海洋産業がきちんと位置付けられ

てくれば、当然それに必要な教育を考えなけ

ればいけません。従って、将来の水産海洋教

育が現状の形でとどまっているかどうかとい

うと、世の中のニーズの変化によって変わっ

てくると、私自身は思っています。 

 「すべての学校で」ということに関して言

えば、海が近くにある学校は水産高校が近く

にありますから対応できるでしょうが、水産

高校にいろいろな情報を求めて山の方の学校

から中学校の先生が話を聞きに来ると随分伺

っています。先生方が海洋教育のことを知ら

なければ、海洋教育を子どもたちに教えよう

という視点は当然出てこないでしょう。例え

ば総合的な学習の時間で取り上げるとしても、

農業をしてきた先生であれば農業のことを通

じて総合的な学習の時間を仕上げようと思わ

れることでしょう。さまざまな生活があるの
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で、その生活の中でいかに海洋と国民の生活

を結び付けていくかということを、いろいろ

な形で情報提供していく必要があると思いま

す。 

 

宮崎 学習をまず内容として考えるのか、学

び方やそういうプロセスをどう捉えるかとい

う話がありました。例えば人権教育などにな

ると、知識をただ持てばいいというわけでは

ないものがたくさんあります。分かればいい

というものではなく、知っているからいいと

いうものでもなく、その人の分かり方、知り

方、腑に落ち方が大事なのだということがあ

るのです。身分差別に関する知識を持ってい

て、テストの空欄を埋められることも大事か

もしれませんが、知識を身に付けると同時に

人間観、社会観を育てていかなければいけま

せん。田村先生は総合的な学習の時間に関し

て、その内容は表示しないけれども、学び方

や求める資質能力を学校に明確にして進めて

ほしいのだとご指導をされてきたことでしょ

う。私も、それは非常に大切だと思うのです。 

 ただ一方で、好ましい内容というものがあ

るわけです。私は国語の教師だったのですが、

どんなものでも教える素材にすればいいとい

うものではないということがあり、名文主義、

名作主義と言われるかもしれませんが、ある

程度国民が納得できる価値判断がされている

文学教材は使われていく可能性が強いわけで

す。そのときに、例えば総合的な学習の時間

についても一種のガイドラインのような形で、

総合的・横断的な課題はこういうものだと例

示して、例えば海洋や宇宙に関しては、福祉、

健康、国際理解、環境、地域の文化など、こ

れからのわれわれの社会にとって非常に重要

な基盤になっていくものについてはこう取り

扱うことが好ましいという形で示していく方

法はあり得るのではないでしょうか。それは

社会がどの程度海洋教育の必要性を認知する

かということと関係あるのでしょうか。 

 

田村 実際に海洋政策研究財団と研究をして

いく中で、海洋教育に関するコンピテンシー

を八つほどに整理してみました。例えば一般

的に、コミュニケーション能力が必要だとい

われます。海洋教育でも、それを育てるべき

だろうと考えました。そこで、「海の諸場面で

円滑なコミュニケーションを行うために他者

を理解し、自己を表現する能力」と整理して

みたのです。しかし、これが絶対に海洋に限

定される能力かと言われると、特化し切れる

かどうかという問題がまだあるのではないか

と考えています。そのような弱さを認識して

いるところです。 

 一方、海洋に関するさまざまな事物現象に

は、ものごとを探求的に学んでいく上で極め

て重要な良さがあるのではないかと思ってい

ます。例えば、極めて総合性が高く、いろい

ろなものがかかわっているようである。ある

いは、私たち日本人にとっては暮らしとの関

係が非常に深い。子どもにとっても、海は興

味・関心を持ちやすいターゲットになってい

る。実際に身体を通したさまざまな体験がし

やすい。以上は、持っている良さなのではな

いかという気がします。そういうものがある

と、探求的な学びが促進されやすい。だとす

れば、限定された、特化された能力は示しに

くいかもしれませんが、今ご紹介した能力が

より育成される場においては非常にいいター

ゲットだといえるという話になる可能性があ

ります。そうすれば、海の環境問題、資源エ

ネルギーの問題を取り上げて、子どもたちが

学んでいくことにふさわしいものだと言える

可能性があると思います。 

 

宮崎 われわれにとっても本当に大きな研究
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課題なのでしょうね。海の教育の内容として

の必要性をきちんと明確にしていく必要があ

りそうです。 

 

田村 今、いろいろな人が、教育内容として

既存のものに新しいものを入れたいと主張し

ています。例えば、最近は「食育」が言われ

るようになりました。似たような言葉はいろ

いろあり、「花育」「服育」を言う人もいます。

そういったものをそれぞれの立場で考えてい

るのです。従って、海洋教育が本当に必要性

のあるものだということを明確にしていかな

ければ、「すべての学校に」という話にはなり

にくいでしょう。今、日本全国の学校、特に

中学高校でキャリア教育が頻繁に言われるよ

うになっていますが、あれは国民的にも重要

な課題で、まさに将来の人材育成に結び付く

ものであるからこそ、特化して取り組まれて

いるのです。そうすると、海洋教育がどうい

う独自性を発揮してどういうメリットを強調

できるかということが重要になります。ただ、

日本の立地条件といいましょうか、海洋国家

であることを考えれば、可能性はあるような

気がします。それは専門の皆さんと議論して

いくことで見えてくるでしょう。 

 

宮崎 ちなみに田村先生は、先ほど私が紹介

したグランドデザインの基になるものにもい

ろいろご指導いただきました。それで先ほど

のお話があるわけです。 

 瀧田先生、水産・海洋教育は、高校生では

どうしても0.3％という、非常に限定的な子ど

もたちの教育としてあるわけですが、それが

99.7％に当たる子どもたちに対してある種の

リーダーシップを取ってくれるような教育に

なるため、または0.3％の質が極めて高いもの

になっていく国民的な海の教養を育てるよう

な教育になるために、小中学校にどのような

ことを期待されますか。 

 

瀧田 それは非常に難しい問題です。水産教

育は産業からスタートしており、必要性に迫

られて、国策としてこういう人材を育てなけ

ればいけないという考えから出発しています。

従って、日本人が海をもっと必要としなけれ

ば難しいのではないか、海を使って何とかお

金を稼がなければいけない、人材を育てなけ

ればいけないという機運がもっと高まらなけ

れば厳しいのではないかと感じます。 

 ただ、田村先生からご紹介のあった海を使

ったコミュニケーションに関しては、産業現

場でまさに行われています。船員教育におけ

る危機管理問題の中で、危険回避においては

コミュニケーション能力が絶対に必要だとい

われています。産業現場でも、例えば年代が

違ってきている今の産業構造の中で、特に水

産業はかなり高齢化が進んでいるため、若い

人をそこに送るにはコミュニケーション能力

が必要だろうと考えられています。キャリア

教育や職業教育を主としてやっている私たち

は、コミュニケーション能力は必要性が高い

ものだと認識しています。そこで、インター

ンシップや就業体験で、学校教育ではできな

い部分をやろうとしています。それを例えば

海でなければできない教育として結び付けれ

ば、海の必要性をもっと訴えていける可能性

があります。 

 

田村 なるほどと思いながら伺っていました。

コンピテンシーを考えるときに、海洋に関す

る専門家がだいぶかかわってくださり、先ほ

どの話になったのです。地上で日常的に暮ら

すよりも、海にかかわるときにはコミュニケ

ーションが本当に必要とされるし、そこに責

任や安全という問題が互いに影響してくると

いうお話はとてもよく分かります。同時に、
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例えば水産高校が人材を育てることに非常に

大きく寄与します。小中学生に「みんな、水

産高校に行きなさい」と言うような話ではな

いので、例えば義務教育の段階でいかに海に

関心を持つかといったことが、きっとそこに

つながる一つの重要なポイントになるのでし

ょう。昔の子どもは海で遊んでいましたが、

最近は海岸線の学校の子どもも海に行かなく

なりました。なぜかといえば、一つには安全

の問題があるためではないかと思います。当

然のことですが、安全に関する問題には昔の

ような大らかさがなくなってきているため、

経験が少し減ってきているように感じます。

私は先ほど、海洋が持っているメリットにつ

いて自分なりに思ったことを言いましたが、

逆に、デメリットとは言わないまでも、よく

配慮しなければいけないものとして安全があ

ります。あるいは学校の立地条件によっても

随分差が付いてしまう可能性があります。メ

リットとともにデメリットも見えてくるよう

に感じながら伺っていました。 

 

宮崎 及川先生は、三崎臨海実験所で校長会

を開いてくださいました。それによって、校

長先生が海のことに大きな関心を持つように

なり、まさに海の街で教育への大きな意欲を

持っていただけたというお話がありました。

日本に住んでいれば、海洋とわれわれは断ち

切ることができないきずなを持っています。

そして、私たちはほかの土地に引っ越すこと

ができない。そういうある種の宿命的な自分

の存立基盤を持っているわけですから、そこ

で子どもたちに対して海洋教育をどのように

中で進めていくか。しかも、瀧田先生や田村

先生がおっしゃってくださったいろいろな教

育達成を充足しながら進めていく必要があり

ます。そういう教育をつくり出していくこと

が重要だと感じました。 

 今後、例えば新しい教育課程の基準である

学習指導要領が検討されていくときも、今は

海がわれわれにとって、リスク面でもメリッ

ト面でも大変大きな価値を持ってきているの

で、それをきちんと計量して教育的に対応で

きるよう、考えていかなければいけないと思

いました。 

 

田村 今は教育内容について、学校や地域の

主体性を担保しようという方向に、緩やかに

向かっています。その表れが総合的な学習の

時間です。三浦の話はまさにそうです。ナシ

ョナルスタンダードとスクールスタンダード

の中間にはローカルスタンダードというもの

があります。その地域で緩やかに教育内容を

規定し、海に近い地域であれば海のことを勉

強していこうという取り組みが、総合的な学

習の時間では可能です。これまでの事例では、

それが琵琶湖学習、富士山学習、久留米学と

いう形になっていました。三崎もまさにそう

いうことをしようとしていたのです。そうい

う意味では、特性を生かしたことを広げてい

くという取り組みが、一つのアプローチとし

てあるでしょう。 

 

瀧田 今は世の中の変化が非常に激しい時代

になっています。海洋学習の題材の一つには、

さまざまな変化があるわけです。海も変化し

ていくので、そういう変化が目に見えて、感

じられ、体験できるという意味では、これか

らの子どもたちには海洋教育が必要なのだと

思っています。ただ、教育は、望むと望まな

いとにかかわらず全員にやらせなければいけ

ません。そうすると、やはりその中で安全性

をいかに確保していくかということが問題に

なるでしょう。気を付けなければいけないの

は、短絡的に「面白そうだからやろう」とい

うのではなく、きちんと安全を管理してやっ
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ていくことです。そう考えると、水産高校に

はそのノウハウを持っている人が多いので、

協力できるのではないかと考えました。決し

て水産高校の先生方に負担をかけるつもりは

ありませんし、水産高校が必要だから全国に

つくってくださいという意味ではありません

が、そういう協力ができるのではないかとは

思っています。 

 

河野 ありがとうございました。本日は生

活・総合担当の田村先生、水産科担当の瀧田

先生にお話をいただきました。簡単にまとめ

させていただきます。 

 総合的な学習の時間や生活科という小中学

校教育は、やはりゼネラリストの教育である

という観点から、ある種教育内容に関して必

要性を求めていくというものがあり、さらに

最近の展開としては学び方のようなものを含

め、コンピテンシーベースのカリキュラム構

築の動向があるとご指摘いただきました。一

方、ナショナルスタンダードとスクールスタ

ンダードという対比の中にローカルスタンダ

ードという中間的なものがあり、ここに海洋

教育がある意味高いポテンシャルを持って臨

めるということも示唆していただけたと思い

ます。 

 水産教育に関しては、社会や生活との関連

性の強さから、カリキュラムに関して必然性

を問うて立ち上がってきたという歴史的な経

緯もあり、学習内容に関しても変遷があるこ

とが見えてきました。一方で、社会や生活の

変化に伴って、水産高校が地域に出ていくと

いう動向も見られるようになっており、海洋

教育の推進に対して、海の学習センターのよ

うな機能を持ち得るのではないかということ

を示唆していただきました。 

 このような教育内容とキーコンピテンシー

の方向に関する、ある種重なっていないとこ

ろからのアプローチによって、海への関心を

いかに持たせるかという課題、それに対して

安全に関する課題をどのように問うていくの

かという一つのメリット、デメリットが見え

てきました。こうしたメリットやデメリット

が見えてきたということは、海洋教育が進ん

でいく上である種の論点が明確になり、議論

が深まっていると言えるのではないのかと思

います。 

 これから学校の先生方が海洋教育を実践さ

れるときには、三浦市で取り組まれたように、

カリキュラム開発が中心になってくるでしょ

う。私は授業や学習研究が専門ですが、今日、

田村先生が話されていた、海洋教育をするこ

とによってどのような力が付くのかというこ

とに関しては、10年ほど前から「領域固有の

リテラシー」という言葉があり、それがいか

に子どもたちに身に付けられるのかというこ

とは、ずっと研究の対象にもなってきたかと

思います。日本に関しては、授業や学校の先

生の力量の高さが知られており、授業の質や

カリキュラムの構築のされ方、それを支える

授業研究を含めるシステムが既に確立されて

います。こうしたものに期待することで、日

本の海洋教育の幅広い内容になってきます。

それを実践していくときには、実際に蓄積が

ありますから、ポテンシャルは非常に高いの

ではないかと思いました。 

 社会的情勢に大きく関係する海洋教育では

ありますが、今回、総合的な学習の時間で挙

げられた教科横断型や探求の学習をする中で

深められる思考やリテラシーの獲得に関して

は、議論は十分進んでいるにしろ、やはり教

育課題であることは事実です。本日のお話か

ら、海洋教育は今日的な教育課題の解決に対

して、非常に高いポテンシャルを持っている

ことが見えてきたのではないでしょうか。 

 本日は非常に幅広く、また非常に詳細で具
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体的な事例や課題を先生方に挙げていただき、

海洋教育のこれからの展開に関して非常にリ

ッチな示唆をいただけたのではないかと思い

ます。ありがとうございました。
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